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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクト目標  

(1) プロジェクトの上位目標 

東ティモール国政府は、国家開発計画（NDP）における農林水産セクターの開発目標に「食糧安全保

障と食料自給率の向上」を第一優先に掲げている。マリアナ I灌漑施設を改修することにより、水稲面

積を拡大し現在 60%程度と試算される東ティモール国全体のコメ自給率の向上に資することとし、「対

象地域の水稲灌漑面積が増加する」をプロジェクトの上位目標とする。 

(2) プロジェクト目標 

MAFFは、セクター投資計

画（SIP）の中で、より安定

した食料を提供するための

食糧生産レベルの向上」を達

成するための開発課題とし

て「灌漑圃場における作付け

体系の効率化」を取り上げて

いる。これに貢献すべく「マ

リアナI灌漑地区の農業用水

の分配が安定的に行われる」

をプロジェクト目標とする。 

東ティモール全体 マリアナI灌漑地区

国家開発計画（NDP)：
農林水産業セクター開発目標

1)食料自給率の向上
2)農村部の貧困削減･生計向上

MAFFセクター投資計画（SIP）：
「より安定した食料を提供する
ための食糧生産レベルの向上」

開発課題：
「灌漑圃場における作付体系の効率化」

貢献

①プロジェクトの上位目標

「対象地区の水稲灌漑
面積が増加する」

②プロジェクト目標
「マリアナI灌漑地区の農業用水
の分配が安定的に行われる」

（国策）　　　　　　　　　　　　　　灌漑施設の維持管理政策（案）
　　　　　　　　　　　　「灌漑施設の運営維持管理を受益者に移管する」

水管理組合（WUA)組織化

遵守

貢献

図 3-1 国家開発計画とプロジェクト目標との関連

3-1-2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、上記目標を達成するために我が国の無償資金協力により、マリアナＩ取水施設の

流失した固定堰の嵩上げ部分を復旧し、効率的な取水を可能とするとともに、灌漑水路を改修すること

により、農業用水を末端灌漑地区まで適正に配分することを目的としている。また、MAFFは「灌漑施

設の維持管理にかかる政策（案）」に基づき、水管理組合に灌漑施設の運用を移管する方針を打ち出し、

その定期的な運営指導、モニタリングを行うとしているが、東ティモール国は独立間もなく、人材、能

力が不足しており、灌漑施設の運用や水管理にかかる指導方法に問題が見られるため、ソフトコンポー

ネント計画を導入し、その運営強化、当該灌漑施設における水管理方法の指導を行う。 

東ティモール側の要請に対して、国内解析により妥当性を検討した結果、協力対象事業を表 3-1およ

び表 3-2のとおりとした。 
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(1) 改修工事部分 

表 3-1 先方要請内容と検討結果（1/2） 

 要請内容（下線部がM/D署
名時の変更･追加内容） 

 検討結果（協力対象事業） 

1) ① 「高強度コンクリート工法*注 1）」により、0.7mの嵩上げを行う。
 ② 下流エプロン長 10m、最大エプロン厚さ 2.1mを設置する。 
 ③ 十字ブロックによる護床工長 12mを設置する。 
 

既設取水堰の適正な嵩上

げおよび表面保護、また必

要に応じて土砂吐の設置

を検討 ④ ブロボ川河道内に土砂吐を設置する。 
2) 既設取水堰基礎のグラウ
ティング 

 グラウティング対策工でなく、「高強度コンクリート」で洗掘部を
充填する。 

3) ① 護岸工嵩上げ部は、盛土空石張りを採用する。 
 
鉄筋コンクリートによる

護岸擁壁工の嵩上げ ② 右岸護岸擁壁の基礎前面に根固工(十字ブロック)を設置する。 
  ③ 右岸上流護岸擁壁の亀裂部上流側の既設練石積を撤去して全面改

修する。 
  ④ 右岸中･下流および左岸護岸擁壁の練石積の露出している既設目地

部モルタルを除去し、目地部を新しいモルタルで充填する。 
  ⑤ 右岸下流護岸擁壁に生じている穴を練石積で補修する。 

4) ① 既設取入口にゲート設置の必要上、部分的に擁壁を新設する。 
 
既設取入口と沈砂池のコ

ンクリート補修 ② 既設沈砂池の右岸側壁をそのまま利用し、左岸側は、新しい側壁を
する。 

5) 既設水路の浚渫  水路改修時に浚渫する。 
6) 既設水路の補修 ① 幹線水路：通水阻害を起こしている約 42m(2.7％)区間を片側拡幅す

る。総延長 1,530mの内、約 90％を老朽度に合わせて部分または全
面改修する。 

  ② ラマスコラ 2 次水路：既設ライニング区間総延長 1,570m の内、約
70％を老朽度に合わせて部分または全面改修する。また、既設土水
路区間総延長 1,450mをライニングする。 

  ③ リタバウ 2次水路：総延長 2,890mの内、100％(全区間)を老朽度に
合わせて部分または全面改修する。 

7) 水路橋練石積護岸工のリ
ハビリ

① 右岸上流部約 8m 区間の既設練石積を撤去して全面改修する。石積
平面形状を 5mの隅切り形状とする。 

  ② 右岸中流部の被災を受けていない区間は、現況のままとする。 
  ③ 右岸下流部約 7m区間の既設練石積を撤去して全面改修する。 
  ④ 右岸全区間に根固工(現場打ち十字ブロック)を新設する。 
  ⑤ 右岸護岸擁壁天端の背面を練石張工で被覆する。 
  ⑥ 左岸練石積護岸工を新設する。 
  ⑦ 左岸練石積護岸工の前面に根固工(現場打ち十字ブロック)を新設す

る。 
  ⑧ 水路橋水路部を可撓性のある工法で止水する。 
  ⑨ 木製のデッキを新しい材料で復旧する。 

注釈：1)「高強度コンクリート工法：通常コンクリートよりセメント量を増やし（富配合）強度を高めたコ

ンクリートを使用し、劣化したコンクリート構造物を被覆する工法）」 
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(2) 新規工事部分 

表 3-2 先方要請内容と検討結果（2/2） 

 要請内容（下線部がM/D署名
時の変更･追加内容） 

 検討結果（協力対象事業） 

1) ① 
② 
土砂吐ゲートを新設する。 
取入口ゲート：取水口(スクリーン)を全面改築し、ゲートを設置
する。 

 ③ 既設沈砂池の排砂ゲートを全面改修する。 
 

取水堰：取入口ゲート、既

設沈砂池の排砂ゲート、水

路取入ゲートの設置 

④ 水路取入工ゲートを全面改修する。 
2) 水路：分水スライドゲート
の設置 

 幹線水路および 2次水路側に人力操作の鋼製スライドゲートを設
置し、鉄筋コンクリート構造の分水工に全面改修する。 

3) 既設ラマスコラ 2 次水路お
よび新規延長分(1.6km)のラ
イニング 

 新規延長分 1,630m（実測の結果、30m 増）の内、930m を対象に
ライニングを行う。 

4) リタバウ 2 次水路の新規延
長(1.7km)およびライニング 

 新規要請延長分 2,360m(実測の結果、660m 増)のライニングを行
う。 

5) 水管理組合集会所  取水、分水施設のゲート、ハンドル、簡易分水工の角落しおよび

ゲート維持管理用の潤滑油、扉体再塗装材ならびにマニュアルの

収納場所としての機能を有する機材収納庫を建設する。また、要

請に応え集会所としての機能も付加し、常時多目的利用が可能な

構造とする。 
6) 水門管理棟  協力対象とする。 
7) 貯蔵庫  協力対象事業から除外する。 
8) 乾燥床(ドライヤード)  協力対象事業から除外する。 
9) 水管理組合の強化  ソフトコンポーネント計画を導入することにより、水管理組合の

運営強化、灌漑施設における水管理方法の指導を行う。 
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3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本プロジェクトでは「対象地域の水稲灌漑面積が増加する」をその上位目標とし、これに資するため

に、「マリアナ I灌漑地区の農業用水の分配が安定的に行われる」をプロジェクト目標としている。これ

ら目標を達成すべく、以下を協力対象事業実施の基本方針とする。 

基本方針-1： 既存施設の復旧を主眼に改修計画の策定を行う。 

基本方針-2： MAFF が作成した「灌漑施設の維持管理に係る政策（案）」によれば、「施設を改修する

灌漑事業に対して、WUAの設立を義務付け、設立後 11 年目で全面移管する」政策を打

ち出されている。MAFF は、これを遵守し本改修事業に合わせてマリアナ I 灌漑地区に

もWUAを設立する意向であることから、WUAの経済的な維持管理が可能となる施設内

容・規模とする。 

基本方針-3： 1972 年ポルトガル時代に建設された固定堰において、インドネシア統治時代の 1986 年

に嵩上げられた 0.7m 部分が、1992 年の洪水により流失している。このため水源である

ブロボ川から十分な取水が出来ない状況にあることから、同流失部分を復旧する。 

基本方針-4： 上記流失部が復旧されることにより、農業用水が効率的に取水され、灌漑可能面積の拡

大が可能となることから、取水した農業用水を灌漑地区末端まで、安定的に配分し、WUA

が計画および実施する作付が可能となる施設とする。 

 

3-2-1-2 自然条件に対する方針 

以下を自然条件に対する方針とする。 

方針-1： ブロボ川の渇水時および洪水時の流出状況について、世銀 F/Sレポートの解析結果と受益者

からの聞取り調査結果が整合していることから、施設規模の基礎条件となる降雨量および河

川流量データについては、同解析結果を採用する。 

方針-2： WUA の経済的な維持管理が可能となるよう、河川水に含まれる有害土砂の幹線水路内への

流入量を軽減する施設内容とする。 

方針-3： 雨期に降雨が集中することから、雨期（11～4 月）と乾期（5～10 月）の降雨パターンを考

慮した施工計画を策定する。 

 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

以下を社会経済条件に対する方針とする。 

方針-1： 既設灌漑水路は、灌漑用水の他、洗濯・水浴びなどの生活用水にも使用されており、これに

配慮した水路改修計画、施工計画とする。 

方針-2： 本対象地区では灌漑施設の両側まで農地として使用されている場所が多くあるため、農作物

補償を伴う用地取得を最小にする計画とする。 
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方針-3： 字の読めないゲート操作人やグループリーダーがいることも想定し、各種マニュアルに図解

を多く掲載し、操作、維持管理方法の簡便さに心がける。 

方針-4： 若年層に対する雇用機会に限りがあり、都市部では失業者が増加している一方で、技術熟練

工のほとんどがフィリピン人、中国人、インドネシア人で占められていること、また、地方

ではコミュニティーの縄張り意識が強く、建設現場周辺のコミュニティーからローテーショ

ンで作業員を調達することが土地の慣習になっていることを勘案した雇用方法に配慮する。 

 

3-2-1-4 営農・灌漑条件に対する方針 

以下を営農・灌漑計画に対する方針とする。 

方針-1： 事業対象地区が農産物の流通条件に恵まれていること、マリアナ I受益者の灌漑作付面積の

拡大意思を有することから、プロジェクトの上位目標である「対象地域の水稲灌漑面積が増

加する」に資することとする。 

方針-2： 対象地区内で代かき時期を分散することにより、ピーク用水量を減じ、ブロボ川の最大流量

が生起する 2月にピークを合わせた作付パターンを計画する。 

方針-3： 5年確率渇水量を効果的に取水し、現状の営農パターンを考慮しつつ、月別のブロボ川流量

および有効雨量に配慮した作付パターンを計画する。 

方針-4：  現状の作付体系および世銀 F/S レポートで提案されている作付パターンの妥当性を検証し、

水源（ブロボ川）の取水可能量と降雨パターン（有効雨量）と合わせて、用水計画にかかる

諸元を決定する。 

  

上記内容を方針とする背景は、以下のとおりである。 

(1) コメの販売・流通状況（方針-1） 

モミの販売形態について、表3-3のベースライン調査結果によれば、モミの自家消費率60％以外の40％

程度は販売されている。流通方法としては、マリアナ町にある市場に農民自ら搬出し、販売している他、

ボボナロ県農業サービスセンター（Agriculture Service Center：ASC）がその買付け（8％）を行っている。 

表 3-3 マリアナ I地区のモミの販売量（34 農家からの有効回答の合計） 

消費・販売形態 34 農家の合計 割合 

1.自家消費量  52,710 kg 60% 
2.販売量   

1)マリアナ市場への搬出量  28,650 kg 33% 
2)ASCへの販売量  6,450 kg 7% 
3)仲買人への販売量  250 kg - 

販売量小計  35,350 kg 40% 
合計  88,060 kg 100% 
出典：ベースライン調査結果   

 

加えて、①マリアナ市場には、ボボナロ県内の他の郡（Sub-district）や首都ディリ、エルメラ県（西

部）、バウカウ県（東部）などのボボナロ県外から買付け業者が訪れること、②インドネシアから種籾
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や肥料が直接入ってくるためコメの生産価格が比較的安いこと、などのマリアナ I地区の有利な流通条

件から将来水稲灌漑作付を促進することが可能であると判断される。 

また、BD現地調査時にワークショップを開催（2005年 3月 17日）し、受益者に対して乾期における

作付面積の拡大に関して、「マリアナ I灌漑施設が改修され、乾期に十分な取水が可能となった場合、何

ha 作付けしますか?」というアンケート（有効回答数 137 農家）を行った。結果は表 3-4 のとおりであ

る。 

表 3-4 改修後の作付意思に関するアンケート結果 
 1 ha以下 1 ha 以上 コメントなし 計 
昨年度まで 62% 26% 12% 100％ 
改修後の作付意志 39% 54% 7% 100％ 

 

現状では 1ha 以上作付けしていた受益者が 26％に過ぎなかったのに対して、改修後は 54％の受益者

が「1 ha以上作付する」と回答している。作物の種類を特定していないが、これは水さえあれば灌漑面

積を増加すると言う意思確認ができたと判断される。 

(2) 計画作付パターン（方針-2 および方針-3） 

本基本設計では、灌漑水稲面積の拡大を考慮し、対象受益面積 1,050 haの内、上流（30%）、中流（30%）、

下流（40%）で代かき時期を分散することにより、ピーク時の用水量を最小限に押さえ、水稲作付面積

が最大となる作付パターンを提案する。また、2 月に発生するブロボ川の最大流量に合わせて作付パタ

ーンを計画すれば、図 3-2のとおりとなる。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

雨期水稲
(1,050 ha)

乾期水稲(150 ha)

畑作(200 ha)
雨期水稲

 

図 3-2 本 B/D提案による計画作付パターン 

上記、作付パターンで用水量を算定した結果、表 3-5のとおりとなる（詳細計算結果は、「資料 8-7：

用水計画」参照）。なお、最大計画取水量の合計は、ブロボ川 5年確率渇水量に相当する。 
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表 3-5 最大計画取水量とブロボ川 3年確率および 5年確率渇水量との比較 

 雨期ｸﾘﾃｨｶﾙ時の 
必要水量(2月前期)
水稲：1,050ha 
畑作：  0ha 

乾期ｸﾘﾃｨｶﾙ時の 
必要水量(7月前期) 
水稲：150ha 
畑作：200ha 

1)水稲の必要取水量 1.35 m3/sec 0.33 m3/sec 
2)畑作の必要取水量 － 0.11m3/sec 
3)水道施設の取水量 0.015 m3/sec 0.015 m3/sec 
最大計画取水量合計 1.37 m3/sec 0.46 m3/sec 

（参考） 
ブロボ川渇水量（3年確率） 1.67 m3/sec 0.49 m3/sec 
ブロボ川渇水量（5年確率） 1.37 m3/sec 0.46 m3/sec 

 

(3) 用水計画にかかる諸元（方針-4） 

世銀 F/Sレポートによれば、FAOが発行している灌漑排水技術書（FAO: Irrigation and Drainage Paper）

「作物用水量の計算（Crop Water Requirements）」を基準に計画用水量の算定を行っている。世銀 F/Sレ

ポートの妥当性を FAO の技術書を元に検証し、今回の現地調査の結果を踏まえ、用水計算にかかる各

諸元を表 3-6のとおりとした。 

表 3-6 用水計算にかかる各諸元比較 
諸元項目 世銀 F/S レポート 現状の検証 今回調査結果に

よるの採用値 

①作物係数(kc) 1) 水稲(HYV)：1.05, 1.10, 0.95  
2) 畑作：0.4, 0.54, 0.96, 0.98, 0.82, 0.35

同左 同左 

②日作物蒸発散量(ET0) パン蒸発法による月別実測 同左 同左 
③日浸透量（水稲） 2.5mm 上中流：3.0mm 

下流 ：5.0mm 
同左 

④日減水深（水稲）： 
上記①、②、③の合計値 

最大：6.4mm 最大：7.5 mm 同左 

⑤代かき用水量 
(湛水深：50mm含む) 

1) 代かき期間：1箇月 
2) 用水量 雨期水稲：300mm、 
 乾期水稲：250mm 

同左：但し計算

方法を見直す 
同左 

⑥中干し後用水量（水稲） 田植後 50mm/15日 同左：但し計算

方法を見直す 
同左 

⑦有効雨量(1953～74年) 5年確率(80％以上の平均雨量)の 80％ 同左 同左 
⑧灌漑効率：Ep=EfxEc 58％（水稲、畑作の区別なし） 1)水稲：41.6% 

2)畑作：36.4% 
1)水稲：54.4％ 
2)畑作：47.6% 

a)適用効率：Ea 記述なし 1)水稲：80% 
2)畑作：70% 

1)水稲：80％ 
2)畑作：70% 

b)水路効率：Eb 記述なし 80% 80% 
c)圃場･水路効率： 
（3次水路起点）Ef=EaxEb

80％（水稲、畑作の区別なし） 1)水稲：64% 
2)畑作：56% 

1)水稲：64% 
2)畑作：56% 

d)搬送効率(改修後)：Ec 72.5％ 65％ 85% 

 

① 作物係数（kc） 

作物係数（kc）は、作物の日消費水量を算定する際に使用される。各作物の生長に合わせて決まる係

数であり、世銀 F/Sレポートでは表 3-7を採用している。 
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表 3-7 世銀 F/S レポートが採用している作物係数（kc） 
発育段階 初期発育 発育 中期発育 終期発育 
水稲(HYV)：3.5箇月 1.05 1.05 1.10 1.10 0.95 0.95 0.0 － 
畑作(メイズ､豆類､野菜)：4箇月 0.40 0.54 0.96 0.96 0.98 0.82 0.35 0.0 

 

FAO技術書を確認した結果、水稲の作物係数については合致するため、本計画に同値を採用する。ま

た、畑作については作物種によって異なる数値を示すが、水稲にかかる用水量が用水計算の大部分を占

めることから、計算の便宜上世銀レポートと同様、統一値を採用する。 

② 日作物蒸発散量（ETcrop） 

蒸発散量は当地の気温、湿度、日射、風向などに影響される値である。世銀 F/S調査時にパン蒸発法

で実測されている表 3-8の値を採用する。 

表 3-8 マリアナI地区の月別蒸発散量（ET0） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
蒸発散量（ET0）(mm) 1.4 1.2 1.3 1.8 2.2 2.9 4.1 4.2 3.9 3.7 2.4 1.5 
 

なお、日作物蒸発散量（ETcrop）は以下の式で算出される。 

ETcrop = kc x ET0

ここに、 ETcrop ：日作物蒸発散量 (mm) 

 kc ：作物係数 

 ET0 ：日蒸発発散量 (mm) 

③ 日浸透量（水稲） 

日浸透量は土壌タイプにより算定するが、世銀 F/S レポートではマリアナ I 地区の土壌タイプから 2

～3 mm/日であるとしている。また、今回の現地調査で行った日減水観測結果は表 3-9のとおりであり、

日浸透量は最大 2.29mmであり、世銀の採用値がほぼ正しいことが裏付けられた。 

表 3-9 日浸透量および日減水深観測結果 
日 付 リタバウ水路上流部

(分水地点より下流
0.2km) (mm) 

リタバウ水路中流部

(分水地点より下流
1.0km) (mm) 

ラマスコラ水路中流

部(分水地点より下流
1.5km) (mm) 

 日浸透量 日減水深 日浸透量 日減水深 日浸透量 日減水深 
3月 18日 0.76 0.76 － － － － 
3月 19日 － － 1.94 2.31 － － 
3月 20日 1.39 2.55 2.24 2.25 0.45 0.46 
3月 21日 1.73 2.44 － － － - 
3月 22日 1.33 1.85 2.29 2.99 － － 
3月 23日 － － － － 1.17 1.33 
3月 24日 － － － － － － 
最大 1.73 2.55 2.29 2.99 0.45 0.46 
注）－は未観測日または信頼できる結果が得られなかった。 

従って、日浸透量 3.0mm/日を採用する。一方でマリアナ I地区末端部については、1)今回観測結果が
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得られなかったこと、および 2)乾期に灌漑されておらず、耕盤が未発達であること、を考慮して、地区

下流部：5.0mm/日を見込むものとする。 

④ 日減水深（水稲） 

日減水深は、上述の日作物蒸発散量と日浸透量の和で表され、以下の式で算出する。 

日減水深(mm/日) = 日作物蒸発散量（ETcrop） ＋ 日浸透量 

「資料 8-8用水計算」のとおり、本 B/D現地調査における日浸透量の観測、および日作物上発散量の

計算の結果から、最大 7.5 mm（7月前期）と算出されたことから、7.5 mmを見込むものとする。 

⑤ 代かき用水量 

世銀 F/Sレポートによれば、代かき用水量を 1)雨期作の開始時：300 mm/日、2)乾期作の開始時：250 mm/

日を各々見込んでいる。乾期作の代かき用水を少なく見込んでいるのは、雨期作収穫後直ぐの代かきと

なることを考慮したと考えられる。 

(a) 世銀 F/Sレポートでの計算方法 

1) 雨期作：300 mm／30日＝10.0 mm 

2) 乾期作：250mm／30日＝8.3 mm 

(b) 本基本設計（B/D）での計算方法 

ある一定の区画数を有する水田の代かきを行う場合、ピークの必要水量を減ずる目的から分割し、代

かきを行う。代かきを終えた水田は、翌日から田植えを行い、N日間で全区画の代かきを終了するとす

れば、第 n日目の日平均純代かき用水量は以下のとおり算定される。 

Sn = [D+d x (N－1)]／N 

ここに、 Sn ：日平均純代かき用水量（mm/日） 

 D ：代かき用水量（雨期作 300 mm、乾期作 250 mm） 

 d ：日減水深（最大値 7.5mmで計算） 

 N ：代かき日数（30日） 

1) 雨期作(max)：Sn = [300+7.5 x (30－1)]／30 = 17.3 mm/日 

2) 乾期作(max)：Sn = [250+7.5 x (30－1)]／30 = 15.6 mm/日 

⑥ 中干し後用水量 

(a) 世銀 F/Sレポートでの計算方法 

50 mm／15日＝3.3 mm 

(b) 本 B/Dでの計算方法 

代かき用水同様、日平均純中干し用水量は以下のとおり算定される。 
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Wn = [W+d x (N－1)]／N 

ここに、 Wn ：日平均純中干し用水量（mm/日） 

 D ：中干し用水量（50 mm） 

 d ：日減水深（最大値 7.5 mmで計算） 

 N ：中干し日数（15日） 

Wn = [50+7.5 x (15－1)]／15 = 10.3 mm/日 

⑦ 灌漑効率 

FAO技術書によれば、表 3-10の 3段階に分けて考慮している。また、本 BDでの採用値と世銀 F/S適

用値の比較を示す。 

表 3-10 灌漑効率の比較 
効 率 FAO 技術書の説明 本 BD 調査での考え方 世銀 F/S 

適用値 

本 BD採用値

(水稲作) 

1)適用効率 

(Ea) 

作物に直接灌漑しうる水量と圃場

取水口に流入する水量の割合 
圃場内の損失ロス － 0.80 

2)水路効率 

(Eb) 

圃場取水口に流入する水量と圃地

区の取水口に流入する水量の割合

3 次水路を含むそれ以
降の水路搬送ロス 

－ 0.80 

3)搬送効率 

(Ec) 

圃場区の取水口に流入する水量

と、水源の取水工からの放流する

水量の割合 

幹線水路および 2 次水
路の搬送ロス 

0.725 0.85 

4)圃場効率 

(Ef) 

①適用効率(Ea) x②水路効率(Eb) 圃場内の損失ロスおよ

び 3次水路以降のロス 
0.80 0.64 

5)灌漑効率 

(Ep) 

③搬送効率(Ec) x④圃場効率(Ef) 
すなわち Ep=Ea x Eb x Ec 

全体の灌漑効率 0.58 0.544 

 

(4) 計画作付パターンと用水計画の検証結果 

上述した用水計算にかかる諸元より、①現況の作付けパターン、②世銀 F/Sレポートによる提案パタ

ーンおよび③本 B/Dでの提案パターンを検証すれば表 3-11のとおりとなる（詳細は「資料 8-7：用水計

算」参照）。 

表 3-11 用水計算の検証結果 
 ①現況作付 

パターン 

②世銀 F/S による提案作付けパターン 

(世銀 F/S レポートによる) 

③本 BD での提案

作付パターン 

対象面積 1,050 ha 900 ha 900 ha 900 ha 1,050 ha 
雨期(1st) 1)水稲：600 ha 

2)畑作：250 ha 
1)水稲：750 ha
2)畑作：― 

1)水稲：600 ha
2)畑作：― 

1)水稲：500 ha 
2)畑作：― 

1)水稲：1,050 ha 
2)畑作：― 

乾期(2nd) 1)水稲：100 ha 
2)畑作：100 ha 

1)水稲：480 ha
2)畑作：150 ha

1)水稲：480 ha
2)畑作：― 

1)水稲：400 ha 
2)畑作：― 

1)水稲：150 ha 
2)畑作：200 ha 

乾期(3rd) ― 畑作：210 ha 畑作：180 ha 畑作：150 ha ― 
水稲総面積 700 ha 1,230 ha 1,080 ha 900 ha 1,200 ha 
水稲作付率 67% 137% 120% 100% 114% 
最大取水量 1.33 m3/sec *1) 1.07 m3/sec 0.97 m3/sec 0.80 m3/sec 1.37 m3/sec 
対象確率年 (3年確率に相当) 2年確率 3年確率 5年確率 5年確率 
注 1)：実際の取水量は 1.0 m3/sec以下と推定される。 
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3-2-1-5 取水施設の改修に対する方針 

3-2-1-5-1 固定堰の改修方法 

固定堰の現状からその改修方針を表 3-12のとおりとする。 

表 3-12 既設固定堰の現状と方針 

工 種  改修方針 現 状 
1. 既設固定堰本
体（1972年ポ
ルトガル時代

建設） 

方針-1 「高強度コンクリート工

法」により固定堰洗掘部を

充填し、表面を保護する。 
 

・提址（固定堰下流端部）に洗掘が見られるものの、

所定のコンクリート強度（圧縮強度が 32.4 
N/mm2と普通コンクリート圧縮強度：21 N/mm2

の約 1.5倍）を有している。 
・表面に損傷は少なく、摩耗が見られる程度である。

2. 既設嵩上げ部
（1986年イン
ドネシア時代

に嵩上げ） 

方針-2 残存コンクリートを撤去

し、「高強度コンクリート工

法」により、必要取水量、

取水位に見合った嵩上げを

行う。 

・嵩上げコンクリート中央部の約 10m 区間は洪水
により、流失してしまっている。 

・残存嵩上げ部コンクリート強度が低い（圧縮強度

が 18.5 N/mm2と普通コンクリート圧縮強度：21 
N/mm2の約 0.8倍）。 

・既設固定堰本体との接着性が低い。 
3. 下流エプロン
（1972年ポル
トガル時代設

置と推定） 

方針-3 下流河床洗掘およびパイピ

ングを防止するために、必

要な下流エプロン長および

浸透路長を確保する下流エ

プロンを設置する。 

・堰下流約 30m～50m区間に下流エプロン･コンク
リートの残骸があり、下流エプロンが存在した

ことが推定できる。 
・現在、建設当時の所定の位置には残存も見られず、

河川下流中央部の約 15m 区間は、最深部で深さ
約 3m、上下流方向約 15mが洗掘されて、落下水
脈の水クッションとなっている。 

4. 下流護床工 方針-4 同下流エプロンに追加して

護床工を設置する。 
・未設置：固定堰を越流する落下水により、下流河

床が洗掘される危険がある。 
 
なお、上記方針-1および方針-2にかかる詳細は、以下のとおりである。 

(1) 表面保護工の選定（方針-1） 

固定堰の表面保護工として、表 3-13のとおり耐磨耗性、耐衝撃性、施工性および経済性を比較検討し

た結果、「高強度コンクリート工法（通常コンクリートよりセメント量を増やし（富配合）、強度を高め

たコンクリートを使用し、劣化した構造物を被覆する工法）」を採用する。世銀の F/S調査で提案された

「鉄板張工法」はアンカーの固定および温度応力対策が必要であり、コストが高い。一方、「高強度コ

ンクリート工法」は、マリアナ I堰の当初固定堰コンクリートのように表面保護工としての効果が期待

でき、施工に特殊技術が不要でコストも安くなる（表 3-14表面保護工法の比較検討表参照）。 

(2) 嵩上げ高さ（方針-2） 

取水堰の天端標高は以下のとおり算定され、EL. 254.40mとなり、要請書のとおり 0.70mの嵩上げが

必要となる。 

固定堰の天端標高 = 幹線水路必要水位 + 沈砂池損失水頭 + 取水工損失水頭 + 余裕高 

= WL. 253.95m + 0.13m + 0.22m + 0.10m 

= EL. 254.40m
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表 3-13 表面保護工法の比較検討表 

工法  
項目  石張工法  鉄板張工法 弾 性 板 張 工 法 真空ｺﾝｸﾘｰﾄ工法  高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ工法  

概 要 

従来からの切石張、間知石
張、野面石張等が用いられ
る。下地ｺﾝｸﾘｰﾄに埋め込ん
で施工される。 

鋼板を下部ｺﾝｸﾘｰﾄにｱﾝｶｰ
固定して周囲を溶接固定
する工法である。 
温度応力のため鋼板が離
れたり、また玉石、転石の
衝撃のため波状となり、局
部的に摩耗される。 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系の弾性板を下地
ｺﾝｸﾘｰﾄにｱﾝｶｰで固定する
工法である。ｺﾝｸﾘｰﾄとの接
合にｱﾝｶｰを用いるため、ｱﾝ
ｶｰの破壊により保護材の
欠損が生じることがある。

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後直ちに真空
処理により、ｺﾝｸﾘｰﾄ中の水
分を吸い出し、強度を高め
る工法である。一般に強度
および対摩耗性は 20～
30%程度増大する。 

水ｾﾒﾝﾄ比を小さくした富配
合ｺﾝｸﾘｰﾄで、使用ｾﾒﾝﾄ量が増
大する。細骨材を小さくする
ことによって更に効果があ
る。 

耐摩耗性 

良質の石材および下地ｺﾝｸ
ﾘｰﾄの埋め込みが十分な場
合、耐摩耗性が優れてい
る。 ◎ 

ｱﾝｶｰの固定および温度応
力対策が適切になされた
場合には、対摩耗性が優れ
ている。 ◎ 

ｱﾝｶｰの固定が適切になさ
れた場合には、対摩耗性が
優れている。 
 ◎

強度が高まるため、対摩耗
性も優れている。 
 
 ○ 

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(Fc=21N/mm2) 
に比べ強度が強いほど耐 
摩耗性は向上する。 
 ◎ 

耐衝撃性 良質の石材および下地ｺﾝｸ
ﾘｰﾄの埋め込みが十分な場
合、耐衝撃性が優れてい
る。 ◎ 

ｱﾝｶｰの固定および温度応
力対策が適切になされた
場合には、対衝撃性が優れ
ている。 ◎ 

ｱﾝｶｰの固定が適切になさ
れた場合には、対衝撃性が
優れている。 
 ◎

衝撃性は無処理ｺﾝｸﾘｰﾄと
同様であるから、耐衝撃性
は劣る。 
 △ 

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(Fc=21N/mm2) 
に比べ強度が強いほど耐 
衝撃性は向上する。 
 ○ 

施 工 性 

熟練石工が確保し難い。 
石の加工に時間がかかる
ため、施工性は劣る。 
 
 △ 

ｱﾝｶｰ及び周囲の溶接が必
要なので施工性は良くな
い。 
 
 △

ｱﾝｶｰは弾性板に埋め込ま
れて製作されるため、現場
溶接作業もなく、施工は容
易である。 
 ◎

まだ固まらないｺﾝｸﾘｰﾄで
の作業であるため、十分な
段取りと熟練した技術を
要する。施工性は劣る 
 △ 

富配合のためｸﾗｯｸが発生す
る場合もあるので、打設後の
養生は十分注意して行う必
要がある。 
 ◎ 

経 済 性 やや高価 ○ 高価 △ 非常に高価 △ 安価 ◎ 安価 ◎ 

実 施 例 

最近の実績は無し。 ・蓑輪頭首工・植科頭首工
・西岩崎頭首工・河合頭首
工 

・新木の又頭首工 
・犬山頭首工（部分補修）

最近の実績は無し。 ・寒狭川頭首工・開盛頭首工 
・岩崎堰頭首工・六堰頭首工 
・足羽川頭首工・横江頭首工 
・石部頭首工 

総合評価 

表面保護工法としての効
果は期待できるが、良質の
石材および熟練石工の調
達が困難。最近の実績は少
ない。 

○ 

ｱﾝｶｰの固定および温度応
力対策が必要であり、コス
トが高い。 
 
 

○ 

コストが非常に高い。 
 
 
 
 

△ 

コストは安いが、表面保護
工法としての効果が小さ
く、施工のために特殊技術
者が必要。 
 

△ 

施工に際して、特殊技術が不
要で、コストも安く、表面保
護工法としての効果は期待
できる。 
 

◎ 
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3-2-1-5-2 土砂の堆積への対応 

協力対象事業実施の基本方針-2（頁 3-7）に示す、「WUAの経済的な維持管理が可能となる施設内容・

規模」に配慮し、土砂堆積への対応方針を以下のとおりとする。 

方針-1： ブロボ川のミオ筋（河動内の川筋）を安定させ、十分な取水量を確保するために土砂吐ゲー

トを設置する。 

方針-2： 洪水時に流下する転石が衝突する場合に備え、土砂吐ゲートに補強を施す。 

方針-3： 幹線水路への有害土砂の流入を最低限に抑えるため、取水口ゲートを設置するとともに、沈

砂池を改修し沈砂池排砂ゲートを更新する。 

方針-4： 開閉操作が困難となっている水路取水工を全面改修する。 

上記内容を方針とする背景は、以下のとおりである。 

(1) ミオ筋（河動内の川筋）維持の必要性と土砂吐タイプの選定（方針-1） 

① ミオ筋維持の必要性 

現在のブロボ川からの取水方法は、河川を斜めに横断するように石積導流堤を築造して、ミオ筋を取

水口に誘導している。しかしながら石積導流堤（空石積）からの漏水およびミオ筋部への堆砂による通

水断面不足により、現況のようなミオ筋の維持状態では河川流量が少なくなると、河川流量の約 50～

70%程度の取水量に留まってしまうことになる。また、洪水により石積導流堤の一部が流失しミオ筋が

土砂の堆積で埋まってしまうと、ミオ筋を取水口へ誘導できず、取水は殆ど期待できない状態である。

従って、ブロボ川のような河川から灌漑用水の安定した取水が可能とするためには、流入土砂を防止す

る土砂吐が必要となる。 

② 取水口における流入土砂の防止  

洪水時のブロボ川の河川水には多量の有害土砂（粒径 0.3mm以上）が含まれており、雨期には約 0.04%

および乾期には約 0.01%と推定される。従って、灌漑取水にも多量の土砂が含まれており、計画水量を

取水する場合、取水口に流入する土砂は雨期 約 2,700m3＋乾期 約 210m3 = 年間 約 2,910m3と算定され

る。 

土砂吐が設置されていない既設取水堰においては流入土砂の防止が行えず、灌漑用水の取水とともに

多量の土砂が取水口から流入している。現況では石積導流堤の流失およびミオ筋の浚渫が土砂吐の役目

を果たし、取水口に流入する土砂は多少軽減されるが、雨期 80%（約 1,520m3）および乾期 60%（約

80m3）の年間 約 1,600m3と算定される（資料「8-8 流入土砂防止工の検討」参照）。 

土砂吐を設置した取水堰では、土砂吐のゲート操作を的確に行われると流入土砂の防止ができ、灌漑

用水の取水とともに取水口から流入する土砂を軽減できる。取水口に流入する土砂は、灌漑用水中の流

砂量の雨期 20%（約 540m3）および乾期 7%（約 15m3 ）の年間 約 555m3と算定される 

③ 土砂吐タイプの選定 

表 3-14 の堰形式の比較表に示すとおり、 1)土砂吐を設置しないで固定堰のみ設置案、2)ゲートタ

 3-13



イプ土砂吐および固定堰設置案、3)角落し土砂吐および固定堰設置案について、各案の総合評価の結果、

「ゲートタイプ土砂吐案」を採用する。 

表 3-14 堰型式の比較表  
項 目 1)土砂吐無し固定堰案 2)ゲートタイプ土砂吐案 3)角落しタイプ土砂吐案 

略   図 

   

灌漑用水の取水 

・ ミオ筋の人為的な維持が必要と
なる。 

・ ミオ筋および導流堤の維持管理
が不十分なため、取水量は河川
流量の約 70%と推定される。 

・ 灌漑面積：（水稲 5年確率） 
雨期 750ha+乾期 100ha 
=年間 850ha 

・ ミオ筋が安定し十分な取入水
深が得られるため、河川流量の
全量を取水することができる。

 
 
・ 灌漑面積：（水稲 5年確率） 
雨期 1,050ha+乾期 150ha 
=年間 1,200ha 

・ ミオ筋の人為的な維持か必要
となる。 

・ ミオ筋の浚渫が不十分なた
め、取水可能量は河川流量の
約 85%と推定される。 

・ 灌漑面積：（水稲 5年確率） 
雨期 900ha+乾期 130ha 
=年間 1,030ha 

設 計 洪 水 

・ 設計洪水位：HWL257.00m 
・ 既設上流護岸工天端より 0.20m
高くなるため、嵩上高 0.8mの練
石積護岸工が必要。 

・ 他の案に比較して護床工の長さ
が 12m短くなる。 

・ 設計洪水位：HWL256.70m 
・ 既設上流護岸工天端より

0.10m低くなるが、盛土高 0.5m
の空石張盛土堤防が必要。 

・ 固定堰案に比較して護床工の
長さが 12m長くなる。 

・ 設計洪水位：HWL257.00m 
・ 既設上流護岸工天端より

0.20m高くなるため、嵩上げ高
0.8mの練石積護岸工が必要。

・ 固定堰案に比較して護床工の
長さが 12m長くなる。 

流 入 土 砂 ・ 土砂の流入が非常に多い。 
年間 1,610m3

・ 土砂の流入が少ない。 
年間 555m3

・ 土砂の流入が非常に多い。 
年間 1,700m3

施設の規模 
（対比工種のみ） 

・ 固定堰嵩上：  24.5m 
・ 下流ｴﾌﾟﾛﾝ新設： 24.5m 
・ 下流護床工新設： 370m2 
・ 練石積護岸工嵩上： 105m 

・ 土砂吐水路新設： 28.5m
・ 土砂吐ﾋﾟｱｰ新設： 3基 
・ 土砂吐ｹﾞｰﾄ新設： 2門 
・ 固定堰嵩上： 17.1m
・ 下流ｴﾌﾟﾛﾝ新設： 17.1m
・ 下流護床工新設： 590m2

・ 空石張盛土堤防： 105m 

・ 土砂吐水路新設： 28.5m 
・ 土砂吐角落し新設： 2門 
・ 固定堰嵩上： 17.1m 
・ 下流ｴﾌﾟﾛﾝ新設： 17.1m 
・ 下流護床工新設： 590m2 
・ 練石積護岸工嵩上： 105m 

施設の安全性 
・ 河川内にｹﾞｰﾄまたは角落しが設
置されず、ｺﾝｸﾘｰﾄおよび石材工
事であるため、施設の安全性は
高い。 

・ 洪水時の転石衝突備えて、ｹﾞｰ
ﾄのｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ・主桁・ﾛｰﾗ・ﾛｰﾗ
軸の補強工法が必要。 

・ 洪水時のｹﾞｰﾄ全開操作が必要。

・ 洪水時の転石衝突備えて、土
砂吐角落しの補強工法が必
要。 

施  工  性 
・ 複雑な構造の土砂吐が無いた
め、固定堰案は施工が容易であ
る。 

・ 高いｹﾞｰﾄﾋﾟｱｰの土砂吐がある
ため、ｹﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ土砂吐案は施
工が容易でない。 

・ 高いｹﾞｰﾄﾋﾟｱｰの土砂吐がない
ため、角落しﾀｲﾌﾟ土砂吐案は
施工が容易である。 

運営・維持管理 
（対比工種のみ） 
（年間頻度） 

 
・ ミオ筋浚渫： 3回 
・ 導流堤築造： 3回 
・ 取水堰沈砂池排砂： 26回 
・ 水路沈砂池排砂頻度： 1回 

・ 土砂吐ｹﾞｰﾄ操作： 通年
・ ミオ筋浚渫： 0回
・ 導流堤築造： 0回
・ 取水堰沈砂池排砂： 5回
・ 水路沈砂池排砂頻度： 2回

・ 土砂吐角落し操作： 通年
・ ミオ筋浚渫： 3回
・ 導流堤築造： 0回
・ 取水堰沈砂池排砂： 27回
・ 水路沈砂池排砂頻度： 1回

経  済  性 
（対比工種のみ） 
（百万円） 

堰改修工事費 
・ 固定堰改修工事： 52.3 
・ 土砂吐新設工事費： 0.0 
・ 護岸工嵩上工事： 2.9 
堰改修工事費計 55.2 

(1.00) 
堰運営・維持管理費（年間） 
・ 取水堰ｹﾞｰﾄ操作費： 0.64 
・ ミオ筋・導流堤管理費： 1.58 
・ 両沈砂池排砂費： 0.33 
・ 施設補修費： 1.00 
運営・維持管理費計 3.55 

(1.45) 
工事費＋総維持管理費： 197.2 

(1.08) 

堰改修工事費 
・ 固定堰改修工事： 32.5
・ 土砂吐新設工事費： 51.0
・ 護岸工嵩上工事： 0.8
堰改修工事費計 84.3

(1.53)
堰運営・維持管理費（年間） 
・ 取水堰ｹﾞｰﾄ操作費： 0.77
・ ミオ筋・導流堤管理費： 0.00
・ 両沈砂池排砂費： 0.07
・ 施設補修費： 1.61
運営・維持管理費計 2.45

(1.00)
工事費＋総維持管理費： 182.3

(1.00) 

堰改修工事費 
・ 固定堰改修工事： 33.2
・ 土砂吐新設工事費： 33.6
・ 護岸工嵩上工事： 2.9
堰改修工事費計 69.7

(1.26)
堰運営・維持管理費（年間） 
・ 取水堰ｹﾞｰﾄ操作費： 0.77
・ ミオ筋・導流堤管理費： 1.08
・ 両沈砂池排砂費： 0.35
・ 施設補修費： 1.61
運営・維持管理費計 3.81

(1.56)
工事費＋総維持管理費： 222.1

(1.22) 
総 合 評 価 ○ ◎ △ 
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(2) 土砂吐ゲートの補強工法（方針-2） 

ブロボ川は河川縦断勾配 1/50と急流河川であり、洪水時の流速は 5.0m/sec程度である。取水堰上流側

の河岸は洗掘・崩落の生じやすい地形のため、河床部には直径 2.0m程度の転石が点在している。 

この様な急流河川に土砂吐ゲートを設置した場合、通常洪水時におけるゲート操作は、全開状態とす

る。万一、洪水時にゲート操作を誤りゲート全閉状態となった場合には、流下する転石が土砂吐ゲート

に衝突し、ゲート扉体（スキンプレート、主桁、ローラおよびローラ軸）や戸当りに変形が生じる危険

性がある。従って、流下する転石が土砂吐ゲートに衝突する場合に備えて補強を施すこととする。 

(3) 幹線水路への有害土砂の流入防止（方針-3） 

水路内に堆砂が生じないように、取水口から流入した粒径 0.5mm以上の土砂は、取水堰沈砂池で取り

除く必要がある。土砂吐が設置されていない既設取水堰において、多量の有害土砂が流入し取水堰沈砂

池に堆積する。雨期 約 1,330m3＋乾期 約 70m3 = 年間 約 1,400m3と推定される。従って、取水堰沈砂

池の排砂頻度は、雨期 約 24回（5日/回）＋乾期 約 2回（60日/回）= 年間 約 26回と算定される。 

土砂吐を設置した取水堰では、有害土砂が土砂吐で排砂されるため、取水堰沈砂池に堆積する土砂は、

雨期 約 270m3＋乾期 約 0m3 = 年間 約 270m3と軽減される。従って、取水堰沈砂池の排砂頻度は、雨

期 約 5（24日/回）＋乾期 0回 = 年間 約 5回と算定される（資料 8-8「流入土砂防止工の検討」参照）。 

(4) 取水口ゲートの設置の必要性（方針-3） 

取水口ゲートは、次の理由により新設するものとする。 

① 洪水の制御 

洪水時には取水口における洪水深は 3.1m となり、既設取水堰のように取水口ゲートがなく常時開口

状態の場合では、沈砂池および幹線水路に洪水が流入し、被害を及ぼす危険性がある。従って、洪水は

取水口で制水する必要がある。 

② 洪水時の流入土砂防止 

既設取水堰のように取水口ゲートがなく常時開口状態の場合では、洪水の流入とともに多量の土砂が

流入する危険性がある。従って、洪水時の土砂の流入は取水口で防止する必要がある。従って、取水口

ゲートは「鋼製スライドゲート（4方背面水密）」とする。 

(5) 取水堰沈砂池改修の必要性（方針-3） 

① 既設沈砂池の規模 

既設沈砂池の規模（長さ 13m x 幅 12m x 水深 0.9m x 1連）は次のとおりである。 

(a) 沈砂池の水深 

既設沈砂池の有効水深は 0.5mであり、この場合の沈砂池内の流速は約 0.3m/secとなる。対象粒径 0.5

～40mmを沈降させる流速（0.4m/sec程度）以下であることから、十分な有効水深である。しかし、既設
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堆砂深は平均 0.2mであるため、堆砂容積は約 35m3と小さい。このため、沈砂池の排砂頻度が多くなっ

ている。堆砂深は平均 0.4mとして、堆砂容積を 55m3程度として、排砂頻度を少なくする。従って、沈

砂池底は既設底より約 0.3m程度低くする。 

(b) 沈砂池の幅および連数 

既設沈砂池の幅 12.0mでは流速が 0.2m/secとなることから、沈砂池の幅は 6mまで狭めることができ

る。一方、既設沈砂池の左岸側壁は大きな亀裂を生じており補修の必要がある。既設左岸側壁の 4.0m

前側に左岸側壁を新設し、改修後の沈砂池の幅を 8mとする。また、沈砂池は 2連以上として、沈砂池

排砂中でも取水可能な規模とするが、次の理由により本沈砂池は既設と同様に 1連とする。 

1) 本取水堰での上下流の落差は 5.4mと大きいことから、本沈砂池の排砂は流水のフラッシュが主体

で、補助的に人力での排砂となる。既設沈砂池は 1連であるが、排砂にかかる時間は、約 0.5日で

実施されている。従って、既設と同様の 1 連の沈砂池でも、排砂の労力および時間的に不具合は

みられない。 

2) 取水量が小さいため 2 連以上に沈砂池を分割し 1 連ずつ排砂する場合、フラッシュのための掃流

力が小さく、沈砂池の排砂に時間が長くなる。 

3) 排砂頻度の多い雨期でも約 5回（24日/回）であり、通常 5%程度の灌漑施設管理ロスは、雨期 約

2%の増加と推定される。即ち、2 連以上の沈砂池に分割した場合、灌漑用水の有効利用のメリッ

トが小さい。 

4) 2連以上とすると排砂施設の平面形状から、水路取水ゲートと排砂施設の 2階建て構造となり、水

路取水工ゲートと排砂ゲートの配置が困難となる。 

(c) 沈砂池の長さ 

対象粒径 0.5～40mmを沈降するに必要な沈砂池の長さは、約 9mであり、既設の沈砂池の長さ 13mで

十分である。 

② 既設沈砂池の構造 

(a) 沈砂池の本体 

既設沈砂池の構造は練石積であり、所要の強度を有している。しかし、左岸側壁は背面の土圧により

大きな亀裂を生じている。従って、右岸側壁は現況を利用し、左岸側壁は既設側壁の前側に新設する。

また低くする底版は、既設を撤去して新設する。 

(b) 沈砂池の排砂施設 

既設排砂ゲートは維持管理が十分でなく扉体の腐食および巻上機の不具合が生じている。従って、排

砂ゲートは新設とする。一方、排砂ゲートを新設するために、既設排砂施設の練石積を取壊し、鉄筋コ

ンクリート構造で新設する。 

(6) 水路取水工（方針-4） 

既設水路取水工のコンクリート強度は十分であるが、次の理由により全面改修とする。 
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1) 既設水路取水ゲートは、扉体等に腐食が見られる。また、開閉操作が困難であり、適切なゲート

操作が不可能である。 

2) 既設水路取水ゲートは、幅 1.0m x 扉高 1.0mであるが、ゲート通過時の流速が 2.3m/secと非常に

大きく、沈砂池から幹線水路への流入がスムーズでない。流速 1.4m/sec 程度とするため、新設水

路取水ゲートは、幅 1.8m x 扉高 1.0mとする。 

3) 精度の高い水管理を容易にするため、水路取水工ゲートは人力操作の鋼製スライドゲートとする。 

3-2-1-5-3 取水堰上流河道の維持方法 

(1) 既設護岸擁壁の改修方針 

取水堰上流の河道を維持するために、既設護岸擁壁の改修方針を表 3-15のとおりとする。 

表 3-15 護岸擁壁工の現状と方針 

工 種  改修方針 現 状 
1. 全 般 方針-1 強度の小さい嵩上げ部分は、練石

積の露出している目地部既設モ
ルタルを除去し、新しいモルタル
で充填する。 

嵩上げ部モルタルの強度は、 9.8～ 12.6 
N/mm2 と小さく、一般の護岸コンクリート
強度：18 N/mm2に対して、約 0.5 倍の強度
である。下部強度は、18.7～23.7 N/mm2であ
り、所要の強度を有している。 

2. 取水堰上流の
護岸擁壁前面
基礎部 

方針-2 根固工として現場打ち十字ブロ
ックを右岸基礎部全面に設置す
ることにより、洗掘を防止する。

洪水時に流下する土石流により、洗掘が著し
い 

3. 取水堰右岸上
流の護岸擁壁 

方針-3 亀裂上流側の既設練石積を撤去
し、全面改修する。 

河道側に少し傾いており、練石部に大きな亀
裂が確認できる。 

4. 取水堰右岸下
流の護岸擁壁 

方針-4 練石積で補修する。 既設固定堰を越える落下水により、練石積が
幅 5mx高 3.5mx奥 1.5mで洗掘されている。

 

(2) 護岸工の嵩上げ方針 

設計洪水量（100年確率）：310 m3/secが流下する時の堰上流設計洪水位は、HWL. 256.70mとなる。

護岸擁壁工の天端標高：EL. 256.80mは、堰上流設計洪水位：HWL. 256.70mより 0.10m高いことから、

護岸工嵩上げ部は、洪水による洗掘の危険性はない。従って、護岸工嵩上げ部は図 3-3のように、盛土

工法を採用し、雨水による法面の洗掘を防止するため、法面保護工が必要となる。一般に、盛土面の表

面保護工は、芝工が採用されているが、乾期の 6ヶ月間は雨が期待できないことから、空石張りを採用

する。 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 護岸工および堤防の断面図 

1.00 

EL. 257.30 ▽ 

▽ EL. 254.40 

▽ EL. 256.80  ▽ HWL. 256.70 

1.00 2.002.00

新設：空石積 

2.0
1 
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3-2-1-6 水路改修延長およびライニング工法に対する方針 

方針-1： 要請内容の妥当性を検証し水路のライニング延長を決定し、延長区間の工法は、練石積モル

タル工法を採用する。 

方針-2： 既設ライニング水路をその老朽度に応じて、練石積モルタル工法で改修する。 

上記内容を方針とする背景は、以下のとおりである。 

(1) 水路改修延長にかかる要請内容 

要請されている幹線水路、ラマスコラおよびリタバウ 2次水路のライニング延長および各路線区間の

灌漑支配面積は表 3-16のとおり整理される。なお、下記ラマスコラ 2次水路の 3)、4)、およびリタバウ

2次水路の 2)は追加要請された水路区間である。既設石積ライニング水路については、現状復旧の観点

から石積の老朽度に応じて、練石積モルタル工法で改修する。また土水路区間ならびに追加要請区間に

ついては、以下「(2)各ライニング工法による通水能力の比較」で、練石積モルタル工法によるライニン

グの必要性を検討する。 

表 3-16 各水路の延長と灌漑支配面積 
改修要請区間 現状 延長 支配面積 率 備 考 

1.幹線水路（全線） 既石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ 1,530m 1,051 ha 100% 現状復旧 
2.ラマスコラ 2次   
1) 0～1+570 既石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ 1,570m 744 ha 71% 現状復旧 
2) 1+570～3+020 土水路 1,450m 425 ha 40% 要検討 
3) 3+020～3+945 
（追加要請-1） 

土水路 925m 175 ha 16% 要検討 

4) 3+945～4+650 
（追加要請-2） 

土水路 705m 120 ha 11% 要検討 

小計  4,650m  
3.リタバウ 2次    
1) 0～2+890 既石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ 2,890m 304 ha 29% 現状復旧 
2) 2+890～5+250 
（追加要請） 

土水路 2,360m 161 ha 15% 要検討 

小計  5,250m  
合計  11,430m    

 
(2) 各ライニング工法による通水能力の比較 

①練石積モルタルライニング、②粘土石積ライニングおよび、③土水路の各工法による通水能力を比

較すれば表 3-17のとおりとなる。練石積モルタルライニングによる通水能力を 100%とした場合の粘土

石積ライニング、土水路の通水能力は、各々68％、54％に低下する。 

表 3-17 各ライニング工法による通水能力比較 

項 目 ①練石積モルタル

ライニング 
評価

②粘土石積 

ライニング
評価 ③土水路 評価 

1.粗度係数 0.025 
(石工：粗石練積) 1.0 0.030 

(粘質ﾛｰﾑ) 0.83 0.035 
(全面雑草) 0.71 

2.搬送効率 0.85 1.0 0.70 0.82 0.65 0.76 
評価の合計  1.0  0.68  0.54 
注)各評価は練石積ライニングを 1.0 とした時の通水能力比率 
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これをクリティカル時（2月前期）の単位必要水量に換算すれば、各工法の単位必要水量は表 3-18の

とおり算定される。 

表 3-18 各ライニング工法による単位必要用水量 
練石積モルタル 粘土石積ライニング 土水路 

1.29㍑/s/ha 1.90㍑/s/ha 2.39㍑/s/ha
 

従って、これを末端の必要水量で灌漑面積に換算すれば表 3-19のとおり算定される。 

表 3-19 練石積モルタル工法を他工法にすることによって減少する灌漑面積 
他工法採用による

減少面積 水 路 検討区間 検討区間

の延長 
最大支

配面積
粘土石積 土水路

1.ラマスコラ 2次 1)土水路区間以降ﾗｲﾆﾝｸﾞなし 1,450m 425 ha 136 ha 195 ha
 2)追加要請-1(土水路)以降ﾗｲﾆﾝｸﾞなし 925m 175 ha 56 ha 81 ha
 3)追加要請-2(土水路)以降ﾗｲﾆﾝｸﾞなし 705m 120 ha 38 ha 55 ha
2.リタバウ 2次 追加要請(土水路) 以降ﾗｲﾆﾝｸﾞなし 2,360m 161 ha 52 ha 74 ha

 

各ライニング工法を表 3-20のとおり比較検討を行った結果、練石積モルタル工法が最も優れているこ

とから、改修・延長する全区間で練石積モルタル工法を採用する。 

表 3-20 水路ライニング工法の比較検討 
項 目 練石積モルタル工法 粘土練石積工法 土水路 
概 要 玉石の間隙をモルタルで補

充しながら水路断面を整形

する。 

玉石の間隙を粘質土で補充し

ながら水路断面を整形する。 
現地盤を切盛土しながら水

路断面を整形する。 

粗度係数 0.025(石工：粗石練積) 

◎

0.030(粘質ﾛｰﾑ)：練石積モルタ
ル工法より 10％程度水路幅が
必要となる。  ○

0.035(全面雑草)：練石積モ
ルタル工法より 20％程度水
路幅が必要となる。  △

搬送効率 0.85                ◎ 0.70   ○ 0.65     △
許容流速 2.5 m/s(ﾌﾞﾛｯｸ練積)：   ◎ 0.9 m/s(粘質ﾛｰﾑ)：  ○ 0.6 m/s(砂質ﾛｰﾑ)：    △
施工性 現在の既存水路の工法、一般

的で熟練工の確保が可能。○

必要な量の粘質土壌が得られ

るかどうか未確認。 ○

原則 3 次水路と同じである
ため、農民でも建設可。◎

経済性 やや高価     ○ 安価   ◎ 安価     ◎
維持管理 壊れない限り維持管理は不

要であるが、セメントが高

価。     ○ 

粘質土壌が十分得られる場合、

容易。   ○

草が生えるまでは法面の滑

るが起こる。頻繁に雑草除

去が必要。    △
総合評価 維持管理が容易であり、既存

水路が同工法であることか

ら、農民による修理は可能。
      
     ◎ 

水路内水位の上下降が著しい

場合、表面にひび割れを起こし

漏水するため、毎年灌漑開始時

にチェックが必要となるが、補

修は容易。  ○

通水断面が大きくなるため

水路による潰れ地が多く、

搬送ロスが大きいため、必

要取水量が増える。 
     △

 



以上より、練石積モルタル工法によるライニング延長、区間は表 3-21のとおりとなる。 

表 3-21 ライニング延長と工法 
水 路 区 間／現状 練石積モルタル工法 土水路 備 考 

1.幹線水路 全線既ﾗｲﾆﾝｸﾞ 1,530m   
2.ラマスコラ 2次 1)既ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間 1,570m   
 2)土水路区間 1,450m   
 3)追加要請-1(土水路) 925m   
 4)追加要請-2(土水路)  705m 3次水路扱いとする
 小計 3,945m 705m  
3.リタバウ 2次 1)既ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間 2,890m   
 2)追加要請(土水路) 2,360m   
 小計 5,250m   

合計  10,725 m 705m (要請合計：11,430m)

 

3-2-1-7 灌漑水路付帯施設の改修に対する方針 

(1) 分水施設 

方針-1： ブロボ川の水源に限りられていることから、既設分水工には効率的かつ適正な水管理が可能

となる人力操作の鋼製スライドゲートを設置する。 

方針-2： 既設分水工の練石積構造物の強度が 0.6倍程度とモルタル部分の劣化が進んでいること、お

よびスライドゲートを既設構造物に設置する必要から、全面改修とする。 

方針-3： 既設簡易分水工は、水路側壁に径 100～300m の穴を開けたものであり、漏水が著しく、適

正な水管理が望めないため、分水枡に溝を設け、角落しを設置する構造とする。 

(2) 排砂施設 

方針-1： 有害土砂（粒径 0.3mm 以上）の末端地区への流入を極力防ぐため、幹線水路の排砂施設で

除去する。 

方針-2： 排砂施設上流の幹線水路底の縦断勾配は 1/3,500と緩く、排砂ゲートを全開しても幹線水路

内の排砂が不可能であることから、同幹線水路底約 70m区間の縦断勾配を 1/100とする。 

方針-3： 既設排砂施設の鉄筋コンクリートの強度が 0.8倍程度と劣化が進んでいること、ゲート扉体

に腐食が見られ、また、開閉操作が困難であり適切な排砂操作が不可能であるため、排砂施

設は全面改修とする。 

(3) 落差工 

方針-1： 既設の練石積構造物の強度が劣る落差工については改修し、強度を満足する落差工について

は既設利用する。 

方針-2： 下流部に既設水クッション部がない落差工については、全面改修する。 

方針-3： 住宅地区にある落差工（リタバウ 2次 STA.1+025）で子供の転落死亡事故が発生しているた

め、転落防止フェンスを設置する。 
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(4) その他付帯施設 

方針-1： 既設コンクリート横断橋は、本体部分に老朽が見られないため、部分補修とする。 

方針-2： 既設木製歩道橋（リタバウ 2次 STA.0+580）は、老朽が激しく危険な状態であるため、水路

改修に合わせて鉄筋コンクリートに改修する。 

方針-3： 既設横断排水工は、呑口部および横断部（径 1,000mmのコルゲートパイプ）は既設利用し、

吐出し部は洗掘されているため、練石積でライニング補強する。 

方針-4： 洗場は既設利用するが、目地およびモルタル仕上げのみの補修する。 

 

3-2-1-8 水路橋練石積護岸擁壁工の改修に対する方針 

(1) 右岸練石積護岸工 

方針-1： 亀裂が生じている上流部約 8m区間は、既設練石積を撤去して全面改修する。 

方針-2： 被災を受けていない中流部区間は、既設利用する。 

方針-3： 倒壊している下流部約 7m区間は、既設練石積を撤去して全面改修する。 

方針-4： 石積護岸工の前面に、河床低下および洗掘を防止するため、根固ブロックを新設する。 

方針-5： 洪水時に護岸越流水による背面土の洗掘を防止するため、護岸擁壁天端の背面土は、練石張

工で被覆する。 

(2) 左岸練石積護岸工 

方針-1： 法面の滑りを防止するため、左岸練石積護岸工を新設する。 

方針-2： 左岸練石積護岸工の前面の河床洗掘を防止するため、根固工（十字ブロック）を新設する。 

(3) 水路橋水路部 

方針-1： 多量の漏水が生じている左岸ジョイント部を可撓性のある止水工法で止水する。 

方針-2： 歩行のためのデッキは、基本設計時から腐食・破損が進行し通行に支障をきたしているため、

同じ木製材料で全面復旧する。 
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3-2-1-9 建築施設に対する方針 

方針： 先方から要請されている建築施設の内、機材収納庫および水門管理棟を無償協力対象事業と

し、貯蔵庫および乾燥床（ドライヤード）を協力の対象外とする。 

(1) 機材収納庫：（無償協力対象事業） 

① 機材収納庫の使用目的 

機材収納庫の主な使用目的は、表 3-22のとおりである。 

表 3-22 機材収納庫の使用目的 

 使用目的 使用内容 

1) 資機材収納場所 取水施設ゲート･キー、分水施設のハンドル、グリース、ゲート扉体の再塗装

材、簡易分水工などの収納場所の他、また各種マニュアル、水利費保管の金庫

などの場所を確保する。 

2)  打合せスペース 打合せスペースとして、以下の目的に使用される。 
① ソフトコンポーネント計画のワークショップ開催 
② 水利費徴収帳簿の記録作業 
③ 灌漑開始日の設定、ローテーション協議および水争いの調停 
④ 用水路の浚渫、草刈りなど維持管理にかかる作業内容・方法、分担の協議

⑤ 水路補修内容、作業分担、費用徴収方法の協議、など 
 

② 機材収納庫の建設意義と多目的利用 

1) 機材収納庫は、本事業で改修される取水施設、分水施設のゲート、ハンドル、簡易分水工の角落

しおよび維持管理用の潤滑油、ゲート扉体の再塗装材ならびにマニュアル類の収納場所としての

機能を有するものとし、本事業で調達される備品の収納施設として建設を計画する。 

2) MAFFは「灌漑施設の維持管理に係る政策（案）」を遵守し、マリアナ I灌漑施設の改修に合わせ

て水管理組合（WUA）を組織化する予定であり、設立に向けて IWMDスタッフがボボナロ県知事、

マリアナ I 地区村長と連携し、受益者と協議を行い、合意が得られれば組合役員選挙を実施する

意向である。即ち、無償資金協力で改修されるマリアナ I 灌漑施設では、今後水利費徴収が行わ

れWUAにより運営･維持管理が実施されることになる。従って、表 3-22に示した使用内容が必要

となるため、機材収納庫機能に加えて WUA の打合せスペースの機能を有する規模・内容を計画

する。 

(2) 水門管理棟：（無償協力対象事業） 

新設される予定の土砂吐ゲート、取水口ゲート、沈砂池排砂ゲート、水路取入ゲートの操作、維持管

理に不可欠であり、特に雨期の洪水時には、常時河川流量に応じてその開閉が求められる。河道内に土

砂吐ゲートを設置することから、雨期の突発的な洪水に対応することが望ましく、雨期の洪水時期に常

駐管理が必要となることから取水堰脇に水門管理棟を建設することとし、本事業無償協力の対象とする。 

(3) 貯蔵庫：（無償協力対象外） 

現在、マリアナ I地区周辺には 1,500トン規模の貯蔵施設が 4棟現存する。その内 2棟は ASCにより
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常時使用され、1棟は雨期の収穫期のみに活用されている。残る 1棟についてはMAFF所有であり、2002

年以降活用されていない。一方、ボボナロ県内マルコ地区WUAによれば、物納は行っておらず、貯蔵

庫も所有していないとのことであった。従って、既設貯蔵施設の利用の可能性、水利費の徴収方法が未

決定であることなど、将来の活用方法に不明な点があるため、無償資金協力事業の対象外とする。 

(4) 乾燥床（ドライヤード）：（無償協力対象外） 

貯蔵庫に保管する前にモミを乾燥させる施設であることから、貯蔵庫に隣接させることが望ましい。

貯蔵庫建設の妥当性が認められない以上、乾燥床も無償協力の対象外とする。 

3-2-1-10 建設事情／調達事情に対する方針 

方針-1： 骨材採取に際して、規制・慣習を踏まえた施工計画、調達計画を策定する。 

方針-2： 農作物、用地補償および農業用水の断水期間が最小となる施工方法を検討する。 

方針-3： 資機材、建設機械の調達は、独立間もない東ティモールの事情、工事規模・内容、種類、数

量、納期、経済性を考慮し調達先を決定する。 

方針-4： 建設労務作業員は、第三国の技術熟練工と現地普通作業員を組み合わせる計画とする。 

方針-5: 鋼製ゲートの調達・製作は、WUAが将来維持管理を行うことを考慮し、東南アジアのメー

カーが日本仕様の製品パーツを日本から輸入し、組立てる方針とする。 

上記を方針とする状況、背景は以下のとおりである。 

(1) 建設工事に影響する諸環境（方針-1 および方針-2） 

① 事業用骨材・石材の採取・生産 

河川骨材・石材の採取に関し、東ティモール国で施行が検討されている「環境ガイドライン（案）」

があり、本事業に関係するものは「ガイドライン 2：河川･採石場から砂･砂利の機械掘削」である。ス

トックヤードなどの河川内の設置禁止、河岸浸食を引き起こす流路変更の禁止、砂利採取範囲の明示、

川砂利採取を行う際の制限が規定されている。また、地元の地方自治体関係者、地元コミュニティーに

対する採取計画の説明が必要であり、骨材採取に際し地域住民を労働力として活用することが求められ

る。 

② 工事に伴う補償 

(a) 農作物･用地補償 

工事用の用地取得については、非耕作地や荒地を極力使用し農作物補償を伴う用地取得を最小にする

計画とするが、農地を使用する場合には農産物に対する補償を行う必要がある。また、大規模な農地の

取得、伐採は発生しないが、改修工事に際し資機材を搬入するための進入道が必要となり、灌漑施設の

両側まで農地として使用されている場所があるため、進入道を設けると農作物、用地補償の発生が予想

される。影響を最小限にするために、施工計画では伐採を最小にする計画とし、機械の搬入を避け人力

による施工方法を採用する。 

現在、東ティモール国には、土地所有に係る法令等は整備されておらず、公共事業等に伴う用地収用
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に係る法的手続きや、補償を含めた関連規則もない。また、地籍図、登記簿等の土地権利関係の基礎的

な資料も失われているため、住民の土地所有権や、占有･使用権も法的な裏づけを有しているわけでは

なく、慣行的に農業活動などによる土地の使用・占有がなされている状況である。従って、用地収用の

手続きは必要に応じて、マリアナ Sub-district事務所またはMAFFボボナロ県事務所に仲介を求め、対処

していくこととする。 

(b) 農業用水と生活用水の制限 

既設灌漑水路は、農業用水目的の他、洗濯・水浴びなどの生活用水にも使用されており、改修水路延

長は約10 kmと長いため、仮排水設備を設けるのは現実的でない。従って断水期間を最小にするため、

短期間で工事が完了する計画とする。また、マリアナの町の中心部では、公共水道の主送水管が事業対

象水路沿いに埋設されているため、施工計画にあたってはこれらの機能を損なわないよう配慮する。 

(2) 資機材・建設労働力の調達（方針-3 および方針-4） 

① 資機材輸送路について 

ディリ港からマリアナ町までは、国道を西側へ海岸線を通りインドネシア国境西ティモール手前のバ

テゥガデ町から内陸に向け南下し、標高500mの高地を越えてマリアナ町に至る。距離は143 km、4輪駆

動車で3.5～4 時間を要する。道路の曲線半径も大きく、20 tonトレーラーの通行が可能であり、道路路

面の不陸も小さく、ディリから建設現場までの輸送に問題はないと判断される。 

② 資機材調達 

東ティモール国では工業製品の製造はしておらず、全て輸入に頼っているため、一般土木工事資材の

販売ストック量は少ない。これらはインドネシア、オーストラリア、シンガポールより輸入し販売され

ているが、使用数量がまとまる場合は直接輸入する方法が経済的であるが、事業規模を考慮すると少量、

スポットの調達が避けられないので、その場合は現地市場からの調達となる。特殊資機材（大型鋼材、

鋼製ゲート、プラント設備、試験機器）については、現地資材業者が取り扱った経験がないため、イン

ドネシアや日本などから直接輸入する方針とし、調達先は市場調査に基づき、調達数量、納期、経済性

を考慮し計画する。 

③ 建設機械設備 

過去、緊急復旧工事等で建設機械が多く輸入され、通常の土木工事で使用する汎用建設機械などの多

くは賃貸が可能な状況にある。但し、独立時の混乱沈静化後、急激に土木工事が増加し、緊急工事を実

施したため、建設機械を隣国より輸入した。その当時は賃貸市場もなく、賃貸価格が非常に高い値段で

取引をされ、現在でも同じ高値水準となっている。本事業の工事内容・規模（数量、短工期）を考慮す

ると、汎用機械は現地賃貸調達が妥当である。特殊機械、試験器具についてはインドネシア、オースト

ラリア、日本からの輸入とし、工期、輸送方法（チャーター便あるいは定期便）および輸送費用を考慮

した総合比較し、調達先を決定することとする。また、使用期間が 2～3 ヶ月と短い特殊機械について

は、海外からの調達搬入は非経済的となる。そのため賃貸料は高額でも短期間のみ使用する機械につい

ては、東ティモール国内あるいはインドネシアなど近隣から調達が有利となる。 
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④ 建設労務作業員 

国民の5割を占める20歳以下の若年層に対する雇用機会に限りがあり、特にディリ市を中心に都市部

では失業が増加しており労働者は供給過剰状態にある。一方で、実施済あるいは実施中案件の建設業者

からの聞き取りによると、高等知識や技術を要する職種および技術熟練工のほとんどがフィリピン人、

中国人、インドネシア人で占められ、現地人のエンジニアや技術熟練工は、極めて少ない。 

地方ではコミュニティーの縄張り意識が強く、建設現場周辺のコミュニティーからローテーションで

作業員を調達することが現地の慣習になっている。従って、経験した作業員を継続して使用出来ず作業

効率、生産性は極めて低いが、地元での雇用機会増加に貢献する効果があり、本事業計画においては、

第三国の技能熟練工と現地普通工を組み合わせる方針とする。 

(3) 鋼製ゲートの製作・調達（方針-5） 

既設鋼製ゲートは 15 年近く使用されてきたが、扉体、戸当り、スピンドルが錆びつき、開閉機ギア

ー部が錆びと破損で、現在は全て操作不能となっている。将来WUAが維持管理、補修作業を行ってい

くことを考慮すれば、機能が不変的に発揮され、操作性・耐久性に優れ、維持管理労力・費用の軽減が

期待できるゲートが必要となる。表 3-23に示すとおり、日本で普及しているゲートと東南アジアで入手

可能な既設ゲートと同種のゲートを比較した結果、日本の仕様を採用する。また、価格面では、東南ア

ジアのメーカーが日本仕様の製品パーツを日本から輸入し組立てる方法が安価である。 

本調査でインドネシアのゲートメーカーを訪問した結果、十分なゲート製造能力があり、製作される

ゲートの品質に問題ないと判断されたため、ゲートはインドネシア製を採用する方針とする。 

表 3-23 日本製と東南アジア製のゲート性能比較 
部 位 日本製 東南アジア製 
開閉機 1)形式：手動ラック式 

2)保護方法：鋳鉄製密閉構造 
3)駆動方式：手動式 
4)材質：鋳鉄製 
錆びにくく耐久性に優れる、操作性継続し

て優れる、ハンドル操作力極小、維持管理

定期給油のみ 

1)形式：手動スピンドル式 
2)保護方法：開放構造 
3)駆動方式：手動式 
4)材質：鋼製 
時間と共に操作性悪化、寿命 10～15 年、
頻繁に給油必要 

リフトバー 1)形式：ラックバー式 
2)材質：ステンレス製 
錆びない、耐久性優れ、操作性不変、寿命

30年以上、給油不要 

1)形式：スピンドル式 
2)材質：普通鋼 
時間とともに操作性悪化、寿命 10～15年、
頻繁に給油必要 

扉 体 1)構造：普通鋼 
2)止水ゴム押え部：ステンレス使用 
3)止水方法：ゴム水密 
塗装品質良く錆びにくく耐久性に優れる、

水密性に優れる、寿命 30年以上 

1)構造：普通鋼 
2)止水ゴム押え部：普通鋼使用 
3)止水方法：ゴム水密 
錆びやすい、寿命 10～15 年、頻繁に塗装
必要 

戸 当 1)構造：普通鋼/ステンレス使用 
2)止水ゴム当り部：ステンレス使用 
3)止水方法：ゴム水密方式 
錆びない、耐久性に優れる、水密性に優れ

る、寿命 30年以上 

1)構造：普通鋼 
2)止水ゴム当り部：普通鋼使用 
3)止水方法：ゴム水密方式 
錆びやすい、寿命 10～15 年、頻繁に塗装
必要 
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3-2-1-11 現地業者の活用に係る方針 

エンジニアを複数人有し元請が可能な現地建設会社は、10 社程度存在する。東ティモール国資本100%

の会社はなく、オーストラリア、シンガポール、インドネシア資本である。また、2007年3月現在、東

ティモール国で経験のある日系建設会社は、飛島建設、大日本土木、東亜建設工業、若築建設、みらい

建設工業、五洋建設の6 社であり、工事の種類は、道路工事、灌漑施設工事、港湾工事、学校建設が主

体である。 

現地建設会社は、いずれもディリ市内に拠点を構え、建設機械（汎用建設機械、コンクリートプラン

ト、クラッシングプラント、アスファルトプラント等）をディリに保有し、工事に応じて現地に設置し

ている。資材会社、建設機械賃貸会社もすべてディリに集中しており、地方における工事は、ディリ市

を本拠地として、現地に仮設事務所、仮設施設を準備して工事施工を行っている。日系建設会社も工種

に応じてこれらの現地建設業者を複数組合せ雇用し、工事を行っている。従って、本事業においても、

工種に応じて適切な現地建設業者を積極的に活用する方針とする。 

 

3-2-1-12 実施機関の運営・維持管理能力に対する対応方針 

方針： 東ティモール国は独立間もなく、各省庁、政府機関の人材、能力が不足しており、MAFF に

よる農民組織などへの灌漑施設の運用や水管理にかかる指導方法に問題が見られるため、無

償資金協力の一環としてソフトコンポーネント計画を導入し、WUAの運営強化、改修される

灌漑施設における水管理方法の指導を行う。 

MAFF傘下の IWMD本部には水管理組合アドバイザー（1名）が配置され、また、ボボナロ県農業事

務所には、マリアナ I灌漑施設の O/Mに関連するスタッフとして、DAC（District Agriculture Coordinator）

を筆頭に DIO（District Irrigation Officer）およびWUA強化担当者を含む 3名のスタッフがマリアナに常

駐している。これら人的リソースを有効に活用することが可能である。 

他方、これら人的リソース、特にボボナロ県農業事務所スタッフには、組織強化、O/M、水管理に対

する知識が十分とは言えず、能力向上が肝要となっている。また、MAFFがマリアナ I灌漑施設に投入

する運営･維持管理費を考慮すれば、十分な指導が行える予算を確保することは困難である。我が国無

償資金協力の一環として、ソフトコンポーネント計画を実施することにより、組織化されるWUAを効

率的に強化し、改修される灌漑施設の早期の効果発現が期待される。 

 

3-2-1-13 施設、機材等のグレードの設定に係る方針 

本プロジェクトは、マリアナ I 取水施設の流失した固定堰の嵩上げ部分を復旧し、設立される WUA

の経済的な運営・維持管理が可能となる施設改修内容・規模とすることを基本方針としている。 

取水施設について、受益者（WUA）が常時行っている①空石積導流堤の築造・浚渫作業、②沈砂池ゲ

ートが破損していることによる人力排砂作業、③土砂流入防止施設が不十分であることから過剰に土砂
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が水路に堆積することによる浚渫作業、など重労働を強いられている。従って、これらの労力を最大限

軽減するために土砂吐ゲートを設置するとともに、現在機能が低下している既設ゲートを更新する。ま

た、ゲートの製作・調達については、操作性・耐久性に優れ、維持管理労力・費用の軽減が期待でき、

適正な維持管理を行うことにより、30年以上の機能が維持できる仕様内容、調達方法を採用する。 

水路施設について、WUA が長期に亘って維持管理、補修が可能となるよう、現在水路の送水機能が

低下している練石積モルタル工法による既設ライニングを復旧するとともに、既存土水路を同工法で必

要延長ライニングし、灌漑用水を効率的に末端まで配水できる施設内容とする。 

 

3-2-1-14 工法／調達方法、工期に係る方針 

方針-1： 建設に使用する骨材を工事現場周辺の 3河川から採取する。 

方針-2： 仮設計画に用いる洪水量は、乾期のブロボ川最大平均流量を勘案する。 

方針-3： 取水施設、灌漑水路などへの工事用仮設道路は既設公道を活用し必要に応じ拡幅する。 

方針-4： 灌漑水路沿いの用地収用への影響を最小限とするため、改修工事を人力主体とし、車両のア

クセスが可能な場所については、小型ダンプトラック（4 ton）を使用する。 

方針-5： 短工期施工の必要から工事区分を 2区分とし、仮設ヤードを 3箇所に設ける。 

方針-6： 取水施設工事の仮廻しについて、仮締切りと仮廻し水路工法を採用する。 

方針-7： 工事に必要なコンクリート量がまとまった数量になることから、骨材製造プラントを設け、

コンクリート用の骨材を生産する。 

方針-8： 工事に必要なインフラ整備規模を公共施設の現状に応じ決定する。 

方針-9： 取水堰などの河川構造物工事および水路施設改修を乾期に効率良く集中する工程とし、工期

を決定する。 

(1) 骨材、石材の調達（方針-1） 

本事業に必要な砂、砂利、石材は周辺の 3河川（ブロボ川、ソソ川、ヌヌトラ川）より調達可能であ

り、建設業者が採取し調達する計画とする。東ティモール国の通常のプロジェクトにおいて、コンクリ

ート用粗骨材は近隣河川の玉石混じりの砂利を破砕して生産されており、細骨材については河川内の堆

積細砂を分級し使用されている。本事業で固定堰の表面保護に高強度コンクリート（35 N/mm2）工法が

計画されているが、上記河川内の骨材品質調査の結果および東ティモール国のコンクリート品質実績調

査の結果から製造可能であると判断され、玉石混じりの砂利を破砕生産した骨材を使用しコンクリート

を生産する計画とする。 

(2) 仮設工事に用いる洪水量（方針-2） 

マリアナ町が位置する西部地域の乾期は、5～10月までの 6 ヶ月間、年平均降雨量は約 2,000 mm で

ある。仮締切、仮廻し水路などの施工計画策定に用いる洪水量は、仮廻し実施期間中（6～10 月）の最

大平均流量 1.4m3/secに対して、安全率 3程度を考慮し、最大流量 5.0m3/secで計画する。 
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(3) 仮設工事 

① 工事用仮設道路（方針-3および方針-4） 

計画する仮設道路について、全体延長の70％は水路の脇を公共道路が並行して走っており、工事に際

し作業箇所へのアクセスは容易であり、必要に応じて拡幅する。残り30％については、農地や民地の中

に水路が設けられており、改修予定の水路へのアクセスに際しては民地を通過する必要がある。用地収

用などの影響を最小限とするため、改修工事を人力主体で実施する方針とする。車輌によるアクセスが

可能な場所については、東ティモール国で汎用使用されている小型ダンプトラック（4 tonクラス）を使

用する。改修工事の規模を考慮し、以下の位置に工事用仮設道路を設ける方針とする。 

1) 取水施設工事に必要な資機材の搬入路の計画：4 tonダンプが通行可能な道路幅員を確保する。イ

ンドネシア時代の改修時に建設された道路を再利用する。 

2) 灌漑水路改修工事に必要な資機材の搬入路の計画：既設公道、上記取水施設工事用仮設道路から

計画改修個所へアクセス道路を設ける。人力による資機材の運搬可能な幅員を確保する。 

3) 水路橋護岸改修工事に必要な資機材の搬入路の計画：水路橋下流側から改修河床までアクセスす

るための仮設道路を計画する。 

4) リタバウ水路測点600～700付近の改修工事に必要な資機材の搬入路の計画：既存村道を改修し利

用する。 

5) 上記以外の水路改修工事場所へのアクセスは既設公道を利用する。 

② 仮設/仮設備ヤード（方針-5） 

当改修工事は、その施工場所、工事の種類、規模から、1)取水堰、幹線水路および水路橋石積護岸の

改修、2) 2次水路の改修と建築工事の2区分とする。また、短工期施工を確実にするために、仮設/仮設備

ヤードを3箇所に設け、また、どちらかの設備に不具合が生じても片方が補完できるように、コンクリ

ート製造プラントをその内の2箇所に設置する。なお、仮設/仮設備ヤードを以下の位置に計画する。 

ヤード①： 取水堰上流左岸に設置し、コンクリート製造プラント、資機材の置場、資材倉庫の設備

用地に使用する。 

ヤード②： 幹線水路と 2次水路の分水工付近に設置し、コンクリート製造プラント、資機材の置場、

資材倉庫の設備用地に使用する。 

ヤード③： 水路橋下流側左岸に設置し、資機材の置場、資材倉庫の設備用地に使用する。 

③ 取水施設の仮廻し工法（方針-6） 

取水施設、エプロン、土砂吐ゲートの施工時にはブロボ河川内の施工箇所をドライにする必要があり、

河川仮締切りを行う。処理方法について、表3-24のとおり3工法の比較・検討を行った結果、経済性、施

工性に優れた仮締切りと仮廻し水路工法を採用する。また、取水堰および護床工の施工は河床水位以下

での工事となり、工事範囲上下流に水替え設備（釜場、排水管）を設け、水中ポンプで排水する計画と

する（図3-4参照）。 
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表 3-24 河川仮締切・仮廻し水路工法の比較検討 
方法 仮締切りと仮廻し水路 仮締め切りと仮設ﾎﾟﾝﾌﾟによる方法 半川仮締め切りによる方法 

 

次頁 図 3-5 参照  
 
半川締切による方法 ｽﾃｯﾌﾟ①

 
 

概 略

図 

  

半川締切による方法 ｽﾃｯﾌﾟ② 
概要 固定堰上流部に河川全幅に締め

切り堤(鋼矢板)を築き、右岸護岸
固定堰上流部に河川全幅に締め切

り堤(鋼矢板)を築き、仮設ﾎﾟﾝﾌﾟに
河川の中央に河川方向に仮締め

切

工背面に設ける仮廻し水路をを

経由して河川水を処理する計画 
より河川水を堰下流へと排水する

計画 

り堤を築き、半分づつ堰体を施

工し残り半分で河川水を処理す

る計画 

施 工

性 り、特別な技術は要さない。 
水ﾎﾟﾝﾌの設置、配管など施工ｽ

ﾋﾟｰﾄﾞが早い。 
固定堰と土砂吐ｹﾞｰﾄは

同時に施工する必要がある。別々

汎用土工機械による施工であ 仮排 工程的に

の施工では乾期の間に完了する

ことは不可能であり、この工法は

不適である。 
工期 ポンプ仮排水工法に比べると仮

水路施工に時間がかかる 
仮排水路工法に比べて若干工期は

短い 
 

安

性 
全

処理が 処理上問題がない。しかし電

締め切り堤の施工を確実に行っ

ておけば、確実な河川水

行われる。また、現場作業ｽﾍﾟｰｽ

が広く設けることができ、本体

工事の作業も安全に行うことが

出来る。 

河川流量を処理できるﾎﾟﾝﾌﾟを設置

すれば

力の供給が絶たれるなどでﾎﾟﾝﾌﾟが

動かなくなった場合この方法はま

ったく機能しなくなるため、発電

機・ﾎﾟﾝﾌﾟの管理には厳重な管理が

必要である。 

 

経 済

性 
築堤、矢板、土のう 

*切回し水路：練石積水路、土工 

 USD 

発電機、運

日計

施工不適 *締切堤：

*仮設道路等 
 
金額：51,000

*締切堤：築堤、矢板、土のう 
*水替え工：ﾎﾟﾝﾌﾟ運転、
転費( 期間 6 月～11 月の 150
上)  *仮設道路等 
金額：958,000 USD 

 

切回し水路

土のう

鋼矢板
土のう

鋼矢板

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　　

　24台程度（φ200）

施工エリア

締切堤

施工エ リア

締切堤
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図 3-4 河川仮締切り、仮廻し水路、仮設道路計画 



 

④ コンクリート製造プラントおよび骨材生産プラント（方針-7） 

工事に必要なコンクリート量は表3-25のとおり約5,950 m3であり、まとまった数量になることから、

施工現場近くの川沿いに骨材製造プラントを設け、コンクリート用の骨材を生産する。製造された骨材

は、1)取水堰、および 2)幹線水路と2次水路の分水工位置近くの2箇所に設けるコンクリート製造プラン

トまで、ダンプトラックで運搬する計画とする。コンクリート製造プラントから打設場所まではコンク

リートミキサー車で運搬する方針とする。 

表 3-25 コンクリート製造プラント計画 
項目 取水堰､幹線水路､水路橋護岸改修部分 2 次水路改修 建築工事部分 

計画打設数量 約 2,800 m3 約 2,900 m3 約 250 m3

製造プラント コンクリート製造プラント①：1基 コンクリート製造プラント②：1基 
電 力 発電機 発電機 
運 搬 コンクリートミキサー車  5 m3 コンクリートミキサー車 5 m3

コンクリート打設 トラッククレーン＋コンクリートバケット トラッククレーン＋コンクリートバケット

 

⑤ 工事に必要なインフラ施設（方針-8） 

通信設備について、マリアナ町から首都ディリおよび海外への通信は可能であるが、電話ライン数は

限られており、現在新しい中継線施設の建設が行われているが、使用開始時期は未定であり、本事業で

専用回線の確保は期待できない。一方、携帯電話は普及しており非常に利便性がある。メールおよびFAX

は既設ライン経由で可能であるが、既回線数は限られ全て使用されているため新規ラインを期待するこ

とは出来ない。従って、日常の連絡は携帯電話で行い、FAXおよびメールは衛星電話を使用する方針と

する。 

電力事情について、マリアナ町の発電所は発電機（260KWが4台）が設置されているが、全て故障中

で現在公共の電気は供給されておらず、各戸自家発電で賄われている。今後修理され配電が再開されて

も、供給は夜間の5～6 時間のみに制限される予定である。従って、事業遂行には公共電気は期待でき

ず、工事用に自家発電を設置する方針とする。また、水供給について、水質試験の結果、工事用水とし

ては河川水あるいは公共水道の水を利用する計画とする。生活用水については、公共水道からの供給は

あるが、時間給水されていることおよび乾期には供給水量が大幅に減り、供給に支障が出るため自家用

の井戸を計画する。 

表 3-26 工事現場のインフラ状況 
 場 所 通 信 電 力 用 水 

ディリ連絡事務所 ディリ市内 携帯電話 
衛星電話(メール、Fax)

公共電力＋予

備発電機 
公共上水道 

現地事務所/試験室 マリアナ市内、
周辺 

携帯電話 
衛星電話(メール、Fax)

自家発電機＋

予備発電機 
公共上水道と

自家井戸併用 
現地宿舎 マリアナ市内、

周辺 
携帯電話 自家発電機 公共上水道と

自家井戸併用 
取水施設仮設ﾔｰﾄﾞ/
プラント/工事場所 

マリアナ郊外 携帯電話 自家発電機 河川水 

水路沿い工事場所 マリアナ市内、

周辺 
携帯電話 自家発電機 灌漑用水 
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(4) 工期に係る方針（方針-9） 

マリアナ地域の気候は、5～10月の乾期と 11～4 月の雨期に分けられる。雨期には年間降雨量の 80％

が集中し、週 3～4 日間午後に強い雨が降り、河川は急激に増水することから、雨期における河川の工

事は危険を伴い、雨期の作業可能時間は乾期の 30％以下となり非常に非効率である。また、12～4月は

灌漑時期であり改修工事による断水は避ける必要がある。一方、乾期は雨がほとんど降らず、河川は干

上がった状態になる。また、5～11 月までは対象地区の営農実績から判断し、断水は可能である。従っ

て、本工事の工程計画策定には、工事規模を考慮し乾期に集中して、効率よく取水堰などの河川構造物

および水路施設改修を実施する方針とする。 
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3-2-2 基本計画（施設計画） 

3-2-2-1 全体計画 

(1) 協力対象範囲 

① 対象灌漑範囲 

マリアナ I 地区における踏査結果ならびに中国援助により作成された地形図から水路別灌漑面積は表

3-27のとおり算定され、本事業の総対象面積は 1,314 haとなる。なお、これは総面積（グロス）であ

り、居住地や道路、水路敷などが 2割程度と算定され、実灌漑面積（ネット）は約 1,051 ha（1,314 ha 

x 0.8）となる。 

表 3-27 水路別灌漑対象面積（ha） 

水路名 
既設分水施設に

よる灌漑地区 

新規分水施設に

よる灌漑地区 

総面積計 実灌漑面積

（ネット） 

幹線水路  0  5  5  4 
ラマスコラ 2次  398  531  929  743 
リタバウ 2次  179  201  380  304 
合計  577  737  1,314  1,051 

 

② 対象受益者 

マリアナ I地区の村落別灌漑対象面積は、ボボナロ県農業事務所提供資料およびベースライン調査結

果から表 3-28のとおり算定され、計 1,424 世帯（約 7,400人）を対象受益者とする。なお、対象農家世

帯について、MAFF はボボナロ県農業事務所を通じて、WUA 幹部選挙のための受益者リストを作成中

であり、それによれば 1,500世帯程度（約 7,800人）になる見通しである（2006年 1月現在）。 

表 3-28 対象農家世帯数と対象面積 

村落名 農家世帯*1) 
（世帯当たり人数）

対象面積 
(ha)

単位土地所有 
面積(ha/戸数) 

1)ラホメア 542 (4.9)  267  0.49 
2)ラエフン 272 (4.9)  384  1.41 
3)リタバウ 336 (5.4)  407  1.21 
4)オドマウ 169 (5.1)  103  0.61 
5)ホルサ 105 (7.0)  153  1.46 

合計 1,424 (5.2人)  1,314  0.92 

出典: 1)ボボナロ県農業事務所 (2003年データ) 

 

③ 協力対象事業の概要 

マリアナ I灌漑施設については、取水施設、幹線水路および 2次水路を協力対象事業とし、建築施設

は機材収納庫および水門管理棟を対象とする。主な協力対象事業の内容は、表 3-29のとおりである。 



表 3-29 要請内容と協力対象事業の概要 

施 設 要請内容の概要 協力対象事業の概要 
1. 取水施設 1) 鋼板･コンクリートによる固定堰高

0.7mの復旧および表面保護 
2) 沈砂池排砂ゲート､水路取水工ゲー
トの更新､など 

1) 高強度コンクリート工法による固定堰高
0.7mの復旧および表面保護 

2) 土砂吐ゲートの設置､取水口､沈砂池排砂
ゲート､水路取水工ゲートの更新､など 

2. 幹線水路 1) 水路ライニング延長 1,527m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

1) 水路ライニング延長 1,527m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

3. ラマスコラ 
2次水路 

1) 水路ライニング延長 4,650m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

1) 水路ライニング延長 3,945m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

4. リタバウ 
2次水路 

1) 水路ライニング延長 5,250m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

1) 水路ライニング延長 5,250m 
2) 鋼製スライドゲートの設置､など 

5. 建築施設 1) 水管理組合集会所の建設 
2) 水門管理棟の建設 
3) 貯蔵庫の建設 
4) 乾燥床の建設 

1) 機材収納庫の建設 
2) 水門管理棟の建設 

6. その他 水管理組合の強化 ソフトコンポーネント計画の実施 
 

(2) 施設計画の概要 

施設は①取水施設、②灌漑水路、③水路橋練石積護岸擁壁、④建築施設で構成され、それらの概要は

以下の表 3-30～表 3-33のとおりである。 

① 取水施設 

表 3-30 マリアナⅠ取水施設の計画諸元 

項 目 施  設  規  模  等 備 考 
1)計画取水量 雨期：1.37m3/sec、乾期：0.46m3/sec 水道施設の取水量

0.015m3/secを含む 
2)計画灌漑面積 雨期：水稲 1,050 ha､乾期：水稲 150 ha､畑作 200 ha  
3) 固定堰部 堰のタイプ： フローティングタイプ､天端高標高：254.40 m 

堰幅：17.10 m､堰高：5.40 m､本体長： 8.50 m 
下流エプロン長：10.0 m､最大エプロン厚：2.1 m､護床工長：12m 

高強度コンクリー

トにより 0.7m 嵩上
げ 

4)土砂吐部 土砂吐部幅： 7.40m 
ゲートタイプ：手動ラック式 
土砂吐ゲート：幅 3.0m x 高さ 1.5m x 2連 

 

5)取水口 ゲートタイプ：手動ラック式 
取水口ゲート：幅 1.5m x 高さ 1.0m x 2連 

 

6)沈砂池 沈砂池： 幅 8.0m x 長さ 13.0m 
排砂ゲート： 幅 1.6m x 高さ 1.5m x 1連 

 

7)水路取水工 水路取水工ゲート：幅 1.8m x 高さ  1.0 m x 1門  
8)護岸工 左岸上流： 逆 T型擁壁､高さ 4.1m x 延長 47.5m 

左岸中流： 逆 T型擁壁､高さ 4.5m x 延長 10.9m 
左岸下流： 逆 T型擁壁､高さ 4.5m x 延長 25.0m 
右岸上流： 重力式擁壁､高さ 3.0m x 延長  20.8m 
右岸中流： 既設練石積目地補修､高さ 2.0～7.8m x 延長 60.0m 
右岸下流： 空石張護岸工､高さ 3.0m x 延長  23.0m 

護岸工嵩上げ部は、

盛土空石張りを採

用する。 
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② 灌漑水路 

表 3-31 幹線水路の計画諸元 

水路名 幹線水路 ラマスコラ 2次 リタバウ 2次 
1)施設規模    
計画流量： 
延    長： 

1.37～1.35 m3/sec、 
L = 1,527m 
既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：1,527m

0.96～0.16 m3/sec、 
L = 3,945m 
既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：1,570m 
新設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：2,375m 

0.39～0.17 m3/sec、 
L = 5,250m 
既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：2,890m 
新設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：2,360m 

2)標準断面    
水路ﾀｲﾌﾟ： 
底    幅： 
側 壁 高： 
天 端 幅： 

練石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ台形開水路

1.60m～5.70m 
0.90m～1.80m 
1.60m～7.10m 

練石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ台形開水路 
0.40m～1.60m 
0.30m～0.80m 
1.00m～3.20m 

練石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ台形開水路 
0.40m～1.10m 
0.40m～0.80m 
0.80m～2.30m 

3)付帯構造物 全 25箇所 全 48箇所 全 79箇所 
 

③ 水路橋練石積護岸擁壁 

表 3-32 水路橋右岸練石積護岸擁壁の計画諸元 

項 目 右岸側 左岸側 
1)護岸擁壁工   
構造型式 練石積工 練石積工 
延   長 72.5m 34.0m 
高   さ 3.0～4.5m 4.5m 

2)根固護床ブロック工 345m2 252m2

 

④ 建築施設 

表 3-33 建築施設の計画諸元 

建築施設名 水門管理棟 機材収納庫 

1)設置位置 マリアナＩ取水堰左岸上流 ラマスコラ 2 次水路の測点
STA.3+360地点付近 

2)構造型式 平屋 RC柱梁、壁ブロック造
り、コンクリート基礎 

平屋 RC柱梁、壁ブロック造
り、コンクリート基礎 

3)総建物面積 4.2m x 3.5m = 14.7m2 10.5m x 6.5m = 68m2
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3-2-2-2 施設計画 

3-2-2-2-1 取水施設 

(1) 固定堰の設計 

計画取水施設の固定堰部の断面図は図 3-5のとおりである。 
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図 3-5 計画取水堰断面図 

① 固定堰体 

固定堰体は、堰天端まで土砂が堆積した状態で、堰上げ時および洪水時に固定堰体の安定性が確保で

きるように、上下流の法勾配を検討する。我が国の実施例によると、上流側は鉛直および下流側は 1：

1.0ある。既設固定堰は、上下流ともに 1：1.0であることから、既設固定堰は外力（上流からの水圧お

よび堆砂圧等）に対して十分安全と判断される。 

なお、既設固定堰体は、下流エプロンの流失および下流河床の洗堀により、一部の堰体提址部コンク

リートが流失している。その規模は、幅：約 2.0m、深さ：約 2.0mおよび高さ：約 1.0mである。このコ

ンクリート流失部の改修は下流エプロン改修時に高強度コンクリート工法で復旧する。 

② 土砂吐ゲートの補強工法 

(a) 対象洪水量 

土砂吐ゲートの補強工法は、100年確率洪水で流下する転石に耐えられるよう設計する。①世銀F/Sレ

ポートのレビューによる洪水流出解析による 100年確率洪水流量：305 m3/sec、および ②既往最高洪水

痕跡による洪水流量：319 m3/secを考慮して、世銀F/Sレポートと同様、マリアナ I 堰の設計洪水量を 310 

m3/sec（100年確率）とする。 

(b) 流下する転石の大きさ 

洪水時の流速 

計画洪水位をHWL.256.7mと設定すれば、取水堰改修後の計画敷き高および天端高と水位との関係は、

図 3-7のとおりとなる（「資料 8-10 固定堰、土砂吐および護岸擁壁工の設計、8-10.3取水堰改修後の堰

上流洪水位」参照）。これから洪水時の土砂吐部流速は、以下の諸元から 5.0m/secと算定される。 
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土砂吐（コンクリート部）の諸元 

水    深： hs = HWL. 256.70m－EL.252.90m = 3.80m 
通 水 面 積： As = 3.00 x 3.80 x 2 = 22.80m2

潤    辺： Ps = (3.00 + 3.80 x 2) x 2 =21.20m 
径    深： Rs = 22.80 / 21.20 = 1.075ｍ 
粗 度 係 数： ns = 0.020 
河 床 勾 配： Is = 1 / 100 
流    速： Vs = 1/0.020 x 1.0752/3 x (1/100)1/2 = 5.00m/sec 
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図 3-6 マリアナ I取水堰正面図 

流下する転石の大きさ 

流下する転石の最大直径は次式により求める。 

D = V2 / 20 = 5.002 / 20 = 1.25m 

ここに、 D ： 流下する転石の最大直径（ｍ） 

V ： 洪水時の流速、V = 5.00m/sec 

従って、洪水時土砂吐部を流下する転石の最大直径は 1.25m程度と推定される。 

(c) 転石の衝突荷重 

洪水時に土砂吐に流れ込んだ転石が土砂吐ゲートに衝突する状況は、「ゲート手前の扉高の 1/2の距離

である 0.75m地点から減速する」を想定し、検討する。 

転石の質量 

M = 
3
4
・π・ｒ3・ρ = 

3
4  x 3.14 x 0.6253 x 2.65 = 2.71 ton 

ここに、 M： 転石の質量（ton） 

ｒ： 転石の半径、ｒ = 1.25 / 2 = 0.625m 

ρ： 転石の密度、ρ = 2.65 t/m3
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転石が減速をはじめ扉体に衝突するまでの時間 

L = 
2
1
・a・t2 = 

2
1
・

t
VV 21 − ・t2

t = 
21

2
VV
L

−
・  = 

0.00.5
75.02

−
x  = 0.3 sec 

ここに、 t ： 転石が減速をはじめ扉体に衝突するまでの時間 （sec） 

L ： 転石が減速をはじめ扉体に衝突するまで距離、L = 1.50 x 0.50 = 0.75m 

a ： 加速度、a = 
t
VV 21 −  

V1： 転石の減速前の速度、V1 = 5.00m/sec 

V2： 転石の扉体衝突時の速度、V2 = 0.00m/sec 

転石の扉体衝突荷重 

F・t = M・V1 - M・V2

F = 
t

VMVM 21 ・・ −
= 

3.0
0.071.20.571.2 xx −  = 45.17 N 

(d) 転石衝突に対する補強工法の検討 

100年確率洪水で流下する転石の衝突に耐えられる補強工法の検討結果は、次のとおりとする。 

1) 扉体スキンプレート：板厚 19mm（通常：12mm） 

2) 扉体主桁：H形鋼 H-250 x 250 x 12 x 16（通常：溝形鋼［-200 x 80 x 7.5 x 11］ 

3) 主ローラ：ローラ径 φ300mm（通常：φ250mm） 

4) 主ローラ軸：軸径 φ75mm（通常：φ50mm） 

5) 戸当り：H形鋼 H-150 x 75 x 5.5 x 9.5（通常：H-125 x 60 x 6 x 8） 

6) ゲート総重量（扉体・戸当り・開閉装置）：3.7 ton（通常：2.9ton） 

③ 固定堰の下流エプロン 

(a) 下流エプロン長 

固定堰を越流する落下水により下流河床は洗堀される危険性があるため、固定堰下流側にエプロンを

設置して、下流河床の洗堀を防止する。なお、下流エプロンの長さは、「農水省頭首工設計基準」によ

り計画する（「資料 8-10 固定堰、土砂吐および護岸擁壁工の設計」参照）。 

(b) 浸透路長 

パイピング防止のためには、堰基礎面や護岸擁壁の背面に沿う浸透路の長さ（クリープの長さ）を確

保することが必要になる。確保すべき浸透路長は、①ブライ（Bligh）の方法、および②レーン（Lane）

の方法の 2つの方法で求めた値の内、必要長が大きい値を取る（頭首工設計基準 参照）。 

なお、上下流の最大水位差は、安全を見込んで下流水深を 0として求める。また、揚圧力を軽減する
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ため下流エプロン下流端のカットオフにはウィープホールを設置する。従って、浸透路長には下流端の

カットオフは見込まないものとする。 

(c) 下流エプロン厚 

下流エプロン厚は、揚圧力のバランスに関する式より求める（頭首工設計基準 参照）。 

④ 固定堰の護床工 

(a) 護床工長 

固定堰を越流する落下水により下流河床は洗堀される危険性があるため、固定堰下流側エプロンに追

加して護床工を設置する。なお、護床工の長さは、「農水省頭首工設計基準」により計画する。 

(b) 護床ブロック 

護床ブロックは、流水に抵抗し、安定している必要がある。1 個の護床ブロック重量の目安を検討す

る（農水省頭首工設計基準 参照）。 

⑤ 固定堰の設計諸元 

固定堰の設計結果より、設計諸元は表 3-34 のように決定する（「資料 8-10 固定堰、土砂吐および護

岸擁壁工の設計、8-10.1固定堰の設計」参照）。 

表 3-34 固定堰の設計諸元 

設計項目 設計条件 必要諸元 設計諸元 備 考 

1.固定堰体 堰体高：H = 4.3m 上流側法勾配 鉛直 
下流側法勾配 1：1.0 

上流側法勾配 1：1.0 
下流側法勾配 1：1.0 

・ 我が国の実施例を参考に
して、既設堰と同様とす

る。 

2.エプロン長 
堰上げ高：H = 5.4m 
ﾌﾞﾗｲの係数（砂礫）： 

C = 4 
必要長：la = 5.57m 設計長：la =10.0m 

・ 浸透路長を確保する。 
・ 土砂吐のエプロン長と合
わせる。 

3.浸透路長 
堰上げ高：H = 5.4m 
ﾌﾞﾗｲの係数：C = 4 
ﾚｰﾝの係数：C’ = 2.5 

ﾌﾞﾗｲ：S = 21.60m 
ﾚｰﾝ ：L = 13.50m 

ﾌﾞﾗｲ：S = 27.20m 
ﾚｰﾝ ：L = 14.87m 

・ ﾚｰﾝの方法で浸透路長を
設計する。 

4.下流ｴﾌﾟﾛﾝ厚 水位差：⊿H = 5.4m 
損失水頭：Hf = 3.41m 必要厚：ta =1.97m 設計厚：ta = 2.10m 

1. 揚圧力に対する必要厚さ
を確保する。 

2. 土砂吐の厚さと合わせる。

5.護床工長 洪水量：q = 11.22m3/s/m 
堰上げ高：H = 5.4m 必要長：L = 10.86m 設計長：L = 12.0m 3. 4列 x @ 3.0mとする。 

6.護床ﾌﾞﾛｯｸ 
流速：V = 5.25m/sec 
衝突面積：A = 1.35m2/
個 

現場打ち十字ﾌﾞﾛｯｸ 
必要重量：W = 7.16 ﾄﾝ

現場打ち十字ﾌﾞﾛｯｸ 
設計重量：W = 8.75 ﾄﾝ

・ 現地調達可能なﾌﾞﾛｯｸを

選定した。 
・ ﾌﾞﾛｯｸ：幅 2.7m x 長さ

2.7m x 高さ 1.0mとする。

 

(2) 土砂吐および護岸擁壁工の設計 

① 土砂吐の幅員 

雨期の平水時（約 2.0m3/sec）の取水において、土砂吐内の流速が 0.4m/sec程度となるように、土砂吐
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の幅員を決定する。 

② 土砂吐縦断勾配 

  

 

 

 

 

 

図 3-7 新設土砂吐断面図 

平水時、土砂吐水路は、射流水路となり対象最大粒径（dmax = 40 mm）を土砂吐ゲート全開によりフ

ラッシュできるように設計する。なお、土砂吐縦断勾配は、現況河川下流勾配と同等または急勾配とす

る。 
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③ 土砂吐下流エプロン 

(a) 土砂吐の下流エプロン長 

土砂吐の流下水により下流河床は洗堀される危険性があるため、土砂吐下流側にエプロンを設置して、

下流河床の洗堀を防止する。なお、下流エプロンの長さは、「農水省頭首工設計基準」により計画する

（「資料 8-10 固定堰、土砂吐および護岸擁壁工の設計、8-10.2土砂吐の設計」参照）。 

(b) 土砂吐の浸透路長 

パイピングの防止のためには、堰基礎面や取付擁壁の背面に沿う浸透路の長さ（クリープの長さ：creep 

length）を確保することが必要になる。確保すべき浸透路長は、① ブライ（Bligh）の方法、及び ② レ

ーン（Lane）の方法の二つの方法で求めた値の内、必要長が大きい値を取る（頭首工設計基準 参照）。

なお、上下流の最大水位差は、安全を見込んで下流水深を 0として求める。また、揚圧力を軽減するた

め下流エプロン下流端のカットオフにはウィープホールを設置する。従って、浸透路長には下流端のカ

ットオフは見込まないものとする。 

(c) 土砂吐の下流エプロン厚 

下流エプロン厚は、揚圧力のバランスに関する式より求める（頭首工設計基準 参照）。 

④ 土砂吐の護床工 

(a) 護床工長 

土砂吐の流下水により下流河床は洗堀される危険性があるため、土砂吐下流側エプロンに追加して護

床工を設置する。なお、護床工の長さは、「農水省頭首工設計基準」により計画する。 
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(b) 護床ブロック 

護床ブロックは、流水に抵抗し、安定している必要がある。1 個の護床ブロック重量の目安を検討す

る（農水省頭首工設計基準 参照）。 

⑤ 土砂吐の設計諸元 

土砂吐の設計結果より、設計諸元は表 3-35 のように決定する（「資料 8-10 固定堰、土砂吐および護

岸擁壁工の設計、8-10.2土砂吐の設計」参照）。 

表 3-35 土砂吐の設計諸元 

設 計 項 目 設 計 条 件 必 要 諸 元 設計諸元 備 考 

1.土砂吐の幅員 
対象粒径：d = 1mm以上 
対象流量：Q = 2.0m3/sec 
沈砂流速：V = 0.9m/sec 

必要幅員：B = 5.6m 設計幅員：B = 6.0m ・ 土砂吐ｹﾞｰﾄ：3.0m x 1.5m 
2門とする。 

2.縦断勾配 
最大粒径：d = 40mm 
排砂流量：Q = 2.0m3/sec 
排砂流速：V = 0.89m/sec 

必要勾配：I = 1/109 設計勾配：I = 1/60 ・ 現況河川下流河床勾配：
1/60に合わせる。 

3.エプロン長 
堰上げ高：H = 5.4m 
ﾌﾞﾗｲの係数（砂礫）： 

C = 4 
必要長：la = 8.37m 設計長：la =10.0m ・ 浸透路長を確保する。 

4.浸透路長 
堰上げ高：H = 5.4m 
ﾌﾞﾗｲの係数：C = 4 
ﾚｰﾝの係数：C’ = 2.5 

ﾌﾞﾗｲ：S = 21.60m 
ﾚｰﾝ ：L = 13.50m 

ﾌﾞﾗｲ：S = 26.40m 
ﾚｰﾝ ：L = 14.07m 

・ ﾚｰﾝの方法で浸透路長を
設計する。 

5.下流ｴﾌﾟﾛﾝ厚 水位差：⊿H = 5.4m 
損失水頭：Hf = 3.35m 必要厚：ta =2.02m 設計厚：ta = 2.10m ・ 揚圧力に対する必要厚

さを確保する。 

6.護床工長 洪水量：q = 19.97m3/s/m 
堰上げ高：H = 5.4m 必要長：L = 26.85m 設計長：L = 27.0m ・ 9列 x @ 3.0mとする。 

7.護床ﾌﾞﾛｯｸ 流速：V = 5.25m/sec 
衝突面積：A = 1.35m2/個 

現場打ち十字ﾌﾞﾛｯｸ 
必要重量：W = 7.16 ﾄﾝ

現場打ち十字ﾌﾞﾛｯｸ 
設計重量：W = 8.5 ﾄﾝ 

・ 現地調達可能なﾌﾞﾛｯｸを

選定した。 
・ ﾌﾞﾛｯｸ：幅 2.7m x 長さ

2.7m x 高さ 1.0mとする。

 

⑥ 土砂吐ピアーおよびゲートの耐久性 

(a) 土砂吐ピアー 

急流河川に築造する土砂吐ピアーのコンクリートは、洪水時多量の玉石混じり土砂の流下により、損

傷を受ける危険性がある。本取水堰では表面保護工として、「高強度コンクリート工法」を採用するこ

とにより、土砂吐ピアーの耐久性を確保する。 

(b) 土砂吐ゲート 

我が国において、急流河川に築造する土砂吐ゲートの実績は数多くある。急流河川でのゲートの不具

合を生じる原因は、洪水時多量の玉石混じり土砂の流下によるゲートの損傷である。灌漑用水の取水堰

では、洪水時には取水が不要となるため、ゲートは全開とすることができる。従って、洪水時全開状態

のゲート操作がなされれば、ゲートが損傷を受けることはない（ゲート操作規程での対応）。 

万一、洪水時のゲート操作を誤った場合に備えて、トラブルが生じやすいゲート扉体（スキンプレー

トおよび主桁およびのローラ部（ローラおよびローラ軸）は、転石等の衝撃に耐えられるよう、設計上

 3-41



での補強工法を考慮するものとする。 

⑦ 護岸擁壁工 

計画洪水位 HWL.256.7mと以下の水理条件から護岸擁壁は、0.5mの嵩上げが必要となる。 

(a) 水理条件 

設計洪水量： Q = 310m3/sec（100年確率） 

固定堰長： L1 = 17.1m 

土砂吐幅： L2 = 3.0m x 2門 

(b) 堰上流側洪水位 

設定洪水位： HWL. 256.70m 

固定堰越流量： Q1 = 192.0m3/sec 

土砂吐流下量： Q2 = 119.8m3/sec 

合計流量： Q = 192.0 + 119.8 = 311.8m3/sec ≒ 310m3/sec 

従って、取水堰改修後の堰上流側洪水位は、HWL. 256.70mとなる。 

(c) 堤防嵩上げ高 

左右堤防の天端標高は次のように決定する。 

堤防天端標高 = 計画洪水位 + 堤防余裕高 
= HWL. 256.70m + 0.60m 
= EL. 257.30m 

堤防嵩上げ高 = 計画堤防天端標高 + 既設護岸工天端標高 
= EL. 257.30m－EL. 256.80m 
= 0.50m 

(3) 取水口、沈砂池および水路取水工の設計 

① 取水口 

▽ EL. 253.60 

▽ NWL. 254.30

0.
70

 
0.

70
 

1.
40

 

▽ EL. 252.90 

(a) 取水口敷高 

取水時土砂吐内の流下土砂の大部分が、掃流砂

（河床を転がり流下する土砂）である。従って、

取水口敷高は、土砂吐敷高（EL. 252.90m）より土

砂吐内水深（1.40m）の 1/2に相当する 0.70m高く

して、取水口への土砂の流入を防止する。 図 3-8 取水口敷高 

・ 取水口敷高 = EL. 252.90m + 0.70m = EL. 253.60m 
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(b) 取入流速 

取水口への土砂の流入を防止するため、一般に取水口での流入流速は 0.6～1.0m/secを標準とする。 

・ 流入流速 = 0.6 ～ 1.0m/sec 

(c) 取入口幅 

取入口幅は、取入口敷高および設計取水位から求まる流入水深、並びに流入流速により次式で求める。 

B = Q / (h1・V) = 1.37 / (0.70 x (0.6～1.0)) = 1.96～3.26 m 

ここで、 B ： 取入口幅（m） 

Q ： 設計取水量、 Q = 1.37 m3/sec 

h1 ： 流入水深、h1 = NWL. 254.30m－EL. 253.60m = 0.70m 

V ： 取入流速、V = 0.60 ～ 1.0 m/sec 

・ 取入口幅 = 1.96 ～ 3.26m となるが、ブロボ川での夜間のゲート操作を計画とおりに実施で

きない場合を考慮して、取入流速が小さくなるよう、取水口幅は B = 3.0mとする。 

なお、取入口には洪水時の洪水防止用に制水ゲートが必要である。洪水制水ゲートは、ゲート操作を

容易にするため、ゲート幅：1.50m x 扉高：1.0m x 2門（四方背面水密スライドゲート）とする。 

② 沈砂池 

(a) 水理的条件 

沈砂池の水理的条件は、次のとおりである。 

・設計通水量 ：Q = 1.37m3/sec 

・沈砂対象粒径 ： d = 0.5～40.0mm（地質調査・河床材料の粒度試験結果より、10～100%通

過粒径を採用する）。 

・沈砂池内流速 ： V = 0.4 m/secを目安とする。 

・沈砂池内水深 ： 幹線水路の水深を目安とする。h = 0.6m程度 

(b) 既設沈砂池の検討 

既設沈砂池の水理条件 

・沈砂池有効幅 ： B = 6.0m（既設幅は 12.0mであるが偏流が生じているため、有効幅は 6.0m
程度である）。 

・沈砂池内水深 ： 幹線水路の水深を目安とする。h = 0.60m 
・沈砂対象粒径 ： d = 0.5～40.0mm（地質調査・河床材料の粒度試験結果より、10～100%通

過粒径を採用する）。 
・沈砂池内流速 ： V = 1.37 / (6.0 x 0.60) = 0.38 m/sec 
・限界沈降速度 ： Vg = 0.049 m/sec（最小粒径：dmin. = 0.6mmに対して） 
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既設沈砂池の沈砂溝の長さ 

沈砂溝の長さは、次式で求められる。 

L = K・h/Vg・V = (1.5～2.0) x 0.60/0.049 x 0.38 =  7.0～9.3 m < 既設の長さ：13.0m 
ここで、 L ： 沈砂溝の長さ（m） 

K ： 安全係数、 K = 1.5～2.0 
h ： 有効水深、h = 0.60m 
Vg ： 限界沈降速度、Vg = 0.049m/sec（最小粒径：dmin. = 0.5mm） 
V ： 沈砂池内流速、V = 0.38m/sec 

従って、既設沈砂池の沈砂溝の長さ 13.0mは、十分な沈砂機能を有している。 

③ 水路取水工 

(a) 水理設計条件および水理縦断図 

水理設計条件 

1) 設計取水量： Q = 1.37 m3/sec 
2) 設計取水位： NWL. 254.30 m 
3) 設計取水口幅： W = 1.50 x 2 + 0.60 = 3.60 m 
4) 取水口敷高： EL. 253.60 m 
5) 幹線水路始点水理条件： 
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図  3-10 取水工および沈砂池縦断図 
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(b) 水理計算 

取水口（流入、段、摩擦、ピアーおよびスクリーン）、取付水路（曲がりおよび取付水路）、沈砂池（流

入部および摩擦）並びに水路取水工（流入およびトランシジョン）における水位低下量を算定すると表

3-36のとおりである（資料 8-11「水路取水工の設計」参照）。 

表 3-36 各種水位低下量一覧 

設計項目 設計条件 水位低下量 地点水位 備  考 

1.土砂吐内 
取水流量：Q = 1.37m3/sec 
土砂吐水深：h = 1.40m 
接近流速：V = 0.0m/sec 

－ 計画取水位： 
NWL.254.300m ・接近流速は無視する。

2.取水口流入によ
る水位低下 

流入後水深：h = 1.395m 
流入後流速：V = 0.27m/sec 

水位低下量： 
0.005m 

流入後水位： 
WL.254.295m 

・取水口形状：方形丸付

・流入損失係数：fc = 0.2

3.段による水位低
下 

通過後水深：h = 0.676m 
通過後流速：V = 0.56m/sec 

水位低下量： 
0.019m 

段通過後水位： 
WL.254.276m 

・通水面積の比率：A2/A1 
= 0.48 

・損失係数：f = 0.44 
4.ピアーによる水
位低下 

通過後水深：h = 0.663m 
通過後流速：V = 0.69m/sec 

水位低下量： 
0.013m 

ﾋﾟｱｰ通過後水位： 
WL.254.263m 

・ﾋﾟｱｰの形状：円形 
・損失係数：C = 0.92 

5.スクリーンによ
る水位低下 

通過後水深：h = 0.661m 
通過後流速：V = 0.69m/sec 

水位低下量： 
0.100m 

ｽｸﾘｰﾝ通過後水位： 
WL.254.163m 

・ｽｸﾘｰﾝの形状：長方形 
・損失係数：fr = 0.09 

6.取水口摩擦によ
る水位低下 

下流端水深：h = 0.549m 
下流端流速：V = 0.83m/sec 

水位低下量： 
0.014m 

取水口下流端水位： 
WL.254.149m ・平均勾配：I = 0.000575

7.取水口曲りによ
る水位低下 

下流端水深：h = 0.531m 
下流端流速：V = 0.81m/sec 

水位低下量： 
0.068m 

取付水路上流端水

位：WL.254.081m 
・曲り角度：90° 
・損失係数：fb = 1.0 

8.取付水路摩擦に
よる水位低下 

下流端水深：h = 0.588m 
下流端流速：V = 0.73m/sec 

水位低下量： 
0.003m 

取付水路下流端水

位：WL.254.078m ・平均勾配：I = 0.000436

9.沈砂池流入部に
よる水位低下 

上流端水深：h = 0.600m 
上流端流速：V = 0.29m/sec 

水位低下量： 
- 0.012m 

沈砂池上流端水位： 
WL.254.090m 

・通水断面の拡大 
・損失係数：f t= 0.50 

10.沈砂池摩擦に
よる水位低下 

下流端水深：h = 0.639m 
下流端流速：V = 0.27m/sec 

水位低下量： 
0.001m 

沈砂池下流端水位： 
WL.254.089m ・平均勾配：I = 0.000073

11.水路取水流入部
による水位低下 

流入後水深：h = 0.542m 
流入後流速：V = 1.40m/sec 

水位低下量： 
- 0.147m 

流入後水位： 
WL.253.942m 

・取水工の形状：角形 
・損失係数：f t= 0.50 

12.ﾄﾗﾝｼｼﾞｮﾝによ
る水位低下 

幹線水路水深：h = 0.550m 
幹線水路流速：V = 1.27m/sec

水位低下量： 
- 0.008m 

沈砂池上流端水位： 
WL.254.090m 

・通水断面の拡大 
・損失係数：f t= 0.20 

13.水位低下量の
合計 

 合計水位低下量： 
0.350m  
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3-2-2-2-2 灌漑用水路施設 

(1) 灌漑用水路の設計条件 

① 灌漑用水路の計画通水量 

最大灌漑用水量は、灌漑面積が最大となる雨期の代かき期である。従って、灌漑用水路の計画通水量

は、灌漑面積 1,050 haの代かき期の用水量＋水道施設取水量を加えた用水量とし、灌漑用水配水計画は

図 3-12のとおりとなる。 

1) 幹線水路： 1.37～1.35 m3/sec 

2) ラマスコラ 2次水路： 0.96～0.16 m3/sec 

3) リタバウ 2次水路： 0.39～0.17 m3/sec 

② 平均流速公式 

灌漑用水路の平均流速公式は、マニング公式を使用する。 

V = 1/n・R2/3・I1/2

ここに、 V ：平均流速（m/sec） 

n ：粗度係数 

水路橋鋼板またはコンクリート水路： 0.015 

モルタル仕上げフルーム水路： 0.020 

練り石積ライニング水路： 0.025 

土水路（粘質ローム）： 0.030 

土水路（前面雑草）： 0.035 

R ：径深（m） 

I ：水路底勾配 

③ 許容最大および最小流速 

灌漑水路ライニングの耐久性を考慮して、許容最大流速を定める。また、灌漑用水路内に土砂の堆積

を起こさない速さ、水中植物が繁茂して通水の妨げとならないように、許容最小流速を表 3-37に定める。 

表 3-37 許容最大および最小流速 

ライニングの種類 許容最小流速 
（m/sec） 

許容最大流速 
（m/sec） 

土水路（ローム） 0.70 0.70 
練石積水路 0.70 2.50 
コンクリート水路 0.70 3.00 
鋼製水路 0.70 4.50 
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ネット面積： 1,051 ha リタバウ3次(L) リタバウ3次(C) リタバウ3次(R)
単位用水量Q= 1.29㍑/s/ha Sta. 5+930 Sta. 5+930 Sta. 5+930

水道施設取水量= 15㍑/s A= 29.1ha A= 30.2ha A= 27.6ha
Q= 0.038m3/s Q= 0.039m3/s Q= 0.036m3/s

BRi-N7(R)
Sta. 5+250

リタバウ2次終点 A= 44.2ha
Sta. 5+250 Q= 0.057m3/s

BRi-N6(L) A= 131.1ha
Sta. 4+835 Q= 0.169m3/s BRi-N6(R)
A= 1.6ha Sta. 4+835
Q= 0.002m3/s リタバウ2次 A= 5.6ha

Sta. 4+835 Q= 0.007m3/s
A= 138.3ha
Q= 0.178m3/s BRi-N5(R)

Sta. 4+580
リタバウ2次 A= 5.5ha
Sta. 4+580 Q= 0.007m3/s
A= 143.8ha
Q= 0.186m3/s BRi-N4(R)

Sta. 4+060
リタバウ2次 A= 9.4ha
Sta. 4+060 Q= 0.012m3/s
A= 153.2ha
Q= 0.198m3/s BRi-N3(R)

Sta. 3+760
リタバウ2次 A= 7.7ha
Sta. 3+760 Q= 0.010m3/s

BRi-16(L) A= 160.9ha
Sta. 2+831 Q= 0.208m3/s BRi-17(R)

BRa-N4(L) BRa-N4(R) A= 0.8ha Sta. 2+890
Sta. 4+650 Sta. 4+650 Q= 0.001m3/s リタバウ2次 A= 35.8ha
A= 33.8ha A= 86.1ha BRa-3D(2) Sta. 2+890 Q= 0.046m3/s
Q= 0.044m3/s Q= 0.111m3/s Sta. BRi-10(L) A= 197.5ha

A= 121.4ha Sta. 2+020 Q= 0.255m3/s BRi-10(R)
ラマスコラ2次終点 Q= 0.157m3/s A= 5.1ha Sta. 1+999

Sta. 4+650 Q= 0.007m3/s リタバウ2次 A= 4.7ha
A= 119.9ha Sta. 2+020 Q= 0.006m3/s

BRa-N3(L) Q= 0.155m3/s BRa-N3(R) BRi-8(L) (3nos) A= 207.3ha
Sta. 3+945 Sta. 3+945 BRa-3D(1) Sta. 1+380 Q= 0.267m3/s
A= 15.4ha A= 39.8ha Sta. A= 28.3ha
Q= 0.020m3/s ラマスコラ2次 Q= 0.051m3/s A= 80.5ha Q= 0.037m3/s リタバウ2次

Sta. 3+945 Q= 0.104m3/s Sta. 1+380
A= 175.1ha BRi-N2(L) A= 235.6ha

BRa-N2(L) Q= 0.226m3/s BRa-N2(R) Sta. 0+803 Q= 0.304m3/s
Sta. 3+305 Sta. 3+305 A= 0.6ha
A= 144.9ha A= 19.6ha Q= 0.001m3/s リタバウ2次
Q= 0.187m3/s Q= 0.025m3/s Sta. 0+803

ラマスコラ2次 BRi-3(L) A= 236.2ha BRi-3(R)
Sta. 3+305 Sta. 0+781 Q= 0.305m3/s Sta. 0+770
A= 339.6ha A= 53.4ha A= 6.6ha
Q= 0.438m3/s Q= 0.069m3/s リタバウ2次 Q= 0.009m3/s

Sta. 0+781
BRa-N1(L) BRa-N1(R) BRi-N1(L) A= 296.2ha

Sta. 2+165 Sta. 2+165 Sta. 0+500 Q= 0.382m3/s
A= 35.4ha A= 50.0ha A= 1.1ha
Q= 0.046m3/s Q= 0.065m3/s Q= 0.001m3/s リタバウ2次

Sta. 0+500 BRi-2(R)
ラマスコラ2次 BRa-5(R) (2nos) BRi-1(L) A= 297.3ha Sta. 0+210

Sta. 2+165 Sta. 0+710 Sta. 0+070 Q= 0.384m3/s A= 4.2ha
A= 425.0ha A= 4.0ha A= 2.2ha Q= 0.005m3/s
Q= 0.548m3/s Q= 0.005m3/s Q= 0.003m3/s リタバウ2次

Sta. 0+210
BRa-8(R) (2nos) BRa-3(R1) BRa-3(2) A= 303.7ha BM-N2(L) BM-N1(R)

Sta. 1+470 Sta. 0+355 Sta. 0+355 Q= 0.392m3/s Sta. 1+060 Sta. 0+430
A= 13.1ha A= 201.9ha A= 3.8ha A= 1.4ha A= 1.9ha
Q= 0.017m3/s Q= 0.260m3/s Q= 0.005m3/s Q= 0.002m3/s Q= 0.002m3/s

ラマスコラ2次 ラマスコラ2次 ラマスコラ2次 幹線水路(BM-6) 幹線水路 取水堰
Sta. 1+470 Sta. 0+710 Sta. 0+355 Sta. 1+527 Sta. 1+060 Sta. 0+030
A= 446.3ha A= 537.8ha A= 743.5ha A= 1,047.2ha A= 1,048.6ha A= 1,051.4ha
Q= 0.576m3/s Q= 0.694m3/s Q= 0.959m3/s BM-6 Q= 1.351m3/s Q= 1.368m3/s Q= 1.371m3/s

BRa-9(L) BRa-5(L) (2nos) 水道施設 BM-N1(L)
Sta. 1+570 Sta. 0+710 Sta. 0+835 Sta. 0+430
A= 8.2ha A= 87.5ha Q= 0.015m3/s A= 0.9ha
Q= 0.011m3/s Q= 0.113m3/s Q= 0.001m3/s

図 3-11 灌漑用水配水計画：ピーク時（雨期2月前期）

ブ
ロ
ボ
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(2) 幹線水路 

水路改修延長およびライニング工法、灌漑水路付帯施設の改修に対する方針に沿って、幹線水路の計

画諸元を表 3-38のとおりとする。 

表 3-38 幹線水路の計画諸元 

項   目 施  設  規  模  等 
1) 施設規模 計画流量： Qmax = 1.37～1.35 m3/sec、 

延    長： L = 1,527m（全区間：ライニング水路） 
2) 標準断面 水路ﾀｲﾌﾟ： 練石積ライニング台形開水路 

底    幅： 1.60m～5.70m 
側 壁 高： 0.90m～1.80m 
天 端 幅： 1.60m～7.10m 

3) 付帯構造物 水 路 橋： 1箇所（W: 1.60m x H: 1.80m x L: 40.00m） 
側溝余水吐： 1箇所（W: 2.10m x H: 1.00m x L: 2.50m） 
排砂施設： 1箇所（W: 1.00m x H: 1.00m x 2連） 
分 水 工： 1箇所（W: 1.00m x H: 0.80m x 2連） 
簡易分水工： 4箇所（φ100～300mmのﾊﾟｲﾌﾟ） 
落 差 工： 2箇所（⊿H: 0.75～0.90m x W: 1.6～2.1m） 
横断排水工： 4箇所（φ1,000mm x 1～2連横断ﾊﾟｲﾌﾟ） 
排水流入工： 1箇所（W: 1.00m x H: 0.7m） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋： 1橋（W: 2.5m x L: 3.0m） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ歩道橋：1橋（W: 0.5m x L: 4.5m） 
木製歩道橋： 7橋（W: 0.3～1.0m x L: 2.5～4.5m） 
洗    場： 12箇所（L: 1.0～4.5m x ⊿H: 0.3～0.45m x 1～3段） 

 

(3) 2 次水路 

① ラマスコラ 2次水路 

水路改修延長およびライニング工法、灌漑水路付帯施設の改修に対する方針に沿って、ラマスコラ 2

次水路の計画諸元を表 3-39のとおりとする。 

表 3-39 ラマスコラ 2次水路の計画諸元 

項   目 施  設  規  模  等 
1) 施設規模 計画流量： Qmax= 0.96～0.16 m3/sec 

延    長： L = 3,945m 
既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間： 1,570m、新設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間：2,375m 

2) 標準断面 水路ﾀｲﾌﾟ： 練石積ライニング台形開水路 
底    幅： 0.40m～1.60m 
側 壁 高： 0.30m～0.80m 
天 端 幅： 1.00m～3.20m 

3) 付帯構造物 分 水 工： 14箇所 
簡易分水工： 8箇所 
落 差 工： 2箇所（⊿H: 1.2～1.4m x W: 0.9～2.1m） 
横断排水工： 1箇所（φ1,000mm x 1連横断ﾊﾟｲﾌﾟ） 
排水流入工： 1箇所（W: 0.5m x H: 0.8m） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋： 13橋（W: 1.9～7.5m x L: 2.0～4.0m） 
農 道 橋： 1橋（W: 5m x L: 0.8m） 
木製歩道橋： 31橋（W: 0.3～2.5m x L: 2.5～3.5m） 
洗    場： 27箇所（L: 0.8～7.0m x ⊿H: 0.2～0.45m x 1～5段） 
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② リタバウ 2次水路 

水路改修延長およびライニング工法、灌漑水路付帯施設の改修に対する方針に沿って、リタバウ 2次

水路の計画諸元を表 3-40のとおりとする。 

表 3-40 リタバウ 2次水路の計画諸元 

項   目 施  設  規  模  等 
1) 施設規模 計画流量： Qmax = 0.39～0.17 m3/sec、 

延    長： L = 5,250m 
既設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間： 2,890m 
新設ﾗｲﾆﾝｸﾞ区間： 2,360m 

2) 標準断面 水路ﾀｲﾌﾟ： 練石積ライニング台形開水路 
底    幅： 0.40m～1.10m 
側 壁 高： 0.40m～0.80m 
天 端 幅： 0.80m～2.30m 

3) 付帯構造物 分 水 工： 15箇所 
簡易分水工： 11箇所 
急 流 工：1箇所（W: 1.0m x H: 1.0m x L: 47.5m） 
落 差 工： 17箇所（⊿H: 0.3～1.6m x W: 0.7～1.0m） 
排水流入工：5箇所（W: 0.1～0.6m x H: 0.4～0.7m x L: 5.0m） 
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋： 13橋（W: 1.5～6.0m x L: 2.0～4.0m） 
木製歩道橋： 81橋（W: 0.3～2.6m x L: 2.0～3.5m） 
洗    場： 27箇所（L: 1.0～2.3m x ⊿H: 0.2～0.35m x 1～3段） 

 

(4) 灌漑水路付帯施設 

上記各水路の改修または補修を必要とする灌漑水路付帯施設は、表 3-41のとおり整理される。 

表 3-41 灌漑水路付帯施設一覧 

箇 所 数 
付帯施設 

幹線水路 ラマスコラ

2次水路 
リタバウ 
2次水路 合計 

改修または補修 

1. 分水工 1 13 15 29 全面改修 
4 0 1 5 部分改修 2. 簡易分水工 
0 8 10 18 全面改修又は新設 

3. 落差工 2 2 17 21 全面改修 
4. 側溝余水吐 1 0 0 1 部分補修 
5. 洗場 12 24 27 63 全面補修 
6. 排砂施設 1 0 0 1 全面改修 
7. 急流工 0 0 1 1 部分補修 
8. 横断排水工 4 1 0 5 部分改修 

0 0 1 1 全面改修 9. コンクリート橋 
0 0 7 7 部分補修 
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3-2-2-2-3 水路橋練石積護岸擁壁 

水路橋練石積護岸擁壁工の改修方針に沿って、以下のとおり改修される。 

(1) 右岸練石積護岸 

右岸練石積護岸工の計画諸元は、表 3-42のとおりである。 

表 3-42 水路橋右岸練石積護岸擁壁の計画諸元 

施設規模等 
項 目 

上流部 中流部 下流部（上段） 下流部（下段） 
合 計 

1) 護岸擁壁工      
構造型式 練石積（改修） 練石積（既設） 練石積（改修） 練石積（新設） 練石積工 
延    長 17.0m 7.5m 22.0m 26.0m 72.5m 
高    さ 4.5m 4.5m 4.5m 3.0m － 
法 勾 配 1 : 0.5 1 : 0.5 1 : 0.5 1 : 0.5 － 

2) 根固工      
構造型式 十字ブロック 十字ブロック  十字ブロック 十字ブロック 
1個のサイズ 2.7mx2.7mx1.0m 2.7mx2.7mx1.0m 2.7mx2.7mx1.0m 2.7mx2.7mx1.0m － 
延長 x 幅 17.0m x 6.0m 7.5m x 6.0m 18.0m x 3.0m 24m x 6.0m － 

 

(2) 左岸練石積護岸 

左岸練石積護岸工の計画諸元は、表 3-43のとおりである。 

表 3-43 水路橋左岸練石積護岸擁壁の計画諸元 

項 目 施設規模等 合 計 
1) 護岸擁壁工   
構造型式 練石積（新設） 練石積工（新設） 
延    長 34.0m 34.0m 
高    さ 4.5m － 
法 勾 配 1 : 1.0 － 

2) 根固工   
構造型式 十字ブロック 十字ブロック 
1個のサイズ 2.7mx2.7mx1.0m 2.7mx2.7mx1.0m 
延長 x 幅 42.0m x 6.0m 42.0m x 6.0m 
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3-2-2-2-4 建築施設 

(1) 水門管理棟 

水門管理棟の計画諸元は、表 3-44のとおりである。 

表 3-44 水門管理棟の計画諸元 

項 目 施設規模等 備 考 
1) 設置位置 マリアナＩ取水堰左岸上流 ・ゲート操作に便利な左岸側で、用地か確

保し易い取水口の直上流とする。 
2) 構造型式 平屋 RC柱梁、壁ブロック造り、

コンクリート基礎 
・東ティモール国で実績の多い構造型式を

採用した。 
3) 総建物面積 4.2m x 3.5m = 14.7m2

・ゲート管理者が昼間常駐できるスペース

とした。 
 

(2) 機材収納庫 

機材収納庫の計画諸元は、表 3-45のとおりである。 

表 3-45 機材収納庫の計画諸元 

項 目 施設規模等 備 考 
1)設置位置 ラマスコラ 2 次水路の測点

STA.3+360地点付近 
・灌漑地区のほぼ中央部で、用地が確保し易

く、既設道路からのアクセスの容易な地点を

選定した。 
2)構造型式 平屋 RC柱梁、壁ブロック造

り、コンクリート基礎 
・東ティモール国で実績の多い構造型式を採

用した。 
3)総建物面積 10.5m x 6.5m = 68.25 m2

・組合員約 30人で集会できるスペース、洗面
所、物入および廊下を配置した。 
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3-2-3 基本設計図 

 

 

表 3-46 図面一覧 

図面番号 図  面  の  名  称 

図-A 取水施設 一般平面図 

図-B 取水施設 詳細平面図 

図-C 取水施設 正面図 

図-D 取水施設 土砂吐縦断図および固定堰標準断面図 

図-E 幹線水路 縦断・平面図（1/3） 

図-F 幹線水路 縦断・平面図（2/3） 

図-G 幹線水路 縦断・平面図（3/3） 

図-H 幹線水路 標準断面図 

図-I 幹線水路 排砂施設平面図 

図-J 幹線水路 排砂施設構造図 

図-K 幹線水路 分水工平面図 

図-L 幹線水路 分水工構造図 

図-M 幹線水路 落差工構造図 

図-N 水 路 橋 護岸工構造図 

図-O 機材収納庫 構造図 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本プロジェクトは、ボボナロ県マリアナ I地区の取水施設、用水路などの灌漑施設を改修するととも

に、取水堰に土砂吐、取水口、沈砂池排砂、取水工ゲートおよび灌漑用水路に分水ゲートなどの鋼製ゲ

ートを調達し、据付けるものである。実施機関はMAFFであり、ボボナロ県農業事務所が現場の担当機

関となる。また、本事業は土木施設案件であり、一括請負方式を採用する。 

鋼製ゲートを含む建設機械など資機材の調達は、東ティモール国、日本およびインドネシアなどの第

三国から調達する。土木工事およびゲート据付については、現地建設業者を活用するとともに、コンク

リートの破砕やゲート機械据付技能工に日本人技術者を派遣し、工程・品質管理を行う。また、第三国

から土木技術者、建築技術者、機械・電気設備、測量技師などを派遣する。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 事業用骨材・石材の採取 

工事の着工に先立ち、東ティモール国側は、河川からの骨材採取に関して、関係省庁の許可を得る必

要がある。河川の治水面から交通・公共事業省の許可が、環境面から環境開発審査担当局、採石権に関

してはMAFF森林水資源部の許可が、さらに周辺自治体や住民への説明とその了解を取る必要がある。 

(2) 立木補償・用地補償 

本事業の計画において、仮設工事用地の確保および改修設計に伴う追加用地の立木補償・用地補償等

を行う必要がある。東ティモール国側は、基本設計および詳細設計調査に基づき、工事着工に先立ちこ

れらの用地を確保し必要な補償処置を完了しておく必要がある。 

(3) 灌漑用水および生活水の配水制限 

本事業を効率的に完成させ、かつ東ティモール国側営農活動に対する障害を最小にする計画としてい

る。東ティモール国側は、以下の事項について東ティモール国側関係者との調整を行う必要がある。灌

漑用水の供給は 4 月末までとする。工事完了後 12 月より配水を再開する。その間灌漑・生活水の配水

は完全に中断される。以上を踏まえて営農活動を行うこと、および断水期間の生活水確保手段を講じる

ように、東ティモール国側関係者間の調整を行う必要がある。 

(4) 鋼製ゲートなど資機材の調達管理 

取水施設や灌漑水路の鋼製ゲートの調達は、パーツを日本から輸入しインドネシアなどの第三国で製

作・組立てを行う。本プロジェクトは 5～10月の一乾期のみを利用した工事工程を計画していることか

ら、建設機械、資機材を適正に調達・配置するとともに、鋼製ゲートの据付けが工事完成に影響するこ

とに留意し、調達管理を行う必要がある。 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

(1) 施工区分 

 本計画を無償資金協力によって実施する場合の日本国側実施範囲と東ティモール国側実施範囲の区

分は、表 3-47のとおりである。 

表 3-47 事業実施範囲区分 

 
項 目 日本側実施範囲 東ティモール側実施範囲 

1) 建築施設建設(ｱｸｾｽ道
路、機材収納庫) 

用地造成、アクセス道路建設、機

材収納庫、水門管理棟建設 
全ての用地を確保(立木、用地補償含む)
建築施設内の一般事務所家具・器具 

2) 灌漑施設の改修建設 造成、灌漑施設の建設 全ての用地を確保(立木、用地補償含む)
3) 改修水路拡幅建設 水路拡幅改修 全ての用地を確保(立木、用地補償含む)
4) 水路に並行して設け
る維持管理通路用地 

維持管理通路の建設 全ての用地を確保(用地補償含む) 

5) 水路橋護岸工事 護岸構造物の建設、仮設用地の建

設・撤去、ｱｸｾｽ道路の建設・撤去

全ての用地を確保(用地補償含む) 

6) 改修工事に伴う仮設
工事(資材置場、仮建
物、仮設道路、迂回

水路等) 

仮設用地の盛土・整形・復旧 
資材置場、仮建物、仮設道路、迂

回水路の建設・撤去 

必要な用地(民地、国有地)の確保(用地補
償含む) 

7) 水路改修工事に伴う
仮設通路・作業場(水
路の両側に沿って) 

仮設通路の設置復旧、作業場所の

整地・復旧 
必要な用地(民地、国有地)の確保(用地補
償含む) 

8) 門扉・フェンス 建築施設の門扉・フェンスの建設 － 
9) 新設 3次水路 基本設計計画 新設 3次水路建設工事 

10) 灌漑用水 － 5 月始めから 11 月末までの灌漑配水停
止の実施、必要な場合には代替の配水策

を講じる 
11) 水供給 工事用目的の仮設取水設備の建

設・撤去(河川水あるいは地下水を
使用) 
建築施設建物内の水供給システム

工事に伴って発生する断水に対する代

替策の実施 
建築施設に対する外部からの給水工事 

12) 電気供給 工事用目的の自家発電設備の設

置・撤去 
建築施設建物内の電気工事 

建築施設に対する外部からの配電工事 

13) 通信設備 工事用目的の仮設通信設備の設

置・撤去 
建築施設建物内通信施設及び外部から

の引き込み 
14) 排水設備 建築施設建物内の排水施設 建築施設外構排水工事および外部公共

排水溝への接続 
15) 銀行口座開設および

支払手数料 
－ APアドバイス手数料 

支払手数料 
16) 製品の輸入通関 日本および第3国から東ﾃｨﾓｰﾙ国荷

揚げ港までの海上(航空)輸送費、お
よびﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻｲﾄまでの輸送費 

荷揚げ港における輸入製品に対する関

税の免除手続きと通関の便宜 

15) 製品および役務に課
される関税、国内税 

－ 日本人に対する支払いの免除 

16) 改修施設の適切な使
用と維持管理 

－ 当無償資金協力で改修される施設の適

切な使用と維持管理 
17) ソフトコンポーネン

ト計画 
水管理指導操作専門家および組織

運営指導専門家の派遣、および指

導に必要な資機材 

WUAの設立・運営 
IWMD 水管理組合ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、WUA 担
当者、DIO 職員、ｹﾞｰﾄ操作人(2)、WUA
幹部(4)、その他希望者 
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(2) 資機材の調達計画 

調達区分は表 3-48のとおりとする。 

表 3-48 資機材の調達区分 

調達区分 
品 目 

現地 日本 第三国
区分理由 備 考 

工事用資材      
1) 鉄 筋（異形鉄筋） ○   コスト・品質 インドネシア製 
2) セメント ○   コスト・品質 インドネシア製 
3) 細骨材・粗骨材 ○   コスト・品質  
4) 混和剤（AE減水剤）  ○  コスト・品質  
5) 石 材（石積用） ○   コスト・品質  
6) 木 材（丸太、型枠用、製材） ○   コスト・品質  
7) 合 板 ○   コスト・品質 インドネシア製 
8) 足場用パイプ、足場板  ○  小数量  
9) 型枠部材（フォームタイ等）  ○  小数量  

10) 塗装材（ペイント等） ○   コスト・品質  
11) 煉 瓦 ○   コスト・品質  
12) 鋼製手摺  ○  コスト・品質  
13) 止水板、目地板  ○  小数量  
14) タイル、木製扉 ○   コスト・品質  
15) 内装材料（屋内用ペイント等） ○   コスト・品質  
16) 屋根防水材料（シーリング材）    コスト・品質  
17) 電線、給配水管材料（PVCパイプ） ○   コスト・品質  
18) ガソリン、軽油 ○   コスト・品質  
19) 鋼製ゲート（取水、土砂吐）   ○ 品質 インドネシア 
20) 鋼製ゲート（分水ゲート）   ○ 品質 インドネシア 
建設機械      

1) 掘削積込み用重機 ○   短工期 現地レンタル 
2) 運搬車輌 ○   短工期 現地レンタル 
3) 乗用車 ○   短工期 現地レンタル 
4) クレーン類 ○   短工期 現地レンタル 
5) 締固め用機械（盛土/舗装） ○   短工期 現地レンタル 
6) コンクリート製造プラント ○   短工期 現地レンタル 
7) コンクリートミキサー車 ○   短工期 現地レンタル 
8) コンクリートバイブレーター ○   短工期 現地レンタル 
9) コンクリートブレーカー ○   短工期 現地レンタル 

10) 水中ポンプ  ○  現地調達不可  
11) 発電機（45～50 KVA）  ○  現地調達不可  
12) 発電機（2または 5 KVA)  ○  現地調達不可  
13) 鉄筋切断、加工機 ○   短工期 現地レンタル 
備考：インドネシア製の鉄筋の品質規格は、日本の規格 SD295相当品として ASTM40[300]が入手

可能、また SD390相当として ASTM60[420]が入手可能である。 
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3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) コンサルタントの業務内容、要員計画 

① 実施設計 

実施設計におけるコンサルタントの業務は、以下のとおりである。また、要員としては、各分野の設

計内容を取りまとめる業務主任（1名）の他、水理構造物/土木設計技師（3名）、機械整備技師（1名）、

建築技師（1名）、積算･調達計画担当（1名）、入札図書作成担当（1名）、詳細図面作成担当（1名）の

計 8名の配置を計画する。 

1) 実施設計に必要な現地調査業務および実施設計 

2) 基本設計時に行った積算の見直し 

3) 詳細図面および入札図書の作成、など 

② 施工監理 

施工監理におけるコンサルタントの業務は、以下のとおりである。監理体制としては、施工監理技術

者（1名）が全体の総括をし、施工期間を通じて全体の工事管理を行う常駐管理者（1名）を配置する。

また、スポット監理としてゲートの据付管理検査を行う機械設備技師（1名）、工事終了時に完成検査に

立ち会う検査員（1名）の計 4名を本邦から配置する。また、上記常駐管理者の補助として、第三国か

ら補助技術者（2名）の常駐監理を計画する。 

1) 入札業務の代行と入札評価および契約交渉への立会い、施主との協議 

2) 施工図面の承認、ゲート設備の基本仕様の作成 

3) 建設工事における工程・品質・安全の管理 

4) 鋼製ゲートの据付検査 

5) 出来高検査、竣工検査、瑕疵検査の実施、など 

(2) 施工監理計画・体制 

本工事は、既設の灌漑水路施設の改修を 1回の乾期を利用して建設機械、資機材を集中投下し改修を

完了させるものであり、東ティモール国外から調達する鋼製ゲートの製作・据付はクリティカルな工種

であるため、緻密な施工調達管理、工程管理および品質管理を行う。また、現場工事事務所、宿舎は、

短工期集中施工体制を速やかに確立するために既設民家を借上げて改造する計画とし、マリアナ町内あ

るいは近傍に設け、改修工事全般の管理を行うこととする。また、ディリに連絡事務所を設け、各現場

からの連絡中継、相手国政府、実施機関事務所、JICA東ティモール事務所、日本大使館との連絡調整、

ディリにおける資機材の調達を行う計画とする。 

(3) 安全管理計画 

マリアナ町が位置するボボナロ県は、インドネシアとの国境に隣接しており、ブロボ町付近の国道と

インドネシア国境の間は立入禁止である。また、マリアナ町内には国連警察と東ティモール国警察隊が

配置されており、治安は安定している。緊急時の連絡手段としては、携帯電話による通信手段を確保す

 3-71



 3-72

ることとする。退避路としては国道を使い南下しスアイ町方面、または北上し首都ディリに到達するこ

とが可能である。医療施設としては、マリアナ町内に病院施設があり、英語を話す医師（東ティモール

人とロシア人）4人が常駐しており、軽い病気や怪我の治療が可能である。重病、重傷の場合はディリ

市の病院まで運び治療を受けることができ、必要に応じてオーストラリアのダーウインまたはシンガポ

ールで最新の治療を受けることが可能である。 

3-2-4-5 品質管理計画 

出来高・品質の管理については、工種ごとに検査・記録を行い契約書に定めた仕様・構造・機能を満

たし、MAFF関係者、コンサルタント、建設業者の3者の合同月例会議を開き、工事の進捗状況の把握と

問題点の解決を図る。品質管理の内容は表3-49に示すとおりである。 

表 3-49 品質管理の内容 

工 種 管理項目 方 法 
1.切盛土 法勾配、締固度 目視、寸法・高さ測定、粒度分布、

現場密度試験 
2.コンクリート 骨材（砂、砂利） 粒度試験、比重 
 セメント 品質保証書の検査 
 コンクリート打設 スランプ、空気量、水/セメント比 
 コンクリート強度 養生方法、圧縮強度試験、クラック 
3.型枠工 設置位置 固定位置・方法 
4.鉄筋工 強度、配筋 引張強度、配筋配置検査 
5.練石積 石材、モルタル 石材寸法、砂/セメント配合比 
6.鋼製ゲート据付 据付精度、機能 据付位置測定、運転試験 
7.構造物出来形 出来高寸法 寸法測定、写真撮影 
8.環境 環境管理計画（EMP） EMPに準拠 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

鋼製ゲートは品質・耐久性を考慮し、インドネシアなどの第三国のメーカーがコンサルタントの示

す基本仕様を元に設計し、パーツを日本から調達し、製作・組立てる。また、型鋼、鋼製足場、止水板

など東ティモールや第三国で調達困難な資材については日本から調達する。建設機械は水中ポンプや発

電機など現地調達に時間を要するものを除く、レンタル可能な運搬車両、クレーン、コンクリートミキ

サー車については東ティモールにて調達する。 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導計画 

本事業では調達する取水堰周りの土砂吐、取水、排砂ゲート等、また用水路の分水ゲートは全て手動

式であり、その開閉操作方法に困難さはないため、本工事を受注する建設業者の日本人技術者が施設の

引渡し時に指導を行うものとする。なお、土砂吐ゲートと取水ゲートの連動操作による取水量の確認や

洪水時のゲート誤操作による過剰堆砂防止にかかる技術指導は、ソフトコンポーネント計画の中で実施

するものとする。 
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3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景、解決すべき課題 

① 水管理組合（WUA）の強化 

MAFFは、「灌漑施設の維持管理に係る政策（案）」に沿って、マリアナ I灌漑地区では 2006年 3月に

WUA が設立された。施設の改修 11 年目以降、灌漑施設の運営･維持管理、補修の全てを移管する意向

である。今後 WUA が自ら水利費を徴収し、維持管理（O/M）費を賄う必要があり、設立された WUA

の運営強化が急務となっている。 

世銀は農業復興事業（ARP）の一環で、WUA 強化にかかるシステムの構築や人材育成を目的とする

ARP 3（2004年～）を展開している。この中で提案されているWUAの組織化・強化手順は図 3-12のと

おりである。 

第1段階：MAFFのみによる活動 第4段階：WUA/MAFFによる活動
1) 受益者への改修事業の説明 （第3回ｺﾐｭﾆﾃｨ会合の開催）
2) WUA設立に向けてのDIOへのﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 1) 法規の合意
3) ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙ(LC)の雇用とﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 2) MAFFによるWUA証明書の発行（WUA設立）
4) DIOとLCによるﾊﾟｲﾛｯﾄWUAの選定 3) 灌漑用水量と水利費に係る協議

4) 灌漑区域ﾏｯﾌﾟの作成
第2段階(a)：MAFFのみによる活動 5) ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟの申請
（第1回ｺﾐｭﾆﾃｨ会合の開催） 6) 水利費徴収額の決定

1) 灌漑ｽｷｰﾑの改修目的､ｺﾐｭﾆﾃｨの役割説明 7) WUA集会所の建設、事務所備品の設置
2) 組合幹部(BOD)の責務説明 8) OMﾏﾆｭｱﾙ､運営費の検討

9) 帳簿､ﾃﾞｰﾀ管理の検討
第2段階(b)：ｺﾐｭﾆﾃｨのみによる活動

1) 既存2,3次水路毎の受益者ﾘｽﾄの作成 第5段階(a)：MAFFのみによる活動
2) 組合幹部(BOD)の選挙 1) WUA-BOTへの維持管理、組織運営に係る訓練

第5段階(b)：WUA/MAFFによる活動
1) WUA活動のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの開始

第3段階：ｺﾐｭﾆﾃｨ/MAFFによる活動 2) 女性を含むｺﾐｭﾆﾃｨ満足度確認
（第2回ｺﾐｭﾆﾃｨ会合の開催） 3) 灌漑区域ﾏｯﾌﾟの確認

1) 灌漑システムの説明 4) WUAへの水管理移管の手続き準備
2) 維持管理､水利費徴収意義､ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟの説明 5) 1年目の灌漑機能の評価開始
3) WUA集会所の建設位置検討 6) MAFFの活動に対する評価
4) WUA-BOT組織の確認 7) WUA組織運営の評価

8) WUAの受益者への対応に関する評価
9) WUA戦略再構築の検討

マリアナI地区の現段階

 

図 3-12 世銀プログラム（ARP3）提案による WUA 組織化・強化手順  

MAFF は、マリアナ I 事業でもこの手順により、WUA を組織強化するとしており、現在の進捗状況

は第 2段階の終了時点にある（2007年 2月現在）。 

② ラクロ灌漑施設緊急リハビリ事業の教訓 

我が国資金により UNOPS が実施したラクロ灌漑緊急リハビリ事業は、東ティモール独立前の 2000

年 11月に着手し、2003年 12月完工に到っている。同事業ではWUA組織化・維持管理専門家の投入に

より、WUA が設立され、その運営強化と WUA へのゲート操作を含む取水施設運用にかかる実地訓練

が実施された。 

しかしながら、事業開始当初におけるWUAの設立意義、施設内容、O/M方針、会計処理方法などに

対する説明不足による、1)受益者とのコンセンサス不足が生じ、また 2)施設改修後の実地訓練の不足に



より、ゲート操作機能の発現が不十分であり、適切な水管理が実施されていないと指摘されている。 

(2) ソフトコンポーネント計画の必要性 

① 施設の維持管理にかかる啓発活動の必要性 

インドネシア統治時代、O/M費のほとんどを政府が賄っていた現実から、灌漑施設が改修されたにも

かかわらずWUA組織化の概念が低く、取水施設運用、施設の O/MをWUA自らが実施する意識に乏し

いと考えられる。従って、WUA 組織化当初に改修される灌漑施設の機能、O/M 方針、WUA 運営意義

および事業から得られる恩恵を説明・啓発し、水利費徴収方法、徴収額、組織運営体制、WUA 規定な

どに対する初期の受益者間のコンセンサス形成が重要となる。 

② 新規に建設・調達される施設の維持管理 

1) 新規に導入する土砂吐ゲート、取水口ゲートは、①取水口前の土砂を効果的に除去し、②沈砂

池へ流入する土砂を軽減し、③過度の取水による堆砂の防止、④洪水時の土砂流入制御（洪水

制水）、を行い、WUA の土砂排除にかかる労働負担を軽減することを目的の一つとしている。

従って、各種ゲートの連動した操作指導への十分な技術支援が必要となる。 

2) 改修される沈砂池排砂ゲート、水路取水工ゲートについても維持管理上の不備から現在操作不

能となっており、維持管理概念および方法の知識･情報が不足していたと考えられるため、改修

後の施設の運用指導が不可欠である。 

3) 限られたブロボ川水源量を効果的に末端受益地へ配水すべく、幹線水路および 2 次水路に新規

に設置されるスライドゲートを活用した適正な水管理を行い、計画される灌漑ローテーション

に合致した水管理指導を行う必要がある。 

(3) ソフトコンポーネントの目標 

MAFFはWUAへの補助金拠出を 6年目から O/M必要額の 30％に減額することにしており、WUA設

立後の活動状況、施設の O/M 状況を評価の上、過去の水利費徴収額および MAFF 補助金の妥当性を検

証することが不可欠である。6 年目から新しい水利費徴収体系の運用を開始するとすれば、5 年目中に

は WUAと合意に達していることが必要となることから、4 年目には過去 3 年間の評価を実施すること

になる。従って、その評価時期に合わせて 3年後をソフトコンポーネントの達成目標年とする。本無償

資金協力終了後 3年間で達成される目標を以下とする。 

a)健全に強化された WUA が、b)水利費を継続的に徴収し灌漑施設を適正に運営・維持管理すること

により、c)効率的な取水・水管理が実施される。 

また、ソフトコンポーネント計画の技術支援過程において、先方実施機関（MAFF、IWMD、ボボナ

ロ県農業事務所）に活動内容を事前に説明し、受益者への指導が実施機関側主導で行われることにより、

WUA組織運営、水管理に対する理解、およびWUAに対する指導能力が向上する。 
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(4) ソフトコンポーネントの活動（業務）内容・規模およびその成果 

① ソフトコンポーネントの活動（投入内容） 

ソフトコンポーネントの成果（直接的成果）を達成するために必要な活動を表 3-50のとおり計画する。 

表 3-50 ソフトコンポーネントの成果と活動内容 

ソフトコンポーネント成果 
（直接的成果） 必要な活動内容 

(1)組織運営に関わる分野  
1)灌漑施設の適切な運営･維持管
理の必要性が理解される 

1) ワークショップを通じて、既存組織の実態を聴取し、O/M方法、水管
理、灌漑ローテーションの問題点、社会条件を把握する。 

2) オリエンテーションを通じて、WUAの定義、責務、組織運営の意義
を説明する。 

3) WUA規定マニュアル(案)を作成する。 
2)支払い可能な水利費徴収額､徴
収方法が決定される 

1) 必要水利費徴収額にかかる受益者アンケート調査を実施する。 
2) 3次水路建設のための運営組織をグループ化する。 
3) 水利費徴収方法、水利費額に関わる PCMワークショップを開催する。
4) 財務収支、データ管理、会計処理方法の指導に関わるワークショップ
を開催する。 

(2)水管理指導に関わる分野 
1)土砂吐、取水口、沈砂池および
水路取水工ゲートが適切に連

動操作される 

1) ラクロ灌漑地区へのスタディツアーを実施する(WUA幹部 4名､ゲー
ト操作人 2名、その他希望者を想定)。 

2) 水管理に関わる実地訓練を実施する。 
2)末端 3次水路まで灌漑用水が
配水される 

1) 灌漑区域、3次水路掛かりマップを作成する。 
2) ワークショップを通じて、作付、灌漑ローテーションにかかる問題点
を抽出し、水配分計画を策定する。 

3) 水管理に関わる実地訓練を実施する。 
3)組合員が活用可能、かつ実践的
な水管理マニュアルが作成さ

れる 

1) 水管理マニュアル(案)を作成する。 
2) 水管理マニュアル(案)を活用し、実地訓練を通じて同マニュアル(案)
の問題点を抽出し修正を加えて、水管理マニュアルを完成する。 

 

また、WUAの組織化からモニタリングまでは、以下の段階で構成される。 

A. 水管理組合（WUA）組織化に向けての準備､基本合意：実施済 

B. WUA組織化のためのワーキンググループ（WG）設置：実施済 

C. WUA組合幹部選挙（2006年 3月実施済） 

D. 組織運営強化啓発、維持管理必要性啓発（詳細設計時） 

E. WUA設立段階、WUA規定マニュアルの完成（改修工事開始時） 

F. 水管理、施設・ゲート運用操作の理解、組織強化、オーナーシップ醸成段階（改修工事中） 

G. 実地訓練（改修工事完了直後） 

H. 水利費徴収、モニタリング、WUA組織改善段階：世銀プログラムに準ずる 

 

上記段階の内、D（一部）、Fおよび Gの段階を本件ソフトコンポーネント計画の対象とする。なお、日

本側投入量として、水管理指導専門家（本邦コンサルタント）2.3 MM および組織運営指導専門家（ロ

ーカルリソース）2.0 MM、合計 4.3 MMを計画する。 
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② 実施工程および投入計画 

計画の実施工程および投入計画は、図 3-13のとおりである。ソフコン活動の実施工程として、MAFF

側主導による WUA の幹部選挙（2006 年 3 月実施済）終了後、1)詳細設計（D/D）時、2)維持管理施設

棟完成時、および 3)マリアナ I 灌漑施設改修直後の灌漑開始時の 3 段階で行うこととし、日本側投入

4.3M/Mおよび東ティモール側投入計 108.5 M/Mを計画する。 

図 3-13 ソフトコンポーネント計画の実施工程および投入計画 

工　程 1年目 2年目 3年目
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M

プロジェクト全体
1. 事業化調査
3. E/N締結
4. 実施(D/D)設計－業者入札
5. ゲート調達､輸送､据付
6. 建設工事－E/N期間終了
ソフトコンポーネント計画
1. 実施設計（D/D）時 0.5ヶ月

2. 機材収納庫完成時 1.5ヶ月

3. 灌漑施設改修後灌漑開始時 1.5ヶ月

4. 報告書

日本側投入計画 計4.3MM
1. 水管理指導専門家(本邦ｺﾝｻﾙ1名) 0.8MM 1.5MM 2.3MM
2. 組織運営指導専門家(ﾛｰｶﾙﾘｿｰｽ1名) 0.5MM 1.0MM 0.5MM 2.0MM
東ティモール側投入計画 計108.5 MM
1.  IWMD水管理組合アドバイザー(1名） 3.5 MM
2. 水管理組合担当者、DIO(計2名) 7.0 MM
3. ゲート操作人（計2名） 7.0 MM
4. 組合員幹部（計4名） 14.0 MM
5. グループ長（計27名） 77.0 MM

：雨期 ：乾期

進捗状況報告書 完了報告書
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③ 実施体制と対象者 

ソフトコンポーネント計画の実施体制および対象者は、図 3-14を想定する。本計画は実施機関である

MAFF、IWMD主導の下、本邦コンサルタント（1名）および NGO（1名）が実施のサポートを行うも

のとする。また、直接の対象者を水管理組合の幹部構成員である組合長（1 名）、副組合長（1 名）、会

計（1 名）、書記（1 名）、およびマリノ、ゲート操作人（2 名）、ラマスコラ 2 次水路（16 名）、リタバ

ウ 2次水路（11名）各々グループリーダーの合計 33名とする。 

図 3-14 ソフトコンポーネント計画の実施体制 

3-2-4-9 実施工程 

は、乾期の 5～11月まで灌漑用水の断水を行い、この間に建設資源を集中投下して、

効率よく取水堰などの河川構造物および水路施設の改修を実施する計画とする（次頁図 3-15事業実施工

程表を参照）。 

AC: Agriculture Coordinator

DIO: District Irrigation Officer

組合長(1)

副組合長(1)

会計(1) 書記(1)

リタバウ2次水路グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(11)

マリアナI灌漑地区受益者（約1,500世帯）

ｹﾞｰﾄ操作人(2)

水管理組合

( )内 は人数を示す

ソフトコンポーネント計画

NGO(1)本邦ｺﾝｻﾙ(1)

IWMD水管理組合ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(1)

支援

ﾎﾞﾎﾞﾅﾛ県知事(1)

指導

MAFF

MAFF地域農業事務所-III
AC(1)､DIO(1)､
WUA担当者(1)

村長(5)

ラマスコラ2次水路グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(16)

実施

 

 本工事の実施工程
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　　　 月順

項  　　　  目

鋼製ｹﾞｰﾄ調達

図 3-15 事業実施工程表

雨期

実施設計

乾期 雨期 乾期

ゲート ( 扉体 /戸当り ) 製作 ・輸送

契　約

業 者 契 約

入 札 業 務 （ 公 示 、 図 渡 し ）

12 14 15 16 1813 175 6 1941 873 9 102 11

入 札 図 書 承 認

国 内 解 析 / 詳 細 設 計

コ ン サ ル タ ン ト 契 約

交 換 公 文 調 印 (E/N)

入 札 図 書 作 成

鋼 製 ゲ ー ト 据 付 工

ラ マ ス コ ラ 水 路 施 設 改 修 工

取 水 堰 / 護 岸 工

準 備 工 ・ 仮 設 工

水 路 橋 法 面 防 護 工

幹 線 水 路 施 設 改 修 工

取 水 堰 / 土 砂 吐 工

取 水 堰 / 固 定 堰 ・ エ プ ロ ン 工

取 水 堰 / 護 床 工

取 水 堰 / 沈 砂 池 工

入 札 / 入 札 評 価

施設建設工程

跡 片 付

リ タ バ ウ 水 路 施 設 改 修 工

ソフト
コンポーネント

水 管 理 指 導

水 門 管 理 棟

機 材 収 納 庫

組 織 運 営 指 導

E/N

（輸送）
(据付）
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3-3 東ティモール国側分担事業の概要 

(1) 事業用地の確保および補償 

本事業での用地確保は、東ティモール国側が事前に手続きを決めて進める必要があるため、MAFFを

通じて、以下の手順で事業用地の確保を図る。 

1) 地元受益者、MAFF、土地収用に関する関係省庁、関係地域（県および郡）間の連携組織を設立す

る。 

2) 基本設計現地調査時に得た関係者との住民合意レターの遵守を確認し、詳細設計時には土地使用

者および占有者と個々の合意形成を行い、用地確保を確実にする。 

3) 用地確保費用（補償）については、詳細設計完了時に、用地取得に関する図面（場所、面積など）

を整理し補償の範囲を明確にし作業を容易にする。 

また、MAFFは、事業用地を確保する上で以下の点に留意することが求められる。 

1) 立木の伐採を伴う場合は、これまでに生育コストが投入されていること、および将来の期待収益

に対して損失を与えることから、補償を行う。 

2) 拡幅にあたっては、住居に支障とならないよう、横断形状の工夫など設計上の配慮を加える。ま

た、仮設道路設置など、国有地以外の土地に工事ヤードを設置する場合は、借地形態となるため、

必要な費用を計上する。 

上述より、事業の実施に伴う用地確保にかかる東ティモール国側分担内容としては、以下の項目が予

想される。 

1) 灌漑水路の拡幅のための用地確保および立木の伐採にかかる補償費用 

2) 取水堰仮廻し水路工事用ヤード、仮設道路設置に伴う用地の借地費用 

3) 水路橋護岸工事ヤードおよび仮設道路設置に伴う用地の借地費用 

4) 機材収納庫、水門管理棟の建築施設関連および進入路建設に伴う用地補償費 

5) 新設 3次水路建設費（受益者の労働負担で経費は発生しない）、など 

(2) 用地確保上の配慮事項  

地元自治体や住民からのヒアリングや他事業の事例から得られた情報と、それに基づく用地確保上の

配慮事項は以下のとおりである。 

1) 基本設計現地調査時のワークショップにおいて、農民代表の土地の使用に関する同意書を得てい

るが、具体的に発生する農産物の収穫物や立木補償に関しては設計計画に基づき補償内容を確定

し、補償手続きを着工前に東ティモール国側が確実に実施する。 

2) 地元に直接的な裨益効果をもたらすことを常時啓発し、中央省庁や地方行政関係者と協力して地

元住民や代表者や土地使用者･占有者との合意、土地の移譲・明渡し、補償交渉をより円滑に進め

る。 

3) 用地問題の解決を円滑に進める上で、地元の雇用機会の増加を促す。 
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(3) 河川骨材採取に伴う許認可 

骨材採取と許可手続きおよび採石権（ロイヤリティ）の免責手続きについて、MAFFは、過去の実施

済灌漑事業および現在実施中の事業を参考に次の手続きを行う。 

1) 河川からの骨材採取に関しては、関係省庁の許可を得る 

2) 河川の治水面から交通・公共事業省（MTCPW）の許可を得る 

3) 環境面から環境開発審査担当局（SSECTOPD）の許可および事業実施の承認を得る 

4) 採石権に関してはMAFFの森林・資源部に免責手続きを取る 

5) 周辺自治体や住民コミュニティーへの説明とその了解を得る 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 維持管理体制・人員配置 

本プロジェクトでは、事業実施後にMAFFが「灌漑施設の維持管理に係る政策(案)」に従い、補助金

を拠出しながらも、施設の運営・維持管理については設立されるWUAに移管されることになっている。

但し、MAFFは IWMDボボナロ県農業事務所や県行政事務所を通じて、WUAの運営強化や維持管理に

かかるトレーニング、モニタリングを実施していくとしている。想定される維持管理体制および人員配

置は図 3-16のとおりである。 

組合長(1)

副組合長(1)

会計(1) 書記(1)

リタバウ2次水路グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(11)

マリアナI灌漑地区受益者（約1,500世帯）

ｹﾞｰﾄ操作人(2)

水管理組合(WUA)

( )内 は人数を示す

支援グループ

C.ﾎﾞﾎﾞﾅﾛ県行政事務所

B.MAFF地域農業事務所

村長(5)

ラマスコラ2次水路グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ(16)

支援

A.MAFF

IWMD灌漑水管理課長､ｽﾀｯﾌ(25)
IWMD水管理組合ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(1)

DAC､DIO､WUA担当者(3)

ﾎﾞﾎﾞﾅﾛ県知事(1)
ﾏﾘｱﾅSub-district事務所

D.ASC

DAC:Agricurture Coordinator
DIO:District Irrigation Officer
ASC:Agricurtural Service Center

支援

図 3-16 維持管理体制および人員配置 
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3-4-2 運営・維持管理の内容 

運営・維持管理の内容は、水管理組合（WUA）の運営、MAFFよるWUA幹部やゲート操作人への取

水施設の運用、水管理、ゲート操作にかかる指導、モニタリング、また受益者、グループリーダーによ

る分水作業、ゲート維持管理、施設補修、水路の浚渫などで構成され、表 3-51に示すとおりである。 

表 3-51 運営・維持管理の内容 
項 目 内 容 負担区分 

A. WUAの運営 幹部 4名がWUAの運営にあたる 受益者 
B. MAFFによる水管理、ゲー
ト操作指導、モニタリング 

MAFF傘下の DIO、O/Mコーディネーターが
施設の運用にかかる訓練、モニタリングを初

期の 10年間実施する 

MAFF  

C. 取水施設、幹線、2次水路
の分水作業 

ゲート操作人（2名）およびグループリーダ
ー（22 名）が取水施設、水路分水ゲートの
操作を実施する 

受益者 

D. ゲート維持管理 
（取水施設：8門） 

1)注油：毎年 1度ゲートスピンドル（巻き上
げ軸）部への注油を行う 

受益者 

（分水施設：65門） 2)再塗装：7年毎 1度 3年に分けてゲートの
再塗装を行う 

受益者 

 3)水密ゴム：15 年毎 1 度 3 年に分けてゲー
トの水密ゴムを交換する 

受益者 

E. 施設補修費 
（護床工、護岸、水路法面） 

取水施設、水路橋の護床工、石積護岸擁壁お

よび幹線、2次水路の法面石積部分を 1年に
一度点検し、必要に応じて補修を行う 

受益者 

F. O/Mルーティンワーク 沈砂池の排砂作業、水路浚渫作業、排砂作業、

水路の草取をルーティンワークで行う 
受益者 

（労務負担）
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、7.381 億円と見積もられる。このうち日

本側負担は約 737.8百万円であり、東ティモール側負担は 0.34百万円である。先に述べた日本と東ティ

モール国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記(3)に示す積算条件によれば、次のとおりと見積

もられる。ただし、ここに示す金額は概算事業費であり、交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本側負担経費： 約 737.8 百万円 

表 3-52 日本側負担経費 

                           概算総事業費 約 737.8百万円
費  目 概算事業費（百万円）

取水施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1,740m3、練石積

190m3、土砂吐ｹﾞｰﾄ 2門、取水口
ｹﾞｰﾄ 2門、沈砂池排砂ｹﾞｰﾄ 1門

192.2 

幹線水路工 練石積ﾗｲﾆﾝｸﾞ、水路取水工ｹﾞｰﾄ 1
門、排砂ｹﾞｰﾄ 1 門、水路橋練石
積護岸 240m3

164.0 

ラマスコラ 2次水路 練石積造ﾗｲﾆﾝｸﾞ、分水工 13箇所、
落差工 2箇所他 124.2 

リタバウ 2次水路 練石積造ﾗｲﾆﾝｸﾞ、分水工 15箇所、
落差工 17箇所他 155.1 

施設 

建設共用施設 水門管理棟 14.7m2、機材収納庫

68m2、ｱｸｾｽ道路 29.8 

665.3

実施設計・施工監理・ソフトコンポーネント 72.5

   ※ 概算事業費は即交換公文（E/N）上の供与限度額を示すものではない。 

 

(2) 東ティモール国側負担経費：  2,841 US$ （0.34 百万円） 

① 水路の拡幅用地収用費 720 US$ (0.086百万円)  

② 同上、立木補償費 150 US$ (0.018百万円)  

③ 取水堰仮廻し水路工事借地用地費 202 US$ (0.024百万円) 

④ 水路橋護岸工事借地用地費 41 US$ (0.005百万円)  

⑤ 建築施設関連土地収用費 1,728 US$ (0.207百万円) 

⑥ 新設 3次水路建設費           受益者の労働負担で経費は発生しない 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点：    事業化調査現地調査終了時の平成 19年 3月とする。 

② 為替交換レート： 1 US$ = 119.59円 （現地通貨は US$とする） 

③ 施工期間：    施工期間は実施工程表の通り（9ヶ月） 

④ その他：     本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 年度別運営・維持管理と必要徴収額 

MAFFが行っている運営･維持管理（O/M）費の計算方法に沿って、本プロジェクトの必要 O/M費を

算定すれば、約 16～21 US$/ha/年となる。O/M費は、1)WUA設立後に組合幹部（4名）に支払われる手

当て、2)灌漑施設移管後のトレーニングやモニタリングに要する人件費、3)ゲート操作人やグループリ

ーダーが行うゲート操作に対する報酬、4)ゲート維持にかかる潤滑注油、再塗装、水密ゴム交換にかか

る費用、5)施設の補修費および 6)沈砂池、水路の浚渫作業や草取りに要するルーティン・ワークに要す

る労務費（実際には発生しない費用）で構成される。但し、(A)WUA幹部への手当てについては、WUA

設立後に受益者の合議制で決定されるため、表 3-54の算定には計上していない。 

表 3-53 改修後 25 年間各 5年毎の年間平均必要 O/M費（単位：US$） 
  各 5年毎の年間平均必要 O/M 費 (US$/年)   

 項 目 1-5 年 6-10 年 11-15年 16-20 年 21-25 年 備 考 
A.WUA 幹部手当て （未計上）      WUA幹部給与 4名 

1)DIO ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 240 240 - - - 10年目まで計上 B.指導に係る人

件費 2)OM ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1,800 1,800 - - - 10年目まで計上 

 3)取水ｹﾞｰﾄ操作 900 900 900 900 900 ｹﾞｰﾄ操作人として 11 年
目以降も計上 

C.取水施設､ 1)分水ｹﾞｰﾄ操作 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 22名 

幹線､2 次水路

の分水作業 

2)取水ｹﾞｰﾄ操作 180 180 180 180 180 取水ｹﾞｰﾄ操作人 1名 

D.ｹﾞｰﾄ維持費 1)注油 502 628 628 628 628 毎年 1回発生 

(取水施設) 2)再塗装 0 673 673 224 449 7年に 1回 3年に分けて

ｹﾞｰﾄ 8 門分 3)水密ｺﾞﾑ交換 0 0 623 1,246 0 15年に 1回 3年に分けて

(分水施設) 1)注油 632 790 790 790 790 毎年 1回発生 

ｹﾞｰﾄ 65 門分 2)再塗装 0 1,093 1,093 364 729 7年に 1回 3年に分けて

 3)水密ｺﾞﾑ交換 0 0 810 1,620 0 15年に 1回 3年に分けて

E.施設補修費 1)護床工 695 869 869 869 869 護床工直工費の 3％ 

 2)護岸工 2,190 2,737 2,737 2,737 2,737 護岸工直工費の 2％ 

 3)幹線水路 1,099 1,373 1,373 1,373 1,373 法面ﾗｲﾆﾝｸﾞ直工費 1％ 

 4)ﾗﾏｽｺﾗ 2次水路 2,116 2,645 2,645 2,645 2,645 法面ﾗｲﾆﾝｸﾞ直工費 1％ 

 5)ﾘﾀﾊﾞｳ 2次水路 2,135 2,668 2,668 2,668 2,668 法面ﾗｲﾆﾝｸﾞ直工費 1％ 

F.O/M ﾙｰﾃｨﾝﾜｰｸ 1)浚渫作業 801 801 801 801 801 排砂作業：267 m3/年 

(労務分) 2)水路草取 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 草取総延長 10.7 km/年 

運営･維持管理(O/M)費計 (US$/年) 17,539 21,647 21,040 21,296 19,018  

ha 当り年間平均 O/M 費(US$/ha/年) 16.7 20.6 20.0 20.3 18.1 対象面積：1,050ha 

注 1）上表、項目 A,B,CはWUA設立後、組合員の合議制により決定される。B,Cの O/M費はMAFFの暫定値である。 
注 2）Fは受益者の労務分であり、実際の経費は発生しない。 

 

(2) 年間運営・維持管理（O/M）費と水利費徴収額との収支 

「灌漑施設の維持管理に係る政策(案)」に従い、MAFF補助金を考慮するとして、年間全体 O/M費の、

①70％を補助する初期の 5 年間を第 1 周期、②30％を補助する 6～10 年目を第 2 周期、および、WUA

へ完全移管し、③MAFF 補助金が無くなる 11年目以降、ゲートの再塗装費（7 年毎）、水密ゴムの交換

（15年毎）の発生が一周する 25年目までを第 3周期として、周期毎に必要な年間平均 O/M費を算定す

れば、表 3-55のとおりとなる。 
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表 3-54 改修後 10 年間のMAFF補助金を見込んだ場合のWUAからの必要徴収額 
 周期 第 1周期 第2周期 第 3周期 

項 目  1-5年 6-10年 11-15年 16-20年 21-25年 平均 
年間平均 O/M費 (US$/年) 17,539 21,647 21,040 21,296 19,018 20,451
MAFF 補助金: 
(1-5年：70%､6-10年:30%) (US$/年) 12,277

(70%)
6,494
(30%) 0 0 0 0

WUAからの 
年間必要徴収額 (US$/年) 5,262 15,153 21,040 21,296 19,018 20,451

ha 当り平均必要徴収額 (US$/ha) 5.0 14.4 20.0 20.3 18.1 19.5

 

上記、年間の必要 O/M費より水利費の徴収方法を検討する。必要 O/M費を以下の条件で水利費とし

て徴収するとして、改修後 25年間の水利費徴収額の収支計算は、「資料 8-12年度別運営維持管理費およ

び水利費徴収額の収支計算」に示すとおりである。 

O/M費と水利費徴収額の収支計算条件 

1) 年間必要 O/M 費を賄える額とし、ゲートの再塗装（7 年毎）、水密ゴムの交換時期（15 年毎）に

備え、水利費徴収残額の積立てを行い、周期毎に積立赤字が生じない水利費額を設定する。 

2) 年金利 1.5％を見込む。 

3) 上記水利費額の内、雨期における作付面積（75％）相当分を定額徴収とし、乾期分（25％）を出

来高徴収とする。 

4) 上記水利費出来高徴収分の内、確率渇水年を考慮し、5年に一度は 80％の出来高徴収とする。 

表 3-55 各オプションの改修後 25 年間における水利費徴収の考え方 

周 期 年間平均 

必要徴収費 
水利費徴収額 

1. 第 1周期：1～5年目
まで（5年間） 

5.0 US$/ha 左記、年間平均必要徴収額では、5 年に一度の渇水年
に不足が生じるため、水利費5.5 US$/haを徴収する。残
額は第 2 周期に発生するゲート再塗装に備えて積立て
る。 

2. 第 2 周期：6～10 年
目まで（5年間） 

14.4 US$/ha 左記、年間平均必要徴収額に見合う水利費では、6～8
年目の 3 年間の再塗装費を賄うことが出来ないため、
15.5 US$/haを徴収し、残額を積立て、第 3周期に発生
するゲートの再塗装（7 年毎）および水密ゴムの交換
（15年毎）に備える。 

3. 第 3周期：11～15年
目まで（5年間） 

20.0 US$/ha 

4. 第 3周期：16～20年
目まで（5年間） 

20.3 US$/ha 

5. 第 3 周期：21～25年
目まで（5年間） 

18.1 US$/ha 

第 3周期平均 19.5 US$/ha 

上記積立金および第 3 周期の平均必要徴収額 19.5 
US$に見合う水利費額では、12～17 年目までの 6 年間
に連続して発生するゲートの再塗装および水密ゴムの

交換費用を賄うことが出来ないため、20.5 US$/haを徴
収する。 

6. 第 4周期 26年目以降 第 3周期の繰り返し 
 

 3-84



上記の収支計算結果は、表 3-57のとおり整理される。第 3周期の 12～17年目にゲートの再塗装と水

密ゴムの交換にかかる O/M費が集中することに備えて、20.5 US$/haの定額を同周期全般に亘って徴収

する。なお、25年間の合計徴収額は 428,610 US$と算定される。 

表 3-56 改修後 25 年間の各 5年毎の年間平均水利費徴収額と収支結果 
第 3周期 周期 

第 1周期 第 2周期
(a) (b) (c) 

 

MAFF補助 補助 70％ 補助 30％ MAFF補助なし 備 考 

年度 1-5年 6-10年 11-15年 16-20年 21-25年  

年間平均必要徴収額 (US$/ha) 5.0 14.4 20.0 20.3 18.1 MAFF補助金考慮 
水利費徴収 定額分 4.0 12.0 15.0 雨期面積相当 75% 
 出来高分 1.5 3.5 5.5 乾期面積相当 25% 
(US$/ha) 計 5.5 15.5 20.5 25年間合計徴収額：
各 5年後積立累計額(US$) 2,422 7,635 9,810 10,350 22,948 428,610 US$ 

 

(3) 水利費徴収額の妥当性 

⑦ 他事業との整合性 

本提案では、水利費徴収額を MAFF の補助金を考慮しつつ、初期 5.5 US$/ha から段階的に最大 20.5 

US$/haまで引き上げるものである。本事業の世銀 F/Sレポートでは、事業実施後の O/M費を 26 US$/ha

と算定し、これを水利費徴収額に設定している。また、MAFFは「灌漑施設の維持管理に係る政策(案)」

に準じて、現在改修中または改修を計画している灌漑施設に対して、世銀や国際コンサルタントの支援

の下、水利費徴収額の決定を義務付けており、予定徴収額を 20～25 US$/haと算定している。本事業で

提案している水利費徴収必要額にほぼ相当すると額と言える。 

⑧ 受益者の支払い意志額 

基本設計概要書説明時に現地マリアナ I地区にて、村長 5名、グループリーダー他を招聘しMAFF主

催によるワークショップが開催された（2006年 1月 14日）。この中で MAFFは、「①WUAの設立支援

を行い、モニタリングを行っていくこと、②施設の改修後、O/M費について初期 5年間は 70％、6～10

年は 30％の支援を行う」旨を表明した。その上で再度「6年目から MAFFの補助金が 70％から 30％に

減り、11年目からは完全になくなる」旨を認識させた上で、5名の村長に対して初期段階の水利費支払

い意志額を尋ねた。村長 5名の中で 1 US$/ha～10 US$/haまでばらつきが生じたが、長い協議の結果、「初

期段階で 5 US$/ha程度」との回答を得た。 

また、事業化調査時のワークショップ（2007年 2月 28日開催）では、WUA幹部およびグループリー

ダー間の協議で、「初期 5年間の水利費 US$ 5.5/haは問題のない額であり負担可能であり、6年目以降の

US$ 15.5/haについても収量が増収、安定すれば可能な範囲である」との一定の理解を得た。代かき用ト

ラクターのリース代が 60 US$/haも考慮すれば、灌漑が目に見える形で確実に行われ、収量が上がれば

将来 20.5 US$/haという水利費徴収額は妥当な範囲と判断される。 

⑨ 事業実施後の粗収益と水利費徴収可能額 

施設改修後のマリアナI地区受益者の粗収益を算定すれば、表 3-58 のとおりとなる。作付面積につい
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て、雨期において取水が安定することにより、灌漑水稲の作付が 1,050 ha可能となるが、乾期において

は水源が限られていることから、灌漑水稲 150ha、トウモロコシ 200 haを計画している。これら生産量

をASC（Agricultural Service Center）が設定する農産物購入価格で、受益者が販売するとして通年で545 

US$/haの粗収益が見込まれる。 

表 3-57 事業実施後の粗収益の概定 
  作付面積 単位収量 生産量 ASC購入価格 粗収益 

 (ha) (ton/ha)*1) (ton) (US$/ton)*2) (US$) (US$/ha)
1.雨期作 1)灌漑水稲 1,050 2.8 2,940 130 382,200 364 US$/ha
2.乾期作 1)灌漑水稲 150 2.8 420 130 54,600 
 2)ﾄｳﾓﾛｺｼ 200 2.7 540 250 135,000 
 小計 350 189,600 542 US$/ha
雨期乾期通年の粗収益 1,050 571,800 545 US$/ha
備考 *1)ベースライン調査結果による現況の最大単位収量を採用 

 *2)ボボナロ県 ASC事務所での聞取り調査結果 

灌漑施設の O/M を WUA に移管しているアジア諸国の例を見れば、フィリピンでは粗収益の 3～4％

程度を水利費として受益者から徴収している。また、メキシコでは 1980 年代より国家経済の破綻に直

面し、維持管理を WUA に移管するプログラムが着手されている。世銀支援の下、IIMI（International 

Irrigation Management Institute）が長期に亘って水利費徴収額の妥当性を調査しており、受益者が継続的

に支払う水利費は、粗収益の 3～5％程度であるという調査結果を示している。以上のことから表 3-59

のとおり、本事業の 11年目以降の水利費徴収額 20.5 US$/haは、粗収益の 4.0 %程度であり、妥当であ

ると判断される。 

表 3-58 水利費徴収額と粗収益比 
第 1周期 第 2周期 第 3周期 備 考 

周期 
1-5年 6-10年 11-15年 16-20年 21-25年  

水利費徴収額(US$/ha) 5.5 15.5 20.5 
粗収益比(%) 1.0% 2.8% 3.8% 

年間粗収益：
545 US$/ha 

 

⑩ 積み立て金運用への提案 

現在マリアナ I地区においてMicro Finance Instituteが年金利 18％でマイクロ・クレジット貸付を行っ

ており、一部の受益者が活用している。「資料 8-12年度別運営維持管理費および水利費徴収額の収支計

算」に示した水利費額積み立て収支によれば 11年目以降、15年間で 15,000 US$/程度の積立てが可能と

なる。ソフトコンポーネント計画の中で、この積立て金の運用を想定した財務管理を指導することによ

り、水利費徴収率向上への啓発も期待出来る。 

 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

(1) 環境社会配慮 

環境社会配慮に関して、MAFFは 2005年 4月に開発申請書を SSECTOPD へ提出した。SSECTOPD は

2005年 8月にスクリーニングのための現地調査を行い、カテゴリーBに分類されると判断し、環境ガイ
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ドラインに従い、EMPを策定するよう、MAFFに対して通達を行った（2006年 1月）。その後MAFFは

EMPを作成し、2007年 2月に同 EMPが SSECTOPDにより承認された。今後プロジェクトの実施に当

たり、EMPが確実に実施されるようモニタリング体制を構築する必要がある。 

(2) 水管理組合（WUA）の持続的な体制強化 

「灌漑施設の維持管理に係る政策(案)」によれば、MAFFはWUAの設立とその運営強化にかかる支

援を行い、灌漑施設改修後の 11年目には、その運営・維持管理をWUAに完全移管することになってい

る。その移行期間にMAFFは下記囲い記事に示した内容でWUAに対して、費用負担とモニタリングを

行うことが求められる。2006年 3月WUA組合幹部選挙は既に実施され、今後活動が本格化していくと

期待されるが、MAFF は灌漑施設改修後の適正な運営・維持管理の実現に向けて、WUA 体制強化のた

めの持続的な支援が必要不可欠である。 

 

「灌漑施設の維持管理政策(案)」の骨子 
 

(1) 修復または新規建設を問わず、すべての灌漑スキームに所属する裨益農民を組織化し、裨益農民全員を水管理組合（WUA）
に加入させる。 

(2) すべてのWUAを法人組織として登録する。 
(3) すべての裨益農民からWUAが定める一定額の水利費を徴収し、WUAはこれを保管し、必要に応じて灌漑スキームの維持管

理のために支出する。 
(4) 政府灌漑プロジェクトの枠内で実施する修復及び建設工事の範囲を超えるもの、例えば、灌漑水路システムの新規構築及び

それに伴う施設および構造物の設置に係る工事等は資金の調達も含めて全てWUAの責任でこれを実施する。 
(5) 改修が終了した灌漑スキームまたは新規に建設した灌漑スキームは全てWUAに引き渡され、WUAは施設の維持管理につい

て責任を持つ。ただし、施設引渡し後の最初の 5年間については、政府は種子ファンド（Seed Fund）を提供し、これによっ
て農民が実施する施設の維持管理活動を支援すると共に、農民が種子等を購入する際の資金援助を行う。なお、種子ファン

ドは、その全額を政府が拠出するのではなく、資金全体の 30%に相当する額は裨益農民が負担することを求めている。 
(6) 灌漑施設の維持管理に係る政府と農民間の費用分担については、以下のような方針を定めている。 
 

主要施設の修理に係る費用分担： 
（1年-5年） 政府が 70%を負担（内容は、現金、機材、燃料費、技術支援等） 

WUAは 30%を負担（内容は労働力の提供、材料の購入費等） 
（6年-10年） 政府が 30%を負担、 WUAは 70%を負担 
（11年目以降） 政府負担無し、 WUAが全額を負担する。 
小規模な修理に係る費用分担：水利組合がその全額を設立当初から負担するものとし、政府からの補助は無い。

 
(7) すべての県に灌漑システム管理委員会（Irrigation Systems Management Committee, ISMC）を設置する。灌漑システム管理委員

会は、政府関係者、WUA および NGO によって構成され、各県の灌漑スキームにおける農業生産に係わる問題（収穫量、病
虫害の発生、灌漑用水配分の問題等）および維持管理に係る問題をそれぞれの経験に基づき話し合い、その結果を農業生産

及び維持管理技術の向上に役立てる目的で設立するものである。委員会は各県の農業事務所の灌漑担当者が主催し、WUA幹
部はこれを支援することになっている。なお、規約では本委員会は農作業期間中少なくとも 3回、すなわち、灌漑開始前に 1
回、灌漑期間中に 1回及び灌漑終了後に 1回会議を持つことになっている。なお、県農業事務所の灌漑担当者は、WUA組合
員から農作業及びWUAに関する重要事項について会議の開催要請があった場合は、別途会議を招集し、問題の解決に当たる
としている。 

(3) 先方負担事項に対する予算措置 

協力対象事業を実施するにあたり、東ティモール側は水路の拡幅に伴う土地収用費、取水堰改修工事

の仮廻し水路および水路橋護岸工事にかかる借地費用などを負担する必要がある。その負担額は 2,841

ドル（約 34万円）程度と算定され、MAFFの年間会計予算 14,009千ドル（2006/07年度）を考慮すれば

小額であり、十分負担可能な範囲と判断される。他方、受益者負担による 3次水路建設（約 12 km）に

対して、MAFFは受益者への説明が求められ、その適切な支援、指導が必要となる（「表 3-53東ティモ

ール国側負担経費」参照）。 
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第4章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

4-1-1 直接効果 

(1) 固定堰の流失した 70cm 嵩上げ部を復旧することによる効果 

直接効果として、マリアナI固定堰の流失した 70cm嵩上げ部を復旧することにより、水源であるブロ

ボ川から現在十分な取水が出来ない状況を改善することがあげられる。その結果取水が安定し、表 4-1

のとおり雨期における最大取水可能量が現在の 0.88 m3/秒から 1.37 m3/秒となり、0.49 m3/秒増加する。 

表 4-1 農業用水取水可能量の増大 

 2007年（現在） 2009年（事業実施後） 
農業用水取

水可能量 0.88 m3/秒 1.37 m3/秒 

 
(2) ソフトコンポーネント計画実施による効果 

ソフトコンポーネント計画の実施によってWUAに灌漑施設の適切な運営・維持管理の必要性が理解

され、納得する初年度の水利費、徴収方法が決定される。また、土砂吐、取水口、沈砂池および水路取

水工ゲートが適切に連動操作されることにより、新規に建設される 3次水路まで灌漑用水が配水される。

さらにWUA組合員が活用可能、かつ実践的な水管理マニュアルが作成されることが期待できる。直接

成果とその成果達成度の確認内容、確認手段は表 4-2のとおりである。なお、アンケートによる成果達

成度の確認について、ソフトコンポーネント計画の実施前と実施後に、同じ組合員（受益者）に対して

同じ内容のアンケートを行うものとする。 

表 4-2 ソフトコンポーネント計画の目標と成果 

ソフトコンポーネントの目標

(無償終了後 3年を想定) 
ソフトコンポーネントの成果

（ソフコン終了時） 
成果達成度の 
確認内容 

確認手段： 
（時期、回数） 

(1)組織運営に関わる分野    
a) 水管理組合が健全に活動
する 

①灌漑施設の適切な運営･維

持管理の必要性が理解さ

れる 

・組合員の理解度 アンケート：（ソフ

コン実施前と実施

後の 2回） 
b) 継続的に水利費が徴収さ
れる 

②支払い可能な水利費徴収

額､徴収方法が決定される

・組合員の納得度 アンケート：（ソフ

コン実施後の 1回）
(2)水管理指導に関わる分野   
c) 効率的な取水・水管理が実
施される 

①土砂吐、取水口、沈砂池お

よび水路取水工ゲートが

適切に連動操作される 

・ゲート操作人､組合

員による操作熟度 
実践確認：（ソフコ

ン実施前と実施後

の 2回） 
 ②3次水路まで灌漑用水が配

水される 
・約 12 kmの新設 3
次水路の通水距離 

現地確認：（3次水路
の建設直後と実地

訓練後の 2回） 
 ③組合員が活用可能、かつ実

践的な水管理マニュアル

が作成される 

・組合員の満足度 アンケート：（ソフ

コン実施後の 1回）
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(3) 石積導流堤の築造ならびに排砂作業にかかる労力の軽減 

本プロジェクトで土砂吐が設置されることにより、現在受益者が年間 3回行っている石積導流堤の築

造（石材、砂利の量：150 m3/年）および浚渫作業および常時の補修作業が不要となる。また、沈砂池お

よび幹線水路に設置されている排砂ゲートが更新されることにより、排砂作業が容易になり、これらに

かかる労力が軽減されることが期待される。 

4-1-2 間接効果 

取水量増加による灌漑水稲作付面積増 

取水量が増加することにより、灌漑による水稲作付可能面積が表 4-3のとおり拡大することが期待さ

れる。 

表 4-3 取水量増加による水稲作付可能面積の拡大 

 2007年（現在） 2009年（事業実施後） 
灌漑水稲 可能取水量 作付面積 可能取水量 作付可能面積 
雨期 0.88 m3/s*1) 600 ha 1.35 m3/s*2)  1,050 ha 
乾期 0.23 m3/s程度*3) 100 ha 0.34 m3/s*2)  150 ha 
備考：1)幹線水路での実測、2)計画設計取水量(水道施設の計画取水量は含まない) 

3)事業実施後の単位水量より推定 

 

4-1-3 その他想定される効果 

水路橋が落下した場合の損害（更新効果） 

本プロジェクトが実施されずに現状が放置された場合、現在崩落の危険がある水路橋護岸工付近の洗

掘が進み、水路橋が落下する恐れがある。落下することになれば、受益地への灌漑用水の送水が完全に

ストップし、天水に依存することになるが、これを未然に防ぐことになる。現状の灌漑水稲および灌漑

畑作の生産量に販売価格を乗することで、年間の損害額を算定すれば表 4-4のとおり、218.3千 US$の損

害となる。 

表 4-4 水路橋が落下した場合の年間損害額 

  2007年（現況） 
  作付面積 単位収量 生産量 販売価格*1)

年間損害額 

雨期作 灌漑水稲 600 ha 2.1 t/ha 1,260 ton 130 US$/ton 163.8千 US$/年
乾期作 灌漑水稲 100 ha 1.5 t/ha 150 ton 130 US$/ton 19.5千 US$/年
 灌漑畑作 100 ha 1.4 t/ha 140 ton 250 US$/ton 35.0千 US$/年
     合計 218.3千 US$/年
備考：*1)販売価格は ASCの購入価格よる（2007年 2月） 
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4-2 課題・提言 

4-2-1 東ティモール国側の取り組むべき課題・提言 

MAFF の「灌漑施設の維持管理に係る政策（案）」によれば、改修または新規に建設される灌漑施設

の維持管理を受益者に移管することを原則としている。また、同政策ではWUAの設立を義務付けてお

り、灌漑施設改修後の 11年目以降、WUAに完全移管とすることになっている。従って、MAFFは本プ

ロジェクトにおいても、WUA の組織強化段階に受益者に対して支援・モニタリングを行うことが求め

られるとともに、改修される灌漑施設の運営・維持管理を適正に行っていく上で、WUA 組合員が持続

的に支払い可能な水利費を設定する必要がある。 

同政策（案）に従い、MAFFが①70％の補助を行う改修後初期 5年間、②30％となる 6～10年目およ

び③補助金の無くなる 11年目以降の各 5年の年間平均 O/M費を算定すれば、初期 5年間の平均必要水

利費徴収額は、5.5US$/ha/年と見積もられる。2006 年 3 月組合員幹部選挙が実施され、WUA が設立さ

れた。また、2007年 2月MAFFはマリアナ I地区にて、村長 5名、WUA幹部 4名、グループリーダー

および受益者を招聘しワークショップを開催し、①WUA の組織強化支援を行い、モニタリングを実施

すること、②施設改修後の O/M 費について MAFF 補助金による支援を行うことを説明した。その上で

MAFFは参加者に対して水利費の支払い意志を尋ね、協議の結果「初期 5年間で 5.5 US$/ha、6～10年

の 15.5 US$/ha/年程度の支払いは可能である」との一定の理解を得ており、水利費の徴収は可能である

と判断される。 

また、MAFFは補助金が終了し、維持管理がWUAに移管された 11年目以降に関しても、取水施設へ

の大きな破損などについては責任を持って支援していくことを説明しており、改修後もMAFFが必要な

支援を行いながら、WUAと一体となって運営・維持管理を実施することとなる。しかしながら、MAFF

による補助金が手当てされない場合、初期 5年間の水利費徴収額が約 17 US$/ha/年程度となり、これま

で水利費の支払い経験の無い受益者にとって、初期段階では受け入れられる額ではない。 

従って、東ティモール国側が同政策（案）を遵守し、WUA に灌漑施設の適正な運営・維持管理を求

める以上、WUAの運営強化ならびに持続的な水利費徴収の実現が必要不可欠となるため、WUAに対す

る支援・モニタリング、改修後の補助金の拠出を確約し、またその方法を受益者に対して説明すること

が求められる。 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

本事業実施後、土砂吐ゲートが新設されることからその運用方法に関しては新たなる訓練が必要とな

るものの、その他の施設の維持管理内容については現状と大きな相違はない。従って、①土砂吐ゲート

の効果が高く、沈砂池の自然排砂が可能であり、人的労働が現状より軽減されること、②重機による浚

渫が不要であることから、既に設立されているWUAにとって受け入れやすく、将来徴収される水利費

の運用にも不透明さが生じることも考えにくい。無償資金協力の中でソフトコンポーネント計画を実施

することで、十分な成果が期待されると考えられ、同計画以外の技術協力の必要性は認められない。 

直接の実施機関である IWMDに対して、灌漑 アドバイザー（ケニア人）が技術的助言を行い、また、

水管理組合アドバイザー（オランダ人）が配置され、WUA 組織強化プログラムや定款作成支援などに
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従事してきた。これらアドバイザーは世銀資金による農業復興事業（ARP 3）の一環で雇用されており、

今後も連携されることが期待される。 

4-3 プロジェクトの妥当性 

東ティモール国における農林水産分野には、全労働人口の 70％以上が従事しており、対 GDPの 26%

を占めていることから、農業は同国の産業の根幹を成し、経済・社会的に大きな役割を担っている。他

方、食料自給率は 60％程度に留まっており、コメの輸入必要量は年間 25,500トン超と概算される。 

このような状況下、東ティモール国政府は、国家開発計画（NDP）における農林水産セクターの開発

目標に、「食料自給率の向上」を第一優先に掲げるとともに、同国の「貧困削減」、「持続可能な経済成

長」を達成する上で、農林水産分野は重要なセクターと位置付けている。 

本プロジェクトの対象地域であるマリアナ I灌漑地区はボボナロ県の農村地帯にあり、同県のモミ生

産量は、全国 13 県で 2 位の生産量を有し、東ティモール国の一大穀倉地帯と位置付けられている。本

プロジェクトは、マリアナＩ取水施設の流失した固定堰の嵩上げ部分を復旧し、効率的な取水を可能に

するとともに、灌漑水路を改善することにより、農業用水を末端灌漑地区まで安定的に分配することを

目的としている。ひいては灌漑水稲面積を拡大し、コメの生産量増大を実現することは、同国農林水産

セクターの発展の一助となる。加えて、コメ不足が社会不安の一要因となっていることから、人間の安

全保障の観点からも早期実施が望まれている。 

また、MAFF は「灌漑施設の維持管理に係る政策(案)」に基づき、WUA にマリアナ I 灌漑施設の運

用を移管する方針を打ち出し、その設立過程および設立後の定期的な運営強化、モニタリングを行うと

しているが、東ティモール国は独立後間もなく、各省庁、政府機関の人材、能力が不足しており、制度

や政策が未整備な面が多々見られる。従って、我が国の無償資金協力の一環としてソフトコンポーネン

ト計画の導入を図り、その一部を支援することはWUAの運営強化のみならず、MAFF自身の体制強化、

実行能力向上に繋がるものと期待される。 

以上より、本プロジェクトを我が国の無償資金協力で実施する必要性および妥当性は高いと判断され

る。なお、本プロジェクト実施による環境への負の影響はない。 

4-4 結 論 

本プロジェクトは、流失した固定堰の嵩上げ部分を復旧し、農業用水を安定的に配分するとともに、

ソフトコンポーネント計画を通じて、WUAの組織運営・強化にかかる技術支援を、協力対象事業の一

部に対して行うものである。その結果、灌漑水稲面積を拡大し、コメの生産量増大が期待でき、東ティ

モール国農林水産セクターの食料自給率向上にかかる開発目標に沿うことになり、我が国の無償資金協

力を実施することの意義は大であると判断される。しかし、本プロジェクトの実施には、東ティモール

国関連機関の、①灌漑施設改修後の適正な運営・維持管理の実現に向けてWUA体制強化のための持続

的支援の確認、②工事実施のための土地収用、借地費用の負担や受益者負担による 3次水路建設の確約

が前提条件である。それらが実現されれば、本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施し得ると判断

される。
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